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要旨 

 本研究は、社会的養護を目的とした施設において、保育所や小学校で示されているような

食物アレルギーの給食対応のガイドライン・マニュアル（以降、ガイドライン）がないこと

に着目し、社会的養護施設（乳児院・児童養護施設）においてガイドラインの果たす役割と

必要性を検討したものである。本論文は文献研究、量的研究、質的研究をあわせた混合研究

法の手法によりまとめ、序章を含めて全 5章で構成した。 

 本研究の目的は、①これまで報告されていない社会的養護施設入所児の食物アレルギー

の有症率およびアナフィラキシーショックなどの関連する事象の実態を把握すること、②

食物アレルギーの給食対応の実状をガイドラインによる運用の観点から分析すること、③

以上の結果からガイドラインが果たす役割と、社会的養護施設の給食における食物アレル

ギーのガイドラインの必要性を検証することである。さらに、④これらを通して最終的には、

社会的養護施設においてアレルギー給食対応の体制についての提言をすることを研究目的

とした。 

 本研究の独自性は、まだ誰も報告したことのない社会的養護施設における食物アレルギ

ーについての児童と給食対応の実態を明らかにすることであり、研究結果を安全で安心な

給食対応のシステム作りに寄与できる点に意義がある。 

 各章の概要は以下の通りである。 

 第 1章では食物アレルギーと社会的養護施設の概説と歴史的背景を述べた。その上で、関

連研究を検索しレビューしたところ、社会的養護施設での全国規模での食物アレルギーの

有症率、給食対応や体制に関する研究は本研究が初めてであることが確認された。保育所や

学校では 2008年ごろから食物アレルギーのガイドラインが示されているが、社会的養護施



 

設についての食物アレルギーのガイドラインは示されておらず、先行研究もない状況であ

り、本研究に取り組む意義があることが確認された。学校や保育所での全国規模の先行研究

を分析し、質問項目を給食業務に合わせて作成した本研究の質問紙の構成について示した。 

 第 2章では、第 1章で作成した質問紙によって実施した調査の結果を、量的・質的に検討

し、それぞれ第 1節、第 2節に示した。 

 第 1節においては、児童の側からの実態と、環境整備の側としての給食対応の実態を量的

に明らかにすることができた。また、ガイドラインの有無別に群分けして、社会的養護施設

の中でガイドラインによる取り組みを行っている施設とそうでない施設においてこれらの

違いを検討した。得た知見としては、有症率は既存調査と特段の差異はなかったが、アレル

ギー情報が不明なまま入所し給食をせざるを得ない現状があることを実証できた。施設側

についての知見としては、ガイドラインを独自に作成している施設割合も、全く用いていな

い施設割合も保育所や小学校の既存調査結果より多く、取り組みに差があることがわかっ

た。ガイドラインがある施設では、アナフィラキシーショック経験児や情報不明な児童など

対応の難しい児童がいることで取り組みが構築されてきたことが推察された。 

 第 2 節においては、量的な結果では把握できないガイドラインのない施設での阻害要因

や給食担当者が直面している困難を把握するために、栄養士・管理栄養士が記入した自由回

答を質的内容分析により検討した。阻害要因や給食担当者が直面している困難を把握し、ガ

イドラインの役割や必要性を検討した。明らかになったことは、社会的養護施設に特徴的な

課題である「緊急入所・情報不足による食事提供への不安」に加えて、ガイドラインがない

施設の栄養士は、乳児院での「初発のリスクへの不安」、児童養護施設での「事故対応に対

する不安」、「重症児対応に対する不安」など、様々な点において不安感が高いことが示さ

れた。また領域別にみると、「情報共有・共通理解の重要性」や「職員間の認識差」などの

施設内外の連携に関するマクロな領域の課題はガイドラインありに多く、献立や食事指導

の仕方などのミクロな領域の課題はガイドラインなしに多いこともわかった。これらのこ

とから、ガイドラインがある場合にはシステム化・ルール化されているために給食業務など

のミクロな不安は軽減され、よりマクロな課題である施設内外の連携や施設体制等へと視

点が変化していることを報告した。ガイドラインの役割が、施設内外の連携を促進し、1施

設に 1 人しかいない栄養士にとって不安なく業務遂行するために必要なものであると推察

された。 

 第 3 章では、第 2 章で報告した量的な調査の結果を、既存調査結果との比較だけにとど



 

まらずに、同じ質問文言による保育所・小学校での調査結果との比較をすることで、さらに

両者の違いからなぜ社会的養護施設にガイドラインがないのか、についてアプローチを試

みた。その結果、社会的養護施設では保育所・小学校よりも食物アレルギーの給食対応に関

して、経験不足や知識不足の項目で問題としている施設が多かった。また、施設規模が小さ

いことから、保育所・小学校と比べて食物アレルギー児がいない施設も少なくないことが明

らかになった。施設規模などを調整したオッズ比で検討したところ、乳児院では保育所より

も「緊急入所児・一時保育児の食事対応」を問題とし、児童養護施設では小学校よりも「食

物アレルギーの知識がない」などを問題としていた。また、社会的養護施設の有症率は、一

般と比べてやや低めであったがさほど変わりはなかった。社会的養護施設では、緊急入所や

アレルギー情報が確認できない場合も多い上に、食物アレルギーの給食対応の経験が少な

く、重症ケースの経験はさらに少ないために、食物アレルギーの給食対応には不安を感じて

おり、知識を必要としていることが推察された。 

 以上のように、社会的養護施設ではアレルギーの情報を入所時点で把握しにくいといっ

た特性があり、施設によって食物アレルギー児への取り組みには差があることから、個人の

経験や知識に大きく左右されることなく一定の安全と質を担保でき、職員間の共通理解と

施設内の連携を得るための、社会的養護施設に合ったガイドラインの必要性を明らかにす

ることができた。本研究で得られた新しい知見をもとに第 4章 終章において、乳児院・児

童養護施設における食物アレルギーの給食対応における、既存のガイドライン・マニュアル

に加えて医師の診断が確定するまでのスクリーニングとアセスメントのためのフォーマッ

トの必要性、児童養護施設においての看護師の配置の必要性、施設全体の認識・知識の向上

の重要性について提言した。
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序章 

 

研究背景 

 保護者のいない児童や被虐待児童などを公的責任のもとに養護することを社会的養護と

いい、里親もしくは児童福祉施設が家庭に代わって児童を養育している。対象児童は全国

で約 4 万 5 千人いるが、そのうち約 9 割の児童は施設で養育されていることが報告 1)され

ている。社会的養護を目的とした施設（以降、社会的養護施設）には、児童養護施設・乳

児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設・自立援助ホームがあり、

全国で 1,255 か所存在 1）している。 

 これらの社会的養護施設は家庭の代わりであるため、毎日毎回の食事が必要となる。児

童の成長や健康を損なうことのないように健康増進法施行規則の「栄養管理の基準」2）、

児童福祉法の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」3）において、栄養士などの専

門家の配置、成長に必要な栄養素量、個人の身体状況に応じた食事の提供など様々な基準

が設けられている。このため、保育所などの給食施設と同様に一定の質と安全を担保すべ

く行政の関与がなされている。 

 このような社会的養護施設の給食運営、食育、栄養指導について、筆者は乳児院管理栄

養士という経験をもとに、某市の児童養護施設など 25 施設で組織される給食部門の研究

会で栄養士らに助言を担当していたが、その中で、給食担当者が食物アレルギーの食事の

対応について苦慮している現状を知った。多くは「食物アレルギーの原因食品が何である

かわからずに入所する児童がいるが、血液検査の結果がわかるまで何を食べさせたらよい

のか。」といったものであった。アレルギーは原因食品を特定した上で対応を行う必要が

あるが、食物アレルギーが問題となるのは、個々に原因食品が異なる上に症状や程度にも

個人差があるため一様に対応できず、少量の混入でも人によっては生命にかかわることも

あるからである。そのため、学校や保育所においては、それぞれ国の研究班により食物ア

レルギーの有病率や給食の対応の実態を調査 4~6)した上で、「学校のアレルギー疾患に対す

る取り組みのガイドライン」7）、保育所では「保育所におけるアレルギー対応ガイドライ

ン」8）の策定や改訂 7~9）に反映し、ガイドラインよる取り組みが推進されている。しかし、

社会的養護施設では、有症率や給食対応の現状把握について国レベルの既存調査はなされ

ておらず、ガイドラインやマニュアルもまだない。保育所や学校と異なり、毎日毎回、食
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べることを止めることができない社会的養護の給食施設では、入所時点での食物アレルギ

ーに関する情報が得にくい上、医師の診断までにタイムラグもあるといった問題点がある

ことも研究会内の調査で明らかになった。社会的養護施設の特徴を考慮したガイドライン・

マニュアルがなぜないのか、何が課題となってガイドラインやマニュアルがないのか、一

部の地域特性や個別の施設の状況によるものか、について知ることが必要であると考えた。

そこで、全国規模の社会的養護施設における食物アレルギーに対する体制、対応食の実態

を把握し問題点を整理することから始める必要があると考えたことに端を発する。 

研究の目的と意義 

 本研究は、社会的養護を目的とした施設での食物アレルギーを有する児童と食物アレル

ギーの給食対応について実態を把握するとともに、社会的養護施設においては食物アレル

ギーの給食対応のガイドライン・マニュアル（以降、ガイドライン）がないことに着目し、

ガイドラインの果たす役割を分析し、必要性に言及したものである。ヘルスプロモーショ

ンの理念 10）においては、人々の健康管理には個人による自己管理と社会による環境整備と

いった双方のアプローチが必要である。筆者はガイドラインを整備することは食の環境整

備であると捉え、①社会的養護施設入所児の食物アレルギーの有症率および関連する事象

の実態を把握すること、②食物アレルギーの給食対応の実状をガイドラインによる運用の

観点から分析すること、③以上の結果からガイドラインが果たす役割と、社会的養護施設

の給食における食物アレルギーのガイドラインの必要性を検証すること、さらに、④これ

らを通して最終的には、社会的養護施設に合ったアレルギー給食対応の体制をどのように

整えていけばよいかについての提言を目指すことを研究目的とした。 

 本研究は、社会的養護施設の食物アレルギーの実態について研究した報告はほとんどな

い上、アレルギー対応の給食をおこなう際のガイドラインに着目した報告も初めてである

という点で独自性のあるテーマであると考える。家庭の代わりである社会的養護の施設で、

児童の健康を支えるための給食体制の整備のための基礎資料となることが期待できる。食

物アレルギーに対する対策および社会的養護を取り巻く国の方針は、いずれもここ数年前

より大きな変化を迎えている 11,12)。本研究の成果は新しい知見を報告するとともに、食物

アレルギーを有する児童と食支援に携わる担当者に、安全で安心な食の提供ができるよう

な食環境整備に寄与するものと考える。 
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本論文の構成 

 本研究は量的研究法と質的研究法をあわせた混合研究法 13)を用いた。論文の構成は序章

を含めると全 5 章からなる。 

 第 1 章では、食物アレルギーの定義、患者数の推移と国の対策の変遷、学校や保育所な

どにおける食物アレルギーの給食対応を中心に既存調査や先行研究を把握する。また、社

会的養護に関する説明と国の動きについても整理しておく。社会的養護の食物アレルギー

に関する先行研究がほとんどないことを示した上で、小学校や保育所での大規模な食物ア

レルギーの先行研究をレビューし、本研究の調査内容のフレームを導く。 

 第 2 章では、食物アレルギーの有症率とガイドラインによる取り組みの実態を量的に明

らかにするとともに、自由記述から得た内容を質的に分析し、第 1 節と第 2 節に分けてま

とめ、食物アレルギーの給食の問題点・課題を量・質の両面から捉える。第 1 節では、社

会的養護施設でのガイドラインを用いた取り組みの程度を「あり」・「なし」の 2 群に分

け、食物アレルギーの児童の実態と給食対応の実状についてガイドラインによる運用の観

点から量的な検討を行う。検討する項目は、①児童の食物アレルギーの有症率やアレルギ

ーに由来する事象（アレルギーに起因するショックを起こした児童の割合、入所時に情報

未確認のまま入所した児童の割合など）、また②食物アレルギーの給食対応の実態（入所

時の統一書式、情報の更新、ヒヤリハットの報告など）である。ガイドラインがある施設

では、入所するアレルギーのある児童の特徴およびアレルギー給食実施体制の特徴を捉え、

ガイドラインによる取り組みが進んできた要因を探る。さらに第 2 節では、第 1 節で取り

あげた調査の自由記述の内容のうち課題にあたる意見を質的内容分析の方法を使ってさら

に深く分析することで、量的内容を質的なアプローチで裏付けるとともに、量的分析では

表れてこない背景を分析する。栄養士・管理栄養士による回答の中で、給食の課題が存在

する場所を「行政施策」、「施設外連携」、「施設体制」、「施設内連携」、「給食業務」

「食事場面」、「その他」に照らした枠組みを用いてカテゴリ化し分類することにより、

ガイドラインがもたらす影響を推察する。 

 第 3 章では、第 2 章で明らかになった課題やガイドライン別の特徴が社会的養護施設に

特有のものであるのか否かを確認するために、ガイドラインが出されている保育所・小学

校を対照として比較した。乳児院・児童養護施設と同一手法による調査で比較分析を行う

ことでバイアスをとり除き、食物アレルギーの給食対応の課題の違いについて比較検討を

行った。これにより社会的養護施設においてガイドラインへの取り組みが進まない理由と
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ガイドラインの役割について検討する。 

 第 4 章 終章では各章の論点を整理し、残された課題について示すとともに、乳児院・児

童養護施設における食物アレルギーの給食対応のあり方についての提言を行う。 

 各章との関係図は図 序－1 に示す。 

 

初出論文一覧 

序章    書き下ろし 

第 1 章   書き下ろし 

第 2 章  

 第 1 節  森久栄，黒田研二．乳児院、児童養護施設における食物アレルギー児の在籍 
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図　序 - 1　各章の研究関係

第２章

第１節

研究②（量的研究）

ガイドラインの有無別に、施設に入所するア

レルギー児童の状況とアレルギー給食実施

体制の特徴を明らかにする。

第２節

研究③（質的研究）

研究②では明らかにすることができなかった
食物アレルギーの給食対応の問題点・課題を、

ガイドラインの有無別に分析することで、ガイ

ドラインがある場合に何がどう異なるのかを

捉える。

第１章

研究背景
食物アレルギー、社会的養護の概説を述べる。

研究①（レビュー）
食物アレルギー対策の歴史と先行研究のレビューを検討することで

研究意義を見出すとともに、調査票作成のためのフレームワークに資する。

第３章

研究④（量的研究）

ガイドラインがほとんどの施設

で運用されている一般保育所・

小学校との違いを、児童の実態、

給食体制の実態、給食対応で

の問題点、といった観点から比
較することで、研究②、研究③

における結果の原因を考察す

るとともに、ガイドラインの役割

を検討する。また社会的養護施

設にガイドラインの運用が少な
い理由を導き出す。

乳
児
院
・児
童
養
護
施
設
の
調
査

一
般
保
育
所
・小
学
校
の
調
査

第4章（終章）

各章で明らかになったことをまとめるとともに、社会的養護においてガイドラインを用いた食物アレル

ギーの給食対応を行うための提言を行う。

序章

研究目的と意義



6 

 

第 1 章 食物アレルギーおよび社会的養護の概説ならびに文献研究 

 本章では、まず食物アレルギーと社会的養護について概説する。またアレルギー疾患の

給食対応についてのガイドラインや指針などについての整理を行う。その上で、文献を調

べ、給食対応にかかるプロセスを踏まえた調査の質問紙を作成する。 

 

1‐1  食物アレルギーの概説 

1‐1‐1 食物アレルギーの臨床と疫学 

食物アレルギーの臨床 

 ヒトは外部から自己を守るために免疫機能を持っているが、食物アレルギーの患者は健

康になるための食物が原因で自己を攻撃する方向に作用する。食物アレルギー診療ガイド

ライン 20161）によると、食物アレルギーの定義は「食物によって引き起こされる抗原特異

的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が惹起される現象」をいう。アレル

ゲンとなる食物（抗原）によって特異的に免疫物質である免疫グロブリン（IgE）が働き様々

な症状を呈し、臨床症状によって表 1‐1 のように 5 つの臨床型に分類 2）されている。こ

のうち即時型が典型的で多く、「乳児・幼児の即時型では鶏卵、乳製品、小麦が主な原因

食物であり、3 歳までに 50％、学童まで 80～90%が耐性を獲得」2）する。多くの場合、「成

長に伴う消化管機能と免疫学的機能の成熟により、食物アレルギー症状」2）は出なくなる

が、「学童から成人で新規発症する即時型の原因食物は甲殻類、小麦、果物、魚類、ソバ、

ピーナッツが多く、耐性獲得」2）しにくい。 

 発症予防は、「一次予防として感作（原因食物によって IgE 抗体が存在すること）を予

防すること、二次予防として感作された個体において食物アレルギーの発症を予防するこ

と」2）である。つまり、原因食物を一切摂取しないで IgE 抗体を作らないのが一次予防で

あり、IgE 抗体が存在しても（感作されても）その後に原因食物をとらないようにして発

症しないようにすることが二次予防である。 

 アレルギーで、注意すべきはアナフィラキシー、アナフィラキシーショックである。ア

ナフィラキシーとアナフィラキシーショックは混同しがちであるが、日本アレルギー学会

の「アナフィラキシーガイドライン」3）によると、アナフィラキシーとは，「アレルゲン

等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、生命に危機を与え得る
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過敏反応」3）を示す。また、アナフィラキシーの中でも、「血圧低下や意識障害を伴う場

合」を、アナフィラキシーショックといい、一刻も早くアドレナリンを投与する処置をし

なければならない危険な状態にある 3）。 

 以上のように、様々な原因物質、様々な病型がある上、食事に原因物質が含まれている

ことが判別できないこともあるため、患者および調理担当者には食生活上の困難となる場

合がある。 

 

              （食物アレルギー診療の手引き 20172）より許可を得て転載） 

 

食物アレルギーの疫学（表 1‐2） 

 平成 23 年のリウマチ・アレルギー対策委員会の報告書 4）によると、平成 23 年の時点で

すでに国民の 2 人に 1 人が何らかのアレルギーを持っていることが報告されている。しか

し、アレルギー疾患のうち、食物アレルギーの患者数は国の患者調査 5）の傷病別集計に記

載はなく、先行研究において有病率の報告も成人に関してはみられない 6）。小児に関して

の有病率はいくつかの報告があるが、その中でも信頼性の高い厚生労働省、文部科学省、

表 1-1 食物アレルギーの臨床型         

 耐性獲得
アナフィラキ

食物アレル
シーショック臨床型 発症年齢 頻度の高い食物

（寛解）
の可能性

ギーの機序

新生児・乳児消化管 新生児期
多くは寛解 （土） 主に牛乳（乳児用調製粉乳）

非lgE依存性アレルギー 乳児期

鶏卵、 牛乳、小麦、
多くは寛解 （＋） 

主に食物アレルギーの関与する
乳児期

lgE依存性乳児アトビ一性皮膚炎 大豆など

乳児～幼児：
鶏卵、牛乳、

鶏卵、牛乳、小麦、
小麦、大豆

そば、魚類、
などは

即時型症状 乳児期～ ビーナッツなど
寛解しやすい （＋＋） lgE依存性

償醐輝、アナフそ沖シ→以う 成人期 学童～成人：
甲殻類、魚類、小麦、

その他は
果物類、そば、

寛解しにくい
ビーナッツなど

食物依存性運動誘発
学童期～

小麦、 エビ、果物など 寛解しにくい (+++) lgE依存性アナフィラキシー
成人期特 (FDEIA) 

殊

型
口 9しヤ俎鑓羊 幼児期～

果物 ・野菜など 寛解しにくい （土） lgE依存性
(OAS) 成人期
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総務省ならびに東京都など行政が行った研究報告 7～15）の有症率を表 1-2 に示す。食物アレ

ルギーの診療の手引き 20172）において、有症率は乳児が約 10%、3 歳児が約 5%、保育所児

が 5.1％、学童以降が 1.3～4.5％と記載されている。また、東京都の 3 歳児全都調査 13）に

よると、食物アレルギーは 15 年前の調査開始時から一貫して増加していることが報告さ

れている。 
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ー

の
有

病
率

は
約

4.
9%

（0
歳

7.
7%

、
1歳

9.
2%

、
2歳

6.
5%

、
3歳

4.
7%

、
4歳

3.
5%

、
5歳

2.
5%

）で
あ

っ
た

。
　

　
　

　
学

校
生

活
管

理
指

導
票

の
記

入
の

仕
方

に
つ

い
て

の
解

説
が

必
要

と
の

意
見

が
な

さ
れ

た
。

4
（2

01
4

平
成

26
年

）†

平
成

25
年

度
学

校
生

活
に

お
け

る
健

康
管

理
に

関
す

る
調

査
事

業
報

告
書

 10
)

学
校

小
・中

・高
教

育
委

員
会

文
部

科
学

省
、

日
本

学
校

保
健

会

時
期

：2
01

3（
平

成
25

）年
対

象
：全

国
の

教
育

委
員

会
1,

33
0か

所
と

全
国

の
小

・中
・高

校
等

27
,7

74
 校

（有
効

回
答

率
91

.9
％

）　
、

　
　

　
　

児
童

生
徒

数
は

9,
15

6,
91

1人
内

容
：健

康
管

理
に

関
す

る
調

査
の

う
ち

の
一

項
目

と
し

て
、

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
の

実
態

お
よ

び
学

校
に

お
　

　
　

　
け

る
取

り
組

み
の

現
状

結
果

：食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

有
病

率
は

、
小

学
生

4.
5％

、
中

学
生

4.
71

％
、

高
校

生
3.

95
％

で
あ

っ
た

。
　

　
　

　
保

護
者

の
申

し
出

に
基

づ
い

て
給

食
対

応
し

て
い

る
学

校
は

58
.5

％
で

あ
っ

た
。

　
　

　
　

約
8割

の
学

校
で

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

・マ
ニ

ュ
ア

ル
が

活
用

さ
れ

て
お

り
、

学
校

管
理

指
導

表
は

約
6割

の
学

　
　

　
　

校
で

活
用

さ
れ

て
い

た
。

†：
（　

）付
き

の
年

は
発

行
年

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

年
・年

月
・年

度
が

混
在

し
て

い
る

が
、

出
展

元
に

準
ず

る
。

††
：学

校
に

は
小

・中
・高

校
を

含
む

。
保

育
所

に
は

幼
稚

園
、

認
定

こ
ど

も
園

を
含

む
。

表
 1

‐2
　

国
お

よ
び

自
治

体
が

行
っ

た
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
大

規
模

な
疫

学
調

査
お

よ
び

給
食

対
応

に
関

す
る

実
態

調
査

 （
そ

の
1）

保
育

所

財
団

法
人

こ
ど

も
未

来
財

団
 平

成
21

年
度

児
童

関
連

サ
ー

ビ
ス

調
査

研
究

等
事

業
報

告
書

「保
育

所
に

お
け

る
ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

に
か

か

わ
る

調
査

研
究

」 9
)

財
団

法
人

こ
ど

も
未

来
財

団
 主

任
研

究
者

　
鴨

下
重

彦

日
本

保
育

園
保

健
協

議
会

3
20

10
平

成
22

年
3月



10 

 

 

年
※

和
号

報
告

名
／

論
文

名
対

象
†
†

実
施

主
体

／
雑

誌
名

調
査

内
容

5
20

15
平

成
27

年
2月

乳
幼

児
の

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

策

に
関

す
る

実
態

調
査

結
果

報
告

書
1
1
)

保
育

所
、

幼
稚

園
総

務
省

　
中

部
管

区
行

政
評

価
局

時
期

：2
01

4（
平

成
26

年
）5

月
～

20
15

（平
成

27
）年

2月
対

象
：愛

知
県

・富
山

県
の

8市
町

村
、

お
よ

び
保

育
所

（認
可

外
含

む
）・

幼
稚

園
48

4施
設

と
在

籍
児

50
6,

32
0人

内
容

：ア
レ

ル
ギ

ー
児

数
、

施
設

の
対

策
、

保
護

者
・施

設
に

お
け

る
要

望
結

果
：ア

レ
ル

ギ
ー

児
は

6.
3％

（0
歳

9.
1％

、
1歳

10
.4

％
、

2歳
7.

5％
、

3歳
6.

2％
、

4歳
5.

4％
、

5歳
4.

6％
、

小
1生

6.
0％

、
小

2生
5.

5％
、

　
　

　
　

小
3生

5.
6％

）で
80

.5
％

の
施

設
に

ア
レ

ル
ギ

ー
児

が
い

た
。

　
　

　
　

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
利

用
は

公
立

保
育

所
92

.9
％

、
私

立
保

育
園

84
.3

％
、

私
立

幼
稚

園
25

.0
％

、
　

　
　

　
認

可
外

保
育

園
50

.0
％

で
あ

っ
た

。

6
20

15
平

成
27

年
3月

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
に

関
す

る
施

設

調
査

（平
成

26
年

度
）報

告
書

 1
2
)

保
育

所
、

保
育

施
設

等
、

幼
稚

園

東
京

都
健

康
安

全
研

究
セ

ン
タ

ー
 企

画
調

整
部

健
康

危
機

管
理

情
報

課

時
期

：2
01

4（
平

成
26

年
）9

月
対

象
：東

京
都

内
保

育
施

設
（認

可
外

、
学

童
保

育
等

ま
で

把
握

可
能

な
す

べ
て

）と
幼

稚
園

53
48

施
設

(回
収

率
72

.2
％

）
内

容
：ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

の
状

況
と

施
設

体
制

、
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

発
生

状
況

結
果

：罹
患

率
は

6.
3％

で
あ

り
、

80
.5

％
の

施
設

に
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

児
が

い
た

。
　

　
　

　
84

.7
％

の
施

設
で

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

・マ
ニ

ュ
ア

ル
を

備
え

て
い

た
。

　
　

　
　

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

な
ど

の
経

験
の

あ
る

施
設

の
方

が
取

り
組

み
が

進
ん

で
い

た
。

7
20

15
平

成
27

年
3月

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
に

関
す

る
3歳

児
全

都
調

査
（平

成
26

年
度

）報
告

書
1
3
)

一
般

3歳
児

東
京

都
健

康
安

全
研

究
セ

ン
タ

ー
企

画
調

整
部

健
康

危
機

管
理

情
報

課

時
期

：2
01

4（
平

成
26

）年
10

月
対

象
：東

京
都

内
市

区
町

村
3歳

児
健

康
診

査
受

診
者

3,
43

5人
（回

収
率

41
％

）
内

容
：罹

患
状

況
、

ア
レ

ル
ギ

ー
対

策
へ

の
要

望
結

果
：症

状
か

つ
診

断
が

あ
る

児
は

16
.7

％
　

　
　

　
通

園
し

て
い

る
児

で
診

断
さ

れ
た

児
は

59
.0

％
で

、
こ

の
う

ち
の

保
育

所
に

お
け

る
ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

生
活

管
理

指
導

表
の

　
　

　
　

提
出

状
況

は
35

.4
％

、
生

活
管

理
指

導
表

以
外

の
何

ら
か

の
様

式
を

使
用

し
て

い
る

も
の

は
21

.9
％

で
あ

っ
た

。

8
20

16
平

成
28

年
3月

東
京

慈
恵

会
医

科
大

学
．

厚
生

労
働

省
 平

成
27

年
度

子
ど

も
・子

育
て

支
援

推
進

調
査

研
究

事
業

 補
助

型
調

査
研

究
 保

育
所

入
所

児
童

の
ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

罹
患

状
況

と
保

育
所

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
対

策
に

関
す

る
実

態
調

査
調

査
結

果

報
告

書
1
4
）

厚
生

労
働

省
「平

成
27

年
度

子
ど

も
・子

育
て

支
援

推
進

調
査

研
究

事
業

」
保

育
所

入
所

児
童

の
ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

罹
患

状
況

と
保

育
所

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
対

策
に

関
す

る
実

態

調
査

結
果

報
告

 1
5
)

保
育

所
、

保
育

施
設

等

厚
生

労
働

省
、

東
京

慈
恵

会
医

科
大

学

柳
田

紀
之

, 海
老

澤
元

宏
, 勝

沼
俊

雄
,ほ

か ア
レ

ル
ギ

ー
 　

67
巻

3
号

 P
ag

e2
02

-
21

0(
20

18
.0

5)

時
期

：2
01

6（
平

成
28

）年
2月

対
象

：全
国

の
保

育
関

係
施

設
(認

可
・認

可
外

）・
認

定
こ

ど
も

園
32

,2
10

施
設

中
回

答
の

あ
っ

た
15

,7
22

施
設

、
お

よ
び

そ
の

施
設

の
入

所
児

内
容

：食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
児

数
な

ど
、

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
に

対
す

る
各

施
設

の
対

応
、

　
新

規
発

症
に

つ
い

て
結

果
：有

病
率

は
4.

0％
（0

歳
6.

4%
、

1歳
7.

1%
、

2歳
5.

1%
、

3歳
3.

6%
、

4歳
2.

8%
、

5歳
2.

3%
、

6歳
0.

8%
）

　
　

　
　

79
.4

％
の

施
設

に
ア

レ
ル

ギ
ー

児
が

い
た

。
12

.2
％

の
施

設
で

新
規

発
症

が
あ

っ
た

。
　

　
　

　
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

活
用

し
て

い
る

の
は

56
.1

％
、

既
存

の
生

活
管

理
指

導
表

の
活

用
は

60
.4

％
（施

設
作

成
の

も
の

を
入

れ
る

と
79

.2
％

）
　

　
　

　
で

あ
っ

た
。

　
　

　
　

誤
食

の
可

能
性

を
減

ら
す

た
め

の
各

部
門

で
継

続
的

な
努

力
や

、
緊

急
時

に
確

実
に

対
応

で
き

る
体

制
の

確
立

が
必

要
で

あ
る

。

†：
（　

）付
き

の
年

は
発

行
年

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

年
・年

月
・年

度
が

混
在

し
て

い
る

が
、

出
展

元
に

準
ず

る
。

††
：学

校
に

は
小

・中
・高

校
を

含
む

。
保

育
所

に
は

幼
稚

園
、

認
定

こ
ど

も
園

を
含

む

表
 1

‐
2
　

国
お

よ
び

自
治

体
が

行
っ

た
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
大

規
模

な
疫

学
調

査
お

よ
び

給
食

対
応

に
関

す
る

実
態

調
査

（
そ

の
2）

8番
の

14
）と

15
）は

報
告

書
と

論
文

と
で

タ
イ

ト
ル

と
報

告
者

が
異

な
る

が
同

じ
も

の
で

あ
る

。
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1‐1‐2 食物アレルギーに対する国の対策と歴史 

国のアレルギー対策の歴史（表 1‐3） 

 国の対策において、食物アレルギーは健康・食を管轄する厚生労働省のリウマチ・アレ

ルギー対策の中で位置づけられている。免疫疾患の中では食物アレルギーはリウマチや喘

息などに比べるとその歴史は比較的新しい。以下に対策の歴史を便宜上Ⅰ～Ⅲ期に分けて

述べる。 

 Ⅰ期は 1992 年～2002 年ごろまでの対策初期である。アレルギー疾患対策推進委員会の

報告書 16）および資料 17）によると、1992（平成 4）年からアレルギー疾患の病因・病態・

治療法の開発に関して総合的な研究事業が進められている。着手したのは、アナフィラキ

シーなどの重篤な患者対策であった。2001 年に、重篤化する患者の食品選択のための情

報源としてアレルゲンを含む食品の表示が義務付けられた 18）。 

 Ⅱ期である 2005 年からの本格対策期にはこれまでの研究結果などをまとめた報告書 4）

と、医療体制の確立や患者の自己管理の促進を方針にした「アレルギー疾患対策の方向性

等」19）を各所に通知した。まず、重症者対策として 2005 年には日本学校保健会が「食物

アレルギーによるアナフィラキシー学校対応マニュアル 小・中学校編」20）を作成してい

る。食物アレルギーの診療面では初めてのガイドラインや診療の手引き 21～22）、栄養指導

の手引き 23）が出され、新しい知見が出される度に改定された。また学校・保育所におい

ても「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」24）、「保育所におけるア

レルギー対応ガイドライン」25）と、科学的根拠をもとにガイドラインが次々とでき、整

備されていく時期である。 

 ところが、学校給食でのアナフィラキシーショックによる死亡事故が調布市で発生し

た。Ⅲ期は 2012 年のこの事故を機に、食物アレルギーの給食対策への取り組みを進展・

加速させることになった時期である。2014 年にはアレルギー疾患対策のための総合的な

法律である「アレルギー疾患対策基本法」が成立し、続いて「アレルギー疾患対策の推進

に関する基本的な指針」26）が策定され現在に至る。 
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年
度

取
り

組
み

(抜
粋

）
調

査
、

報
告

書
、

法
規

な
ど

19
92

～
19

94
（平

成
4～

6）
年

「ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
の

疫
学

的
研

究
」

19
98

～
20

02
（平

成
10

～
14

）年
「食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

即
時

型
に

関
す

る
全

国
疫

学
調

査
」

「重
篤

な
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
全

国
調

査
に

関
す

る
研

究
」

20
01

（平
成

13
）年

「重
篤

な
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
全

国
調

査
に

関
す

る
研

究
」結

果
を

受
け

て
、

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

対
策

に
着

手
さ

れ
る

。
ま

ず
は

食
品

衛
生

法
を

改
正

内
容

の
中

に
、

ア
レ

ル
ギ

ー
物

質
を

含
む

食
品

に
関

す
る

表
示

の
義

務
づ

け
を

し
た

。
（実

施
は

20
03

年
か

ら
）

食
品

表
示

制
度

　
（ア

レ
ル

ギ
ー

表
示

）18
）

20
02

（平
成

14
）年

こ
れ

ま
で

の
ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

の
研

究
成

果
が

と
り

ま
と

め
ら

れ
る

。
「リ

ウ
マ

チ
・ア

レ
ル

ギ
ー

研
究

白
書

」

20
05

（平
成

17
）年

今
後

の
ア

レ
ル

ギ
ー

対
策

を
総

合
的

・体
系

的
に

実
施

す
る

た
め

の
「ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

対
策

の
方

向
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ら
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。
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等
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成
19

～
23
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こ
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療
、
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ら
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。
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れ
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療
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引
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引
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イ
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成

23
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自
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理
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能

な
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と
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て
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理
マ

ニ
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れ
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管
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は
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や
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校
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携
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取
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れ
る

。
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年

）

20
14

（平
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。
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号
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告
示

第
76

号
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示

さ
れ
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。

ア
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れ
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。

表
 1

‐3
　

国
の

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
対

策
の

流
れ

厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
対

策
推

進
委

員
会

報
告

書
16

） お
よ

び
資

料
17

） を
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考
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筆
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。

学
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に
お

い
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食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

学
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給
食

の
対

応
に

つ
い

て
の

見
直

し
が

行
わ

れ
る

。

Ⅰ

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
に

つ
い

て
の

総
合

的
な

研
究

事
業

の
開

始
。

調
布

市
に

お
い

て
、

学
校

給
食

で
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
シ

ョ
ッ

ク
に

よ
る

死
亡

事
故

発
生

。

Ⅱ Ⅲ
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保育所・学校での食物アレルギーの対応をめぐる取り組み（表 1-4） 

 2005 年からの本格的な国のアレルギー対策のうち、食物アレルギー対策については厚生

労働省だけでなく、学校給食を管轄する文部科学省の取り組みも大きい。 

 以下に学校、保育所に分けて対応の歴史的流れを示す。学校での食物アレルギーの対応

をめぐる流れの表 1-4 では、調布市の事故以前のⅡ期と、事故後のⅢ期に該当する。 

学校での取り組みの歴史 

 事故前の食物アレルギー対策は、アレルギー疾患全体の中で講じられてきた。学校での

対策は、文部科学省が 2007（平成 19）年に全国の小・中・高校等を対象にアレルギー疾患

の有病率などの実態や学校の取り組み実態についての調査を行い、「アレルギー疾患に関

する調査研究報告書」8）にまとめたことからである。報告書では、「アレルギーの情報は

概ね把握されていたが、疾患の程度や具体的にどのような配慮が必要なのかが把握できな

い、根拠に基づく効果的な取り組みづくりが必要である」8）とし、そのためのツールとし

て、すでに心臓病や腎臓病で用いられてきた「学校生活管理指導表」をアレルギー版に作

成しなおして活用するとともに、アレルギー疾患に対応する仕組みづくりを行うことが提

案された。この報告をもとに、翌 2008 年には日本学校保健会が「学校のアレルギー疾患に

対する取り組みガイドライン」24）をとりまとめ、ガイドラインに沿って取り組む必要があ

ることが示された。 

 2012 年、調布市の事故が起こった後は、給食対策に軸足を置くことになる。文部科学省

では、再発防止のために「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者

会議」を設置し、日本学校保健会に委託して実施された「平成 25 年度学校生活における健

康管理に関する調査事業報告書」10）の結果をもとに検討を行った。その結果、アレルギー

の給食対応は、学校等がそれぞれの判断に基づいて行っており、ガイドラインの主旨であ

る「学校生活管理指導表等を用いた医師の診断を根拠にする」ことが徹底されていなかっ

た点などの体制を問題視し、「今後の学校給食における食物アレルギー対応について最終

報告」27）にまとめた。これを受け、文部科学省は食物アレルギーの給食を行う際には「学

校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」24）や「学校生活指導管理表(アレル

ギー疾患用)」の使用を徹底するよう通知 28）した。また、アレルギー疾患対策基本法成立

後の 2015 年には、食物アレルギーに関して具体的な事故防止のための「学校給食における

食物アレルギー対応指針」29）が作られ、各学校や教育委員会でマニュアルを策定する際の
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参考とするよう示された。アレルギー疾患対策基本法成立後には「学校のアレルギー疾患

に対する取り組みガイドライン(令和元年改訂版)」30）が出されている。 

保育所での取り組みの歴史 

 保育所においても学校の取り組みを追うような形で、厚生労働省が 2009(平成 21)年に

アレルギーのガイドラインを作成することを目的とした調査を財団法人こども未来財団に

委託している。平成 21 年度児童関連サービス調査研究等事業の「保育所におけるアレルギ

ー対応にかかわる調査研究」9）がこれにあたる。この報告では、1 年間に 29%の保育所で誤

食が発生していたこと、食物アレルギー児の約 10％はアナフィラキシーショックを引き起

こす危険性があることなどの結果が示され、保育所での慎重な体制の必要性が述べられた。

この報告をもとに、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」25）が 2011（平成 23）

年に策定された。ガイドラインは保育所職員が保育所での具体的な対応方法や取り組みを

共通理解し、組織的に取り組むことができることを目的にしたものである。 

 2012 年の調布市の事故以降の保育所での取り組みにおいては、先駆的な取り組みを行お

うとするいくつかの市区町村において、ガイドライン策定の趣旨を踏まえ、地域の実情に

合わせて、各自治体が独自の給食対応のためのマニュアルを策定する動きが出てきた。 

 国レベルの動きは、アレルギー疾患対策基本法成立のあと、食物アレルギーについての

新しい知見を得てきたため、2015（平成 27）年度に厚生労働省の委託を受けて東京慈恵会

医科大学が調査を行い、「保育所入所児童のアレルギー疾患罹患状況と保育所におけるア

レルギー対策に関する実態調査調査結果報告書」14）にまとめている。この調査では、罹患

状況などの実態と、ガイドラインを用いた運用状況や「保育所におけるアレルギー疾患生

活管理指導表（（食物アレルギー・アナフィラキシー・気管支ぜん息)」25）の活用状況をは

じめとする保育施設の対策について報告されている。また、これまでの報告ではあまり調

査されてこなかった、予測のできない「新規発症」についても調査がなされた。この報告

および、2018（平成 30）年の「保育所保育指針」31）を踏まえて食物アレルギーを重要視し

た内容が組み込まれたほか、2019（平成 31）年には「保育所におけるアレルギー対応ガイ

ドライン(2019 年改訂版)」32）が改訂された。改訂版のガイドラインには、あらたに「関係

機関との連携」に関する項目が設けられている。 
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1‐1‐3 ガイドライン・マニュアルと生活管理指導表 

 広辞苑では、「ガイドライン」は「指針。基本方針。指導目標。」、「マニュアル」は

「手引き。便覧。取扱い説明書。」と示されている 33）。ガイドラインは主に国や行政が出

す全体的な方針であり、それをもとに市区町村の担当課や各施設などで詳細に手順などを

示したものがマニュアルである。食物アレルギーの対応を示したものに限って言えば、現

状の自治体などが策定されたものは、アレルギー疾患全体を対象にしたもの、食物アレル

ギーだけをとらえているもの、給食対応の部分だけに限るものなど様々で、名称も「ガイ

ドライン」34,35）、「指針」36）、「マニュアル」37）、「手引き」38,39）など様々である。しか

し、いずれも一定の方針・方法を定めたものに違いないので、本研究では、これらの厳密

な使い分けは問わない。「ガイドライン・マニュアル」、あるいは、ガイドライン・マニ

ュアルをまとめて「ガイドライン」として論ずる場合がある。 

 以下に本研究の論旨を展開するにあたって説明が必要と思われるものを示す。 

「食物アレルギーの栄養指導の手引き」 

 「食物アレルギーの診療の手引き 2017」2）に基づいて栄養指導の基本を示したもので「食

物アレルギーの栄養指導の手引き 2017」40）が最新である。家庭においては必要最小限での

除去を行うことを必要としているが、集団給食において必要最小限の個別対応を行うこと

は、調理・配膳が煩雑となり誤食の危険性を高めるのでガイドラインに基づいて完全除去

を基本にするよう書かれている。ただし施設・設備面や、スタッフの知識・技術・スキル

が十分にあれば個別対応もよいとしている。 

「学校におけるアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」 

 「学校におけるアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（令和元年度改訂版）」

30）に記載されている内容は、①アレルギー疾患の理解と正確な情報の把握・共有、②日常

の取り組みと事故予防、③緊急時の対応、である。とりわけ①のアレルギー疾患の理解と

正確な情報の把握・共有が重要で、「ガイドライン」、特に「生活管理指導表（医師の診

断）」の活用を徹底するように述べている。「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」

は児童の生活に必要な情報を保護者が主治医に記入してもらう用紙である（図 1‐1）。食

物アレルギーの場合は除去食品や緊急時の対応などの情報が記載される。重要なことは、

「正確な情報の把握」ができる、つまり保護者からの主観的な申請ではなく医師の診断を

根拠にする、という点である。次に生活管理指導表があるからこそ、組織的な情報共有と
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連携を行いやすいという点である。緊急時はいついかなる時に起こるかわからないので、

担任や給食担当者だけでなく教職員全員への周知が必要としている。 

「学校給食における食物アレルギー対応指針」 

 「学校給食における食物アレルギー対応指針」29）ではアレルギー対応の給食を行う際の

流れを詳細で具体的に示してある。これを基準にして、各自治体の教育委員会や施設で独

自のマニュアルを作成することをすすめている。 

 図 1‐1 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用） 

           （学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン 29）より許可を得て転載） 

 

「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」 

 「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 改訂版）」32）が最新である。基本

編と実践編に分けて記されているが、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表（食

物アレルギー・アナフィラキシー・気管支ぜん息)」によって正しい情報の把握をすること
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や、生活管理指導表がコミュニケーションツールであるとしていることなど、その考え方

は学校のガイドラインと同じである。保育所のガイドラインでは、乳幼児の栄養摂取の特

性から、ガイドラインの中で「食物アレルギーへの対応」に多くの頁を割いており、保育

所における食事提供の原則、誤食の防止が記載されている。また生活管理指導表も育児用

ミルクや離乳食に関する記載部分があるが、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」

とほぼ同じような形式となっている。 

 これ以降、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」、「保育所におけるアレルギ

ー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシー・気管支ぜん息)」ともに、「生

活管理指導表」とする。 

小学校・保育所以外の施設のガイドラインの存在 

幼稚園、認定こども園 

 幼稚園には給食実施の義務がなく、幼稚園・認定こども園には特有のガイドラインはな

い。保育所のアレルギー対応ガイドラインで対応している。 

乳児院・児童養護施設と「児童福祉施設」 

 乳児院・児童養護施設に特有のガイドラインはない。児童福祉法において規定されてい

るため「児童福祉施設」といったカテゴリに分類されているが、「児童福祉施設」の大多

数は保育所であるため、行政通知には「児童福祉施設」と書かれていても保育所対象の内

容が多い。2017 年の「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」26）の中で、児童

福祉施設や放課後児童クラブにおいては「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」

等の既存のガイドラインを周知するよう示されているが、保護者の責任の下に 1 日の中の

1 食か 2 食の食事に対応する保育所給食のガイドラインを、児童福祉施設である乳児院・

児童養護施設等の 1 日 3 食の食事に適用するのは難しいと考えられる。 
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1‐2 社会的養護施設 

1‐2‐1 社会的養護の潮流 

 保護者に代わって社会資源を活用し児童を養育することを社会的養護という。社会的養

護の歴史的潮流は、孤児の救済政策が始まりであり、制度として法的に規定されたのは昭

和 22 年の児童福祉法である。長年大きな改正はなかったが、平成 28(2016)年に社会的養

護を必要とする子どもだけでなく、すべての子どもが権利の主体であることを改めて強調

し、児童福祉法が大きく改正されるに至った。 

 改正の背景には、要保護児童のうち、被虐待児の割合は平成 4 年の 16.0％から平成 30

年には 45.2％と約半数にも及ぶこと、障害などを持つ児童が増えてきている 41）ことがあ

る。法改正の主旨は、虐待を未然に防ぐためには入所に至るまでの保護者に対する子育て

支援が必要であり、「子どもの利益を最優先に考え」、「社会全体で子どもを育む」とい

う理念のもとに、社会的養護が必要であっても「当たり前の生活を保障する」ためにでき

るだけ家庭に近い養育環境を保障していく必要があるとしている。方法の一つに、集団で

生活する大規模な施設では児童の個別化が図られにくいため、施設を小規模化することが

示された。また、法改正の翌 2017（平成 29）年には、「新しい社会的養育ビジョン」42）に

おいて実親養育、里親による養育、家庭的な小規模施設での養育、施設での養育、といっ

た優先性の順（図 1‐2）41）を示すとともに、2017 年には里親等への委託率を大きく増や

す数値目標を定めて推進している。2016 年での国の目標 41）は、本体施設・グループホー

ムなどの小規模・里親等への委託児童をそれぞれ概ね 1/3 ずつであったが、2017 年には 

図 1‐2 家庭と同様の環境における養育の推進 (社会的養育の推進に向けて 41）より転載) 

憶設

良好な家庭的環境

施設（小規模型）

地域小規模児童養護施設
（グループホーム）

)I 家庭と同様の投育環境 )[~ 
................................................................................... 

養子縁組（特別養子縁組を含む。） 且
甘 実親による養育！

...、,.．.．.．.．,..．．．．．．．...，.

児童養護施設

大舎 (20人以上）

中舎 (13~1 9人）
小舎 (12人以下）

1歳～18歳未満
t：塁霊ぷ悶IT)民間住宅なl小規模住居型児童

養育事業ゥ旬）→ホー凶

里親

（必要な場合 0歳～20歳未満）

乳児院
乳児(0歳）

必要な培合幼児（小学校就学前）

小規模グJレ—プケア（分園型）
地域において、小規桟なグループで封庭

的を行う

1グループ6~8人＼全児院は4~6ぶ

里親等 里親十97ミリーポーム

養育者の住届で養育
を行う家庭養護

・定員5~6人

委託率 ＝ 養謹＋乳児十里親十97ミリーホーム 平成31年3月末 20.5% 

・家庭における妻育を
里親に委託する家庭
養護

・児童4人まで
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児童の里親委託率の目標を 3 歳未満児で 75％、学童以降で 50％42）としている。食生活に

おいても、集団による給食から小規模な養育環境の食事へと転換していく。しかし、里親

委託率の進捗状況は平成 31 年で約 20％41）にとどまっており、残る約 80％のうち約半数が

施設（大・中・小舎制の施設）で暮らしている。 

本研究における用語 

 ここで、本研究における用語の使用について次のとおり説明をしておく。 

社会的養護施設 

 厚生労働省では「社会的養護の施設」という表記になっているが、全国社会福祉協議会

では社会的養護を目的とした施設を総称して「社会的養護施設」43）と使用している。本研

究は、乳児院と児童養護施設を対象としているため、論文中において乳児院と児童養護施

設を合わせて「社会的養護施設」と表現する場合がある。 

児童 

 児童福祉法では「満 18 歳に満たないもの」44）としているため、本研究では、乳児、幼児

など分けた方が良い場合を除いて、乳児や幼児を分けないで児童として表記する。 

1‐2‐2 社会的養護施設における給食関連の法規・規則 

 児童の施設において給食を提供する際には、健康増進法に基づく省令の「健康増進施行

規則」45）と、児童福祉法に基づいた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」46）によ

って実施される。特定給食施設の設置者は保健所に届出が必要となり、提供する給食につ

いては、栄養管理の報告が義務づけられている 45,47）。食品衛生に関しては「大量調理衛生

管理マニュアル」48）に則って行わねばならないため、衛生上の規制も受けることになる。

栄養管理の詳細については、「献立は（中略）入所している者の健全な発育に必要な栄養

量を含有するもの」、「食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身

体的状況及び嗜好を考慮したもの」45,46）としている。また、事前に作成された献立に従っ

て調理するよう示されている 45,46）が、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」では

「少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。」46）と

している。 

 一方、給食業務に携わる栄養士・管理栄養士の配置基準については、健康増進法では、

栄養士・管理栄養士の配置は努力義務 47）としているが、「児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準」で、定員 10 人以上の乳児院、41 人以上の児童養護施設には栄養士の配置が
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義務 49,50）づけられている。保育所で栄養士の配置が努力義務 51）とされていることを考え

ると、乳児院・児童養護施設においては手厚い配置となっている。 

 以上のように、条例で定められた少ない食数の家庭的な養育環境にある場合を除いて、

乳児院や児童養護施設などの社会的養護施設も児童の健全育成と安全・安心な食事の提供

のために行政指導を受けている。「少ない食数の家庭的な環境」をどのようにとらえるか

の議論が必要である。 

 

1‐3 社会的養護施設における食物アレルギーの給食対応についての文献研究 

1‐3‐1 目的  

 食物アレルギーの研究は、医学分野、疫学分野、給食分野それぞれにおいて進んでいる

が、「社会的養護施設」をフィールドにした「食物アレルギーの給食対応」についての先

行研究は、筆者が本研究の調査を行った 2016 年の時点では 1 件も見当たらなかった。キー

ワードに分解し、“食 and （社会的養護 or 乳児院 or 児童養護施設）”または“食物ア

レルギー and （社会的養護 or 乳児院 or 児童養護施設）”で別々に検索し関連する原

著論文を探してみたが、ヒットした文献は、社会的養護施設の小規模化や自立支援に対す

る食 52～54）、児童の心理面が食に影響している研究 55）、そして離乳食などにおいてデータ

を取るためのフィールドとして行う研究 56）などであった。 

 しかしその後、前述したように食物アレルギーと社会的養護については、いずれもこの

数年で取り巻く状況は大きく進展した。そこで、今回改めて文献検索を行い、新たな研究

報告があればそれも追加した上で、食物アレルギーの給食対応の課題を検討するとともに、

本研究の意義を確認する。 

1‐3‐2 研究方法 

 本研究の文献の検索には、医学・看護学・保健学分野に幅広いデータを持つ医学中央雑

誌刊行会の So-net 版医中誌パーソナル web のデータベースを用いた。So-net 版医中誌パ

ーソナル web には、国内発行の医学・保健関連分野の定期刊行物、のべ約 7,500 誌から収

録した約 1,350 万件の論文データが、初めて収載された日付とともに収載されている。原

著論文に限定し、サーチした検索式とヒットした件数を図 1‐3 に示す。 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜字: 本研究に関連が深いキーワード

図　1-3　　「社会的養護施設における食物アレルギーの給食対応」に関する先行研究の検索図

検索データベース 医中誌 web

② 食物アレルギーの有症率

ｎ＝79
③ 社会的養護の食

ｎ＝39

社会的養護施設の食生活

ｎ＝8

⑧ 社会的養護施設における食物アレルギーの給食対応について 【本研究既報】

ｎ＝1

社会的養護の食関連分野（看護、歯科など） ｎ＝7

社会的養護だが食ではない ｎ＝8

社会的養護以外の研究目的（ｎ数確保など） ｎ＝11

古い（1970年代以前） ｎ＝5

⑦ 社会的養護施設の食物アレルギーの有症率

ｎ＝2

臨床分野 ｎ＝25

非食物アレルギー ｎ＝20

非疫学的立場（食品） ｎ＝7

その他 ｎ＝3

小規模化・自立支援 ｎ＝4

虚弱児施設 ｎ＝1

⑥ 社会的養護施設における食物アレルギー

ｎ＝3

有症率記載なし ｎ＝1

給食対応の記載なし ｎ＝1

① 食物アレルギー の給食対応

ｎ＝24

保育所 ｎ＝4

保育・教育施設 ｎ＝3

保育所・幼稚園・学校ほか ｎ＝7

中学校 ｎ＝1

その他 ｎ＝1

④ 小児の食物アレルギーの給食対応について

ｎ＝17

栄養素把握目的 ｎ＝2

臨床分野 ｎ＝1

症例検討 ｎ＝1

材料費 ｎ＝1
その他 ｎ＝2

⑤ 小児の食物アレルギーの有症率

ｎ＝24

保育所 ｎ＝6

保育・教育施設 ｎ＝5

保育所・幼稚園・学校ほか ｎ＝3

小・中学校 ｎ＝5

その他 ｎ＝2
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1‐3‐3 研究結果 

「社会的養護施設における食物アレルギーの給食対応」に関する先行研究の結果 

 本研究のテーマである「社会的養護施設における食物アレルギーの給食対応」について

は、筆者が報告した第 2 章の第 1 節に示す 1 件だけがサーチされた。現時点においても本

研究既報以外に「社会的養護施設における食物アレルギーの給食対応」についての先行研

究はないことが確認された。 

本研究を構成するテーマに関する先行研究の結果 

「社会的養護施設における食物アレルギー」に関する先行研究（表 1‐5） 

 「社会的養護施設における食物アレルギー」についての先行研究を漏れ落ちがなくカバ

ーするために、本研究のテーマを構成するテーマのうち図 1‐3 の①、②、③のキーワード

でサーチした。その結果、本研究を含む 3 件が抽出できた。3 件のうち、本研究既報以外

の 2 件 57,58）の研究要旨を表 1‐5 にまとめた。この 2 件に関しては、いずれも 2018 年に報

告された乳児院の食物アレルギーの実態について誤食を視点にした井上ら 57）と原田ら 58）

の調査報告であるが、本研究の調査当初（2016 年）においてはまだ報告されていなかった。 

社会的養護施設に限らない「食物アレルギーの有症率」、「食物アレルギーの給食対応」

に関する先行研究（表 1‐6） 

 本研究課題の目的のひとつは社会的養護施設における全国レベルでの「有症率」ならび

にガイドライン・マニュアルに着眼した「食物アレルギーの給食対応」を把握することに

ある。社会的養護施設の有症率や給食対応の先行研究がほとんどないとしても、保育所や

小学校での有症率や給食対応の課題などを把握しておく必要がある。そこで、信頼性の高

い表 1‐2 の国や自治体が関与した大規模調査の報告を中心に検討することにした。これ

以外に、図 1‐2 の「小児の食物アレルギーの有症率」の 24 件と「小児の食物アレルギー

の給食対応」17 件から、本研究を含む 9 件の重複文献を除外し、アブストラクトもしくは

取り寄せた論文の内容から参考外であると考えられる 10 件を除外し、最終的に 22 件 59～

80）の論文が該当した。表 1‐2、表 1‐5、表 1‐6 をあわせて考察する。 
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-
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社
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護

施
設

に
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け
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食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
を
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ー
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に
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究
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文

名
掲

載
誌
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穂
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 裕

美
,

吉
村

 真
帆

,
ほ

か

近
畿

乳
児

院
に

お
け

る
食

物
ア

レ
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調
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結
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床
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誌
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6
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7
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1
8
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5
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2
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食
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に
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%
)
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状
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な
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。
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り

、
乳

児
院

で
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設

の
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ら
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食
の

リ
ス
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が

高
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、

誤
食
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ま

れ
で
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い
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と
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か

と
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た

。
医

療
機

関
と

連
携

し
た

最
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限
の

食
物

除
去

や
緊

急
時

の
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応
、

誤
食

の
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に
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て
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児

院
全
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2
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つ
き
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北
陸

地
方
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養

士
と

食
物
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ル
ギ
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児
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応

の
現

状
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題

点
5
8
)
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小
児

臨
床
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ル
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誌
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6
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-
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6
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月
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児

院
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問
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調
理
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り
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能
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レ
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師
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受
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。
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で
は
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の
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足
、

保
護

者
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育
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携
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た
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で
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る

。

†
：
引
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 表
 1

-6
　

社
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養
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な
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食
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児
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華
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児
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。
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児
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稚
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稚
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育
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。
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し

。

†：
引

用
お

よ
び

筆
者

に
よ

っ
て

抜
粋

し
た

も
の

。
有

症
率

、
有

病
率

な
ど

の
表

現
は

原
文

の
ま

ま
。
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 表
 1

-6
　

社
会

的
養

護
施

設
に

限
ら

な
い

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

有
症

率
と

給
食

対
応

の
実

態
に

関
す

る
先

行
研

究
　

（そ
の

2）

著
者

論
文

名
掲

載
誌

（出
版

年
）

対
象

施
設

・者
調

査
年

度
/特

記
有

症
率

等
の

児
童

の
実

態
†

対
応

、
体

制
に

対
す

る
実

態
・課

題
†

6
瀧

澤
透

青
森

県
の

保
育

所
に

お
け

る
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
実

態
 6

4)

小
児

保
健

研
究

68
巻

5号
P
ag

e5
42

-5
48

（2
00

9.
09

）

青
森

県
内

の
全

認
可

保
育

所
(4

79
施

設
)

16
3施

設
か

ら
回

答
が

あ
っ

た
(回

収
率

34
.0

%)

20
08

年
2～

3月

保
護

者
の

回
答

に
よ

る
有

症
率

は
・食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
入

所
児

の
い

る
施

設
は

12
8施

設
(7

8.
5%

)
・有

症
率

は
概

数
で

3.
2%

・年
齢

別
で

は
1歳

児
が

5.
5%

と
最

も
高

か
っ

た
。

・ア
レ

ル
ギ

ー
の

知
識

が
十

分
に

あ
る

と
答

え
た

施
設

は
50

.8
％

。
・最

も
求

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

は
「ア

レ
ル

ギ
ー

の
知

識
を

十
分

に
持

つ
こ

と
」と

答
え

た
施

設
は

92
施

設
（7

1.
9％

）。

7
佐

藤
 誓

子
, 佐

藤
勝

昌
, 増

澤
 康

男

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
児

に
対

す
る

保
育

所
の

給
食

対
応

　
除

去
食

・代
替

食
提

供
時

の
工

夫
と

配
慮

の

あ
り

方
を

中
心

と
し

て
 65

)

栄
養

学
雑

誌
68

巻
3号

P
ag

e2
26

-2
33

(2
01

0.
06

)

神
戸

市
内

の
公

立
及

び
民

間
の

前
17

4施
設

で
児

童
総

数
は

公
立

4,
69

9名
、

民
間

6,
89

9名
2回

目
の

調
査

対
象

は
上

記
の

う
ち

記
名

施
設

87
（公

立
36

、
民

間
51

）
施

設

20
06

年
8月

お
よ

び
20

07
年

6月
総

数
6.

4％
（う

ち
公

立
5.

4％
，

民
間

7.
1％

）。

・公
立

で
は

除
去

食
の

み
の

対
応

で
あ

り
，

民
間

で
は

，
代

替
食

の
提

供
施

設
が

78
.5

％
あ

っ
た

。
・公

立
に

は
，

保
育

所
毎

に
は

管
理

栄
養

士
・栄

養
士

は
配

置
さ

れ
て

お
ら

ず
局

に
１

名
の

管
理

栄
養

士
が

配
置

さ
れ

て
い

た
。

・民
間

の
86

.2
％

で
は

，
常

勤
あ

る
い

は
非

常
勤

の
管

理
栄

養
士

・栄
養

士
が

配
置

さ
れ

て
い

た
。

・誤
食

を
防

ぐ
た

め
、

調
理

配
膳

時
の

工
夫

や
、

料
理

を
食

器
類

で
区

別
す

る
方

法
が

と
ら

れ
て

い
た

。
・施

設
内

職
員

間
、

施
設

間
で

の
情

報
交

換
が

行
わ

れ
て

い
た

。

8
中

村
祥

子
, 安

部
眞

佐
子

, 堤
ち

は
る

, ほ
か

大
分

市
の

子
育

て
施

設
の

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
へ

の
対

応
 66

)

チ
ャ

イ
ル

ド
ヘ

ル
ス

13
巻

10
号

P
ag

e7
37

-7
40

（2
01

0.
10

）

大
分

県
の

43
認

可
保

育
所

、
18

認
可

外
保

育
所

、
26

幼
稚

園
認

可
保

育
所

の
対

象
児

数
は

3,
78

1例
、

認
可

外
保

育
所

は
73

7
例

で
、

幼
稚

園
の

対
象

児
数

は
2,

08
3例

20
07

年
8月

・全
子

ど
も

3.
9％

。
・認

可
保

育
所

4.
0％

。
・認

可
外

保
育

所
4.

3％
。

・幼
稚

園
3.

6％
。

・ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
食

の
判

断
基

準
は

、
医

師
の

判
断

の
み

に
対

応
し

て
い

る
施

設
は

14
か

所
（2

2.
6％

）。
・診

断
書

の
あ

る
子

ど
も

は
42

.8
％

。
・7

割
近

い
施

設
で

保
護

者
の

要
望

に
対

し
て

も
対

応
を

と
っ

て
い

た
。

9
山

田
裕

美
, 吉

原
重

美

保
育

園
・幼

稚
園

・小
学

校
・中

学
校

に
お

け
る

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
児

の
給

食
対

応
の

比
較

検
討

栃
木

県
に

お
け

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調

査
 67

)

日
本

小
児

ア
レ

ル
ギ

ー
学

会
誌

25
巻

4号
 P

ag
e6

92
-

69
9(

20
11

.1
0)

栃
木

県
の

保
育

園
・幼

稚
園

・小
・

中
学

校
の

園
児

お
よ

び
児

童
生

徒
数

，
各

16
,8

87
 名

，
15

,0
42

 名
，

96
,7

58
 名

，
42

,8
88

 名

20
07

年
3月

・医
師

の
診

断
を

必
須

と
せ

ず
に

保
護

者
か

ら
の

申
し

出
な

ど
に

基
づ

い
た

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

有
病

率
は

，
保

育
園

で
2.

1％
，

幼
稚

園
で

2.
4％

，
小

学
校

で
2.

8％
，

中
学

校
で

1.
5％

。

・食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
を

含
む

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
の

罹
患

を
把

握
し

て
い

る
施

設
は

全
対

象
の

99
.7

％
（7

89
 施

設
）。

・給
食

対
応

を
行

っ
て

い
る

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
児

の
在

籍
率

は
、

各
施

設
間

で
有

意
な

差
は

認
め

な
か

っ
た

。
・保

育
園

で
は

、
給

食
対

応
の

き
っ

か
け

と
し

て
医

師
の

診
断

書
を

義
務

付
け

て
い

る
割

合
が

多
く
、

除
去

食
や

代
替

食
対

応
が

多
く
行

わ
れ

て
い

た
。

・各
施

設
と

も
、

給
食

対
応

に
お

け
る

問
題

点
を

抱
え

て
お

り
、

「施
設

や
設

備
の

不
備

」は
、

小
・中

学
校

が
多

く
回

答
し

た
。

†：
引

用
お

よ
び

筆
者

に
よ

っ
て

抜
粋

し
た

も
の

。
有

症
率

、
有

病
率

な
ど

の
表

現
は

原
文

の
ま

ま
。
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 表
 1

-6
　

社
会

的
養

護
施

設
に

限
ら

な
い

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

有
症

率
と

給
食

対
応

の
実

態
に

関
す

る
先

行
研

究
　

（そ
の

3）

著
者

論
文

名
掲

載
誌

（出
版

年
）

対
象

施
設

・者
調

査
年

度
/特

記
有

症
率

等
の

児
童

の
実

態
†

対
応

、
体

制
に

対
す

る
実

態
・課

題
†

10
坂

本
裕

, 清
水

由
貴

,
西

田
沙

織
, ほ

か

特
別

支
援

学
校

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
に

関
す

る
調

査
研

究
 68

)

発
達

障
害

研
究

 3
4巻

4号
Pa

ge
38

8-
39

6(
20

12
.1

1)

全
国

の
特

別
支

援
学

校
1,

13
1校

に
質

問
紙

を
郵

送
し

回
答

の
あ

っ
た

50
0校

(4
4.

2%
)の

在
籍

幼
児

児
童

生
徒

総
数

49
,9

17
人

（男
子

32
,3

03
人

、
女

子
17

,6
14

人
）

20
09

年
8月

・2
00

5年
の

学
校

悉
皆

調
査

と
と

同
じ

質
問

紙
を

使
用

し
比

較
し

た
と

こ
ろ

、
1.

1～
1.

9倍
高

か
っ

た
。

・幼
稚

部
5.

7％
、

小
学

部
5.

1％
、

中
学

部
4.

3％
、

高
等

部
4.

0％
。

・ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

シ
ョッ

ク
0.

17
～

0.
7％

。

・ア
レ

ル
ゲ

ン
の

把
握

、
学

校
生

活
で

の
配

慮
、

校
外

学
習

で
の

配
慮

、
緊

急
時

の
対

応
、

学
校

で
の

医
薬

品
使

用
の

い
ず

れ
の

取
り

組
み

も
し

て
い

な
い

学
校

は
8校

。
・そ

の
う

ち
5校

は
ア

レ
ル

ギ
ー

児
が

在
籍

し
て

い
た

。

11
眞

鍋
正

博

高
松

市
の

学
校

給
食

に
お

け
る

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
の

現
状

69
)

香
川

県
小

児
科

医
会

会
誌

34
号

Pa
ge

20
-

27
(2

01
3.

06
)

高
松

市
内

の
小

学
校

で
完

全
給

食
実

施
校

（食
数

は
70

00
～

80
00

食
/日

）

20
08

年
度

～
20

12
年

度

・5
年

間
の

横
断

調
査

の
平

均
は

、
小

学
生

4.
1％

、
中

学
生

4.
4％

。
・学

年
別

に
小

1：
4.

5％
、

小
2：

4.
2％

、
小

3：
3.

9％
、

小
4：

4.
1％

、
小

5：
3.

8％
、

小
6：

3.
5％

。

・生
活

管
理

指
導

表
の

質
問

は
H

24
か

ら
実

施
し

て
い

る
。

・指
導

表
使

用
の

割
合

は
H

24
:3

3.
6％

、
中

学
生

14
.7

％
。

・マ
ニ

ュ
ア

ル
は

作
成

中
ま

た
は

、
作

成
し

て
い

て
も

見
直

し
中

で
あ

る
と

回
答

し
た

学
校

が
多

か
っ

た
。

12
西

間
三

馨
, 小

田
嶋

博
, 太

 國
隆

,ほ
か

西
日

本
小

学
児

童
に

お
け

る
ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

有
症

率
調

査

19
92

、
20

02
、

20
12

年
の

比
較

70
)

日
本

小
児

ア
レ

ル
ギ

ー
学

会
誌

27
巻

2号
Pa

ge
14

9-
16

9(
20

13
.0

6)

西
日

本
地

方
11

県
の

同
一

小
学

校
児

童
対

象
19

92
年

(n
=4

6,
71

8)
、

20
02

年
(n

=3
6,

22
8)

、
20

12
年

(n
=3

3,
90

2)

19
92

、
20

02
、

20
12

年
19

92
年

3.
92

％
、

20
02

年
3.

19
％

、
20

12
年

3.
56

％
。

記
載

な
し

。

13
島

田
郁

子
, 池

知
美

,
三

好
翔

子
,ほ

か

K県
T市

保
育

園
に

お
け

る
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
現

状
と

そ
の

課
題

71
)

高
知

県
立

大
学

紀
要

(健
康

栄
養

学
部

編
)6

2巻
Pa

ge
1-

9(
20

13
.0

3)

保
育

園
12

施
設

の
在

籍
園

児
数

88
3名

20
11

年
11

月
・有

病
率

7.
5%

。
・ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
有

症
率

は
0.

2％
。

・エ
ピ

ペ
ン

®
の

所
持

は
無

し
。

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
給

食
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
有

し
て

い
る

の
は

1園
の

み
で

あ
っ

た
。

・診
断

書
提

出
の

義
務

が
あ

る
の

は
11

園
（9

1.
7％

）。
・生

活
管

理
指

導
表

の
提

出
義

務
が

あ
る

の
は

5園
（4

1.
7％

）。

14
足

立
陽

子
, 岡

部
 美

恵
, 板

澤
寿

子
, か

保
育

施
設

に
お

け
る

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
児

に
対

す
る

食
物

除
去

対
応

の
10

年
間

の
変

化
　

富
山

県
に

お
け

る
平

成
13

年
度

と
18

年
度

調
査

と
の

比
較

 72
)

日
本

小
児

ア
レ

ル
ギ

ー
学

会
誌

28
巻

5号
 P

ag
e8

06
-

81
3(

20
14

.1
2)

富
山

県
内

の
全

保
育

施
設

(n
=4

01
)

20
12

年
3月

・過
去

10
年

間
で

除
去

食
対

応
児

の
割

合
は

増
加

(平
成

13
年

度
:1

.2
%、

18
年

度
:2

.0
%、

23
年

度
:3

.6
%)

。
・経

年
比

較
で

年
齢

の
ピ

ー
ク

は
1 

歳
児

か
ら

0 
歳

児
へ

と
シ

フ
ト

し
て

い
た

。

・有
効

回
答

が
得

ら
れ

た
28

2施
設

(7
0.

3%
)中

、
22

2施
設

で
除

去
食

対
応

が
な

さ
れ

て
い

た
。

・除
去

食
対

応
を

し
て

い
る

児
の

1施
設

当
た

り
平

均
人

数
は

，
4.

7 
名

で
あ

り
，

平
成

13
年

度
（1

.7
 名

）や
18

 年
度

（2
.9

 名
）と

比
較

し
て

増
加

し
て

い
た

。
・ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

理
解

し
て

い
る

と
回

答
し

た
13

8施
設

で
は

、
理

解
し

て
い

な
い

施
設

よ
り

エ
ピ

ペ
ン

の
使

用
方

法
を

知
っ

て
い

る
割

合
は

高
か

っ
た

(3
1.

0v
s4

.7
%、

p<
0.

05
)が

、
42

.2
%の

施
設

が
一

切
の

医
療

行
為

は
行

え
な

い
と

回
答

し
た

。

†：
引

用
お

よ
び

筆
者

に
よ

っ
て

抜
粋

し
た

も
の

。
有

症
率

、
有

病
率

な
ど

の
表

現
は

原
文

の
ま

ま
。
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    表
 1

-6
　

社
会

的
養

護
施

設
に

限
ら

な
い

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

有
症

率
と

給
食

対
応

の
実

態
に

関
す

る
先

行
研

究
　

（そ
の

4）

著
者

論
文

名
掲

載
誌

（出
版

年
）

対
象

施
設

・者
調

査
年

度
/特

記
有

症
率

等
の

児
童

の
実

態
†

対
応

、
体

制
に

対
す

る
実

態
・課

題
†

15
清

田
恭

平
, 竹

元
晶

子
, 岡

島
沙

織
, ほ

か

大
阪

府
7市

の
小

学
校

給
食

に
お

け
る

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
に

関
す

る
調

査
 73

)

食
品

衛
生

学
雑

誌
56

巻
4

号
 P

ag
e1

51
-

15
6(

20
15

.0
8)

大
阪

府
東

ブ
ロ

ッ
ク

管
内

7市
の

協
力

を
得

ら
れ

た
小

学
校

7校
20

13
年

3月
～

9
月

記
載

な
し

。

・マ
ニ

ュ
ア

ル
の

な
い

施
設

で
は

医
師

の
診

断
を

伴
わ

な
い

除
去

を
行

っ
て

い
た

。
・対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

策
定

の
状

況
か

ら
、

各
市

間
に

お
い

て
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

の
実

態
に

差
異

が
あ

っ
た

。
・各

市
の

事
情

を
考

慮
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

策
定

の
促

進
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

16
小

張
真

吾
, 磯

崎
淳

,
山

崎
真

弓
, ほ

か

横
浜

市
内

幼
稚

園
・保

育
所

に
お

け
る

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
児

へ
の

対
応

の
実

態
 74

)

日
本

小
児

ア
レ

ル
ギ

ー
学

会
誌

30
巻

2号
P
ag

e1
55

-
16

3(
20

16
.0

6)

横
浜

市
内

の
全

幼
稚

園
28

5 
施

設
（す

べ
て

私
立

）と
全

保
育

所
1,

12
8

施
設

（市
立

・認
可

・認
可

外
を

含
む

）

20
14

年
1月

～
3

月

有
病

率
は

・保
育

園
5.

2％
、

幼
稚

園
3.

5％
・市

立
保

育
所

で
は

4.
5％

・認
可

保
育

所
で

は
5.

2％
・認

可
外

保
育

所
で

は
6.

6％
。

・保
育

園
よ

り
も

幼
稚

園
で

知
識

が
低

か
っ

た
。

・ア
レ

ル
ギ

ー
情

報
の

把
握

は
保

育
園

の
方

が
医

師
の

意
見

書
に

よ
り

行
っ

て
い

る
施

設
が

多
か

っ
た

。
・エ

ピ
ペ

ン
の

知
識

は
保

育
所

の
方

が
高

か
っ

た
。

17
櫻

木
健

司
, 高

田
哲

,
藤

田
位

, ほ
か

兵
庫

県
下

保
育

所
・園

に
お

け
る

健
康

管
理

状
況

の
実

態
調

査
(第

2報
) 7

5)

保
育

と
保

健
22

巻
2号

P
ag

e5
8-

62
(2

01
6.

07
)

全
14

,2
09

人
公

立
保

育
所

54
施

設
55

31
人

、
私

立
認

可
保

育
園

67
施

設
82

08
人

、
私

立
認

可
外

保
育

園
4施

設
47

0人
記

載
な

し
・有

病
率

は
6.

1%
（8

64
人

）。

・食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
に

対
し

て
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
利

用
し

て
い

る
園

89
%。

・生
活

管
理

指
導

表
に

従
い

食
事

提
供

し
て

い
る

園
95

％
。

・緊
急

時
対

応
真

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

あ
る

園
79

％
。

・ア
ナ

フ
ラ

キ
シ

ー
の

知
識

を
共

有
し

て
い

る
園

85
％

。
・エ

ピ
ペ

ン
を

使
う

タ
イ

ミ
ン

グ
を

知
っ

て
い

る
園

57
％

。

18
中

村
 利

美
, 犀

川
太

, 島
崎

 慶
子

,ほ
か

学
校

管
理

職
に

対
し

て
行

っ
た

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
に

関
す

る
ア

ン

ケ
ー

ト
調

査
 7

6)

小
児

保
健

い
し

か
わ

29
号

P
ag

e1
1-

15
(2

01
7.

03
)

石
川

県
内

の
全

て
の

小
学

校
、

中
学

校
、

高
等

学
校

お
よ

び
特

別
支

援
学

校
の

管
理

職
36

0人
に

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
て

回
答

の
あ

っ
た

35
0人

記
載

な
し

能
登

地
区

0.
1％

、
加

賀
地

区
1.

1％
。

・生
活

管
理

指
導

表
を

使
用

し
て

い
る

学
校

は
69

％
。

・食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
児

が
い

る
学

校
は

、
能

登
地

区
で

66
%、

加
賀

地
区

で
82

%。
・ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

委
員

会
を

設
置

し
て

い
る

学
校

は
、

能
登

地
区

67
%、

加
賀

地
区

85
%。

・「
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
時

に
連

絡
先

、
緊

急
薬

お
よ

び
対

応
の

手
順

の
取

り
決

め
を

し
て

い
な

い
」学

校
は

能
登

地
区

で
17

%、
加

賀
地

区
で

5%
。

・エ
ピ

ペ
ン

を
携

帯
す

る
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

児
が

在
籍

し
て

い
る

学
校

は
能

登
地

区
で

10
%、

加
賀

地
区

で
35

%で
あ

っ
た

。

†：
引

用
お

よ
び

筆
者

に
よ

っ
て

抜
粋

し
た

も
の

。
有

症
率

、
有

病
率

な
ど

の
表

現
は

原
文

の
ま

ま
。
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 表
 1

-6
　

社
会

的
養

護
施

設
に

限
ら

な
い

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

有
症

率
と

給
食

対
応

の
実

態
に

関
す

る
先

行
研

究
　

（そ
の

5）

著
者

論
文

名
掲

載
誌

（出
版

年
）

対
象

施
設

・者
調

査
年

度
/特

記
有

症
率

等
の

児
童

の
実

態
†

対
応

、
体

制
に

対
す

る
実

態
・課

題
†

19
康

井
洋

介
, 徳

村
光

昭
, 井

ノ
口

美
香

子
,

ほ
か

中
学

生
に

お
け

る
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
現

状
と

課
題

 77
)

慶
應

保
健

研
究

35
巻

1号
P
ag

e4
7-

53
(2

01
7.

08
)

20
15

年
お

よ
び

20
16

年
に

東
京

都
お

よ
び

神
奈

川
県

内
の

学
校

給
食

を
実

施
し

て
い

な
い

中
学

校
3校

の
中

学
1年

生
1,

31
8人

20
15

年
お

よ
び

20
16

年

・食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
を

申
告

し
た

生
徒

は
11

7
人

(8
.8

%)
、

う
ち

医
師

に
よ

る
診

断
を

受
け

て
い

る
者

は
81

人
(7

3%
)。

・指
導

表
を

提
出

し
た

37
人

(2
.8

%)
の

う
ち

、
新

た
に

診
断

さ
れ

た
6人

を
含

む
20

人
(1

.5
%)

が
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
の

既
往

あ
り

と
診

断
さ

れ
た

。

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
を

申
告

し
た

中
学

生
の

一
部

は
、

医
師

に
よ

る
診

断
を

受
け

て
お

ら
ず

、
加

え
て

、
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
症

状
を

過
小

評
価

し
て

い
る

こ
と

が
示

唆
さ

れ
た

。

20
高

松
伸

枝
, 近

藤
由

理

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

策
事

業
の

ニ
ー

ズ
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調

査
 78

)

別
府

大
学

紀
要

59
号

P
ag

e1
73

-1
80

(2
01

8.
02

)

A
県

の
「食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

指
導

者
研

修
会

」３
会

場
に

参
加

し
た

保
育

教
育

関
係

者
87

施
設

の
29

2人
記

載
な

し
記

載
な

し
。

具
体

的
な

対
応

策
の

希
望

内
容

は
、

対
応

給
食

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作

成
が

60
.7

%、
緊

急
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

が
76

％
、

施
設

・専
門

医
療

機
関

・家
庭

と
の

連
携

作
り

が
74

％
で

あ
っ

た
。

21
武

山
彩

, 片
寄

雅
彦

,
杉

山
誠

治
, ほ

か

福
島

県
相

馬
地

区
に

お
け

る
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

を
持

つ
児

童
へ

の
対

応
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

79
)

小
児

科
臨

床
71

巻
8号

P
ag

e1
43

3-
14

40
(2

01
8.

08
)

福
島

県
相

馬
地

区
(新

地
町

、
相

馬
市

、
南

相
馬

市
)の

保
育

園
、

幼
稚

園
、

小
・中

高
校

、
特

別
支

援
学

校
27

施
設

、
48

校
園

児
・児

童
総

数
は

11
,6

59
人

20
16

年
8月

・食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
を

持
つ

児
は

3.
1%

。
・ア

ド
レ

ナ
リ

ン
自

己
注

射
薬

(エ
ピ

ペ
ン

)を
所

持
し

て
い

る
児

は
0.

2%
。

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
に

関
す

る
講

演
を

受
け

た
職

員
が

い
る

施
設

・学
校

は
多

か
っ

た
が

、
ア

レ
ル

ギ
ー

症
状

の
中

で
腹

部
症

状
に

対
す

る
認

知
度

は
低

く
、

エ
ピ

ペ
ン

使
用

に
対

し
て

不
安

が
あ

る
と

の
意

見
が

多
か

っ
た

。

22
是

松
聖

悟
, 豊

国
賢

治
, 高

松
伸

枝
, ほ

か

県
統

一
の

給
食

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
手

引
き

の
作

成
 8

0)

日
本

小
児

ア
レ

ル
ギ

ー
学

会
誌

32
巻

4号
P
ag

e6
54

-
66

5(
20

18
.1

0)

県
下

67
6園

・学
校

の
う

ち
51

6園
・

学
校

対
象

人
数

11
4,

14
6人

（幼
稚

園
19

7、
小

学
校

27
8、

中
学

校
13

1、
高

等
学

校
53

、
特

別
支

援
学

校
17

）

20
16

年
3月

・有
病

率
4.

6％
（幼

4.
3％

、
小

4.
2％

、
中

5.
2％

、
高

4.
9％

、
支

4.
5％

）。
・給

食
対

応
率

（ア
レ

ル
ギ

ー
児

の
30

.5
％

（幼
70

.3
％

、
小

35
.5

％
、

中
12

.9
％

、
高

25
.0

％
、

支
53

.7
％

）。

・医
師

の
診

断
書

が
必

須
の

園
・校

は
65

.6
％

（幼
51

.6
％

、
小

66
.9

％
、

中
73

.3
％

、
高

10
0.

0％
、

支
46

.7
％

）。
・医

師
の

診
断

書
が

必
須

の
園

･校
、

誤
食

時
の

対
応

は
20

11
年

の
調

査
よ

り
も

改
善

し
て

い
た

が
不

十
分

。
・「

学
校

生
活

自
己

管
理

表
」に

医
師

が
記

入
し

に
く
い

。

†：
引

用
お

よ
び

筆
者

に
よ

っ
て

抜
粋

し
た

も
の

。
有

症
率

、
有

病
率

な
ど

の
表

現
は

原
文

の
ま

ま
。
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1‐3‐4 考察 

乳児院での先行研究 

 井上らの研究 57）は近畿地方の乳児院の協議会に所属する 22 施設 678 人のうちアレルギ

ー児数ならびに誤食時のアレルギー症状とその原因と対応策についての報告である。井上

らの研究は最も本研究課題に近い内容である。食物アレルギー児は 18 施設（81.8％）に 44

人（6.5％）が在籍しており、誤食した児の 37.9%の児に症状が見られなかったことから不

必要な対応を行っている可能性があること、誤食は稀ではないこと、さらに誤食防止対策

は施設間でばらつきがあったことを述べている。それらの調査結果から医療機関と連携す

る必要性、緊急時の対応、誤食の防止対策において乳児院全体の対応を統一する必要性を

述べている。 

 原田らの研究 58）は東海北陸地方での乳児院の協議会に所属する 18 施設で計 20 名の栄

養士を対象にアンケートを行ったもので、栄養士の 85％が食物アレルギー給食の対応経験

があり、誤食は乳児院の 53％で経験していたことを述べ、医師による的確な指示がないこ

とを問題としていた。栄養士が管理業務に専念し、標準的な食物アレルギー診療の普及と

医療機関連携が改善策であるとしている。 

 これらは地域ブロックの乳児院に限る報告であるが、誤食を防ぐための施設の体制につ

いて十分でないことを課題としているほか、両者共通して医療機関との連携の重要性を述

べている。乳児院は児童養護施設に比して、医療的配慮の必要性から医師や看護師の配置

を必須としているため、アレルギー給食の取り組みをすすめる環境になっていると考えら

れる。いずれも 2016 年にはなかったが、2018 年に報告されていたことが今回改めて確認

できた。これらの貴重な報告を参考に今後の本研究の考察を進めていく。 

有症率について 

 今回レビューした先行研究の調査対象規模は全国レベルの規模から数園・校のものまで

あった。報告内容については有症率、罹患率、アレルギーを有する児童の割合、申請率な

どの表現が用いられており、有症率等は 0.9％76）から 17.4% 

6）と幅はあるものの、概ね幼

児で 4～6％、小学生で 2～4％あたりの数値が多かった。有症率に大きな差があるのは、ア

レルギー症状を有する児童を指す場合、食材の除去を行っている児童を指す場合によって

異なる上、またその根拠が、診断によるもの、症状の出現、保護者の申し出などによって

も異なるからである 81）。文部科学省の調査 10）や東京都の 3 歳児の調査 13）、西間らの西日
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本の調査 70）では、有症率等を把握する際の定義を設けて質問しているが、これらの研究間

でも定義は同じではない。有症率を検討する時、対象数の多少はもちろんであるが、回答

者は誰であるか、どのような基準で誰が食物アレルギーと判断しているのかによって有症

率にばらつきが生じる 81）ことから、解釈の仕方には注意を払わなければならない。以上の

ことから、本研究においても、社会的養護施設と保育所・小学校との比較については同一

質問による有症率を把握することでバイアスを最小限にする必要があることが再確認され

た。 

給食体制について 

 時系列にみると、調布市の事故以降、報告項目の内容に変化があり、事故以前は除去食、

代替食、弁当持参などの対応方法が論点であったが、事故後、ガイドライン・マニュアル、

生活管理指導表に関する報告が頻出している。アレルギー給食を提供する根拠として、医

師の診断による対応か否かについての先行研究は事故以前も複数あった。しかし、事故後

に文部科学省よりガイドラインの活用を徹底するよう通知 28）された後は、医師の診断であ

る「生活管理指導表」を活用している状況等についての報告がみられた。 

 直近の全国調査で信頼性の高い厚生労働省の調査 14）において、保育施設での給食体制

は、ガイドラインを活用している施設が 56.1％、既存の生活管理指導表を活用している施

設は 60.4％（自施設作成のものを入れると 79.2％）と報告されている。また、表 1－2 の

大規模調査においては、6 割～8 割程度の施設でガイドラインを整備・活用していることが

報告されていた。しかし、小中規模の先行研究によっては、12 園中 1 園しかマニュアルを

有していないといった報告 71）もあるなど報告結果に差があった。また、施設種別にみると、

マニュアルの保有は公立保育所と認可保育所で高く、認可外保育所で低い傾向があった

11,14）。アレルギー児がいない場合は体制を整備していないことが考えられるが、柳田ら 15）

は保育所で新規発症が多いため、食物アレルギー児がいなくても体制整備が必要であると

述べている。さらに、給食担当者側の意見として、高松ら 78）がアレルギーの研修会に来た

関係者を対象にしたアンケートでは「施設、専門医療機関、家庭との連携作り」への対応

策を望んでいたことを報告している。 

 本研究ではガイドライン・マニュアルを研究の視座としている。社会的養護施設で先行

研究がないため、保育所や学校での先行研究を参考にして、社会的養護施設におけるガイ

ドラインの整備・活用の状況や活用に至らない理由を明らかにすることが必要と考える。 
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小規模施設について 

 幼児の施設では、ガイドラインの活用度や取り組みの状況は量的にも質的にもほぼ共通

して、公立保育所＞認可保育所＞認可外保育所、の順になっていることが、総務省 11）、柳

田ら 15）、小張ら 74）、中村ら 66）によって報告されている。社会的養護施設が里親委託や小

規模で家庭的な養育に向かっていることはすでに述べたが、子育て政策により保育所にお

いても小規模保育所が増えている。小規模で家庭的な食と、安全で安心な食の管理の両立

が必要となる。このような中、栄養士が配置されていない施設における食物アレルギーの

管理方法についても検討する必要がある。 

1‐3‐5 結語 

 先行研究を通して次のことが明らかになった。①乳児院の食物アレルギーの実態調査が

2 報あった。②定義によって有症率にはかなりの幅があった。③調布市の事故があった 2012

年以降は、ガイドラインによる取り組み、医師の診断書による給食対応を視点に報告して

いる研究が増えた。 

 調布市の事故を機に保育所や学校では給食対応の取り組みが大きく前進した一方で、小

規模保育園などの無認可保育園で取り組みが低いことも研究の視点として報告されていた。

先行研究の有症率は、アレルギー申請率や給食対応率など定義が様々であるため、比較検

討には注意が必要である。本研究で行った社会的養護施設の有症率調査は、先行研究との

比較検討だけでなく、同一質問紙によって調査した保育所・学校の調査結果と比較できる

点で、独自性・信頼性のある研究と考える。 

 

1‐4 調査票作成のためのフレームワーク（図 1‐4） 

 全国規模の調査と国のガイドラインを参考に、社会的養護施設に応じた調査票作成のた

めのフレームを作成した。一般的な PDCA サイクルに基づいた給食・栄養管理業務の枠組み

に加えて、「生活管理指導表」などの情報収集ツール、ガイドラインによる運用、行政組

織や施設内外との連携といった横断的な視点、緊急時の対応についての項目を組み入れた。

これらを児童の入所から退所までの縦断的な流れに合わせた給食対応のフレームに反映さ

せて、調査票を作成した。 
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1‐5 小括 

 本研究は、社会的養護施設における食物アレルギーの給食対応のためのガイドライン・

マニュアルに着目した研究である。 

 本章では、研究に至る背景として、食物アレルギーならびに社会的養護の概要と歴史を

説明し歴史的流れを整理した。また、大規模な国の調査と先行研究・関連研究を参考にし

て、入所から退所までの児童の縦断的流れと、給食業務の PDCA サイクルおよび、横断的な

入所前 入所時 給食方針決定 連絡周知 献立作成・調理作業 喫食 緊急時 退所

医師の診断・
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ど）
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自立支援
（自己管理
のための

栄養指導）

情報の更新

調理師教育 保育士・指導員教育

図　1－4　質問内容のフレーム
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達
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関連組織に至るまでの食物アレルギーの給食対応のシステムをフレーム化し、質問紙を作

成することができた。第 1 章からわかったことを以下に述べる。 

 国のアレルギー対策の変遷と調査研究を合わせ見ると、2012 年 12 月に調布市の事故と

続く 2014 年のアレルギー疾患対策基本法制定によって、大きく進展してきたことが明ら

かになった。つまり、実態把握（調査）の結果、ガイドラインができ、「生活管理指導表」

に基づいた給食対応をするように示されていても現場には浸透していなかったが、インシ

デント（誤食による死亡事故）をきっかけに、通知と給食対応についての具体的な指針が

出るなどの整備がなされた。同時期から、ガイドラインの活用について報告する研究が増

えた。 

 ガイドラインは、「生活管理指導表」を中心とした給食対応の仕組みを示したものであ

る。この中に書かれている「生活管理指導表」は、医師の正確な診断に基づく除去食の根

拠ツールとしての機能をもつ以外に、施設内外のコミュニケーションと連携促進のために

考えられていることを確認できた。一方、社会的養護施設では、保育所や学校の給食より

も職員配置において手厚い施設運営が行われ、家庭的な少人数の養育に向かって進んでい

ることも確認できた。 

 以上をふまえて、先行研究を確認したところ、社会的養護施設での全国規模での食物ア

レルギーの有症率、給食対応や体制に関する研究は本研究が初めてであることが確認され

た。社会的養護施設についての食物アレルギーのガイドラインは示されておらず、先行研

究もない分野であるため、本研究に取り組む意義が改めて確認できた。 

 既述のように、食物アレルギーへの本格的な対策は比較的新しい。加えて、社会的養護

施設では虐待や心理面などの児童へのケアや、家庭的な養育の環境整備に対する優先性が

高く、社会的養護施設における食物アレルギーは対象数が少ない上に、施設には栄養士が

いるため、後手になっている可能性も考えられた。 

 次の章では、作成した質問紙をもとに行った、全国の乳児院・児童養護施設の実態調査

を報告する。これまで報告されていない有症率やアナフィラキシーショックおよびアレル

ギーに関係する事象の実態を示すことで、ガイドラインのある施設では、ない施設に比べ

て児童の食物アレルギーの実態や給食の体制について何がどう異なるのかについて分析す

る。 
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第 2 章 乳児院・児童養護施設における食物アレルギーのガイドライン・マニ

ュアルの有無別にみた給食対応の検討 

 第 2 章では、第 1 節において量的に分析した研究結果を、第 2 節においては質的な研究

結果を報告する。 

 

2‐1 第 1 節 乳児院・児童養護施設における食物アレルギー児の在籍状況および給 

食対応の実態：ガイドライン・マニュアルの有無別の比較 

2‐1‐1 緒言 

 保護者のいない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対し、公的

な責任として養護することを社会的養護といい、現在対象児童は、約 4 万 5 千人いること

が報告 1）されている。保護者に代わってこれらの児童を養育する児童福祉施設には、乳児

院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設・自立支援

ホームの種別があり、全国で 1,232 施設（2016 年 10 月 1 日現在）1）が存在する。このう

ち最も施設数および児童数が多いのは「保護者のいない児童、虐待されている児童その他

環境上養護を要する児童（特に必要のある場合には、乳児を含む）」を対象とする「児童

養護施設」であり、全国 615 施設に 26,449 人が在籍 1）している。また、「乳児（特に必要

な場合は幼児も含む）」を養護する施設を「乳児院」といい、全国で 138 か所、2,801 人の

乳児がいる 1）。 

 児童養護施設・乳児院では、家庭の代わりであるため毎日毎回の食事の提供が必要であ

る。社会的養護施設での給食は、健康増進法施行規則第 11 条の「栄養管理の基準」、児童

福祉法に基づく「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」で一定の質を担保するよう

基準が決められ、保育所や小学校、一般の給食施設と同様に行政指導を受けている。両基

準には、「発育に必要な栄養量を含有」し、食品の種類や調理方法について「入所してい

る者の身体的状況」を考慮しなければならないと規定されており、食物アレルギーの対応

が必要な食事もそのひとつとなる。 

 アレルギー対策が、国として総合的・体系的に進められてきたのは 2005 年ごろからであ

り、食物アレルギーも該当する。学校における対策では 2007 年に実態調査 2）を行った上

で、翌年「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」3）を策定し、保育所に
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おいても 2009 年の実態調査 4）をもとに 2011 年に「保育所におけるアレルギー対応ガイド

ライン」5）を策定し対応していた。ところが 2012 年に学校給食でアナフィラキシーショッ

クによる死亡事故が発生したことを受け、学校における給食対応や取り組みについて調査

6,7）を行い、その結果をもとに「学校給食における食物アレルギー対応指針」8）を策定して

いる。保育所においても自治体各地で給食対応のマニュアルや手引きを作成し、適切な給

食対応ができるように取りまとめられている。 

 しかし、社会的養護施設における食物アレルギーを有する児童や給食対応についての全

国的な実態を示す調査研究はまだない。また、社会的養護施設での食物アレルギーの対応

ガイドライン・マニュアルも示されていない。国は「アレルギー疾患対策の推進に関する

基本的な指針」9）の中で学校、児童福祉施設、放課後児童クラブ、老人福祉施設、障害者

支援施設等において既存ガイドラインの周知と実践をすすめるよう示している。そこで、

全国の乳児院および児童養護施設での食物アレルギーを有する児童の在籍状況と食物アレ

ルギーの給食対応の実態を明らかにし、ガイドライン・マニュアルの有無別に比較した。

なお、本調査の単純集計結果を別途報告 10）した。 

2‐1‐2 研究方法 

調査対象と調査方法 

 全国乳児福祉協議会および全国児童養護施設協議会のホームページに公表されていた全

乳児院 134 施設、全児童養護施設 601 施設を対象に、郵送により自記式アンケート用紙を

配付し、郵送により回収した。調査期間は 2016 年 8 月～9 月であった。 

調査内容 

 調査内容は、既存調査 7,11,12）を参考にした。①基本情報として、施設の種別、経営形態、

定員数、栄養士等の給食担当者数などの記入を求めた。②2016 年 8 月 16 日の時点で「在

籍数」、「食物アレルギーを有する児童」のほか、「（食物アレルギーの）給食対応のあ

る児童」、「アナフィラキシーのある児童」、「エピペン®処方のある児童」、「アナフィ

ラキシーショックを起こした児童」、「栄養ケア計画のある児童」、「現時点で医師の診

断書等のない児童」、「アレルギー情報が未確認のまま入所した児童」、「入所時情報と

事実に相違があった児童」、「事実相違のうち初発と思われる児童」などの食物アレルギ

ーに関連する様々な事象を有する児童数について記入を求めた。未就学児は年齢別に、就

学児以上は小学生、中学生、高校生（大学生を含む）別に尋ねた。③食物アレルギーのガ
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イドライン・マニュアルなど、明文化された運営方針による取り組み状況について単一回

答を求めた。④給食対応の取り組みを把握するために、給食業務の各過程に合わせて、「入

所時のアレルギー情報の収集方法」、「アレルギー情報収集のための統一書式」、給食対

応を決定する際の「医師の診断書等の必要性」、「給食方法決定のための協議の場」、調

理担当への指示として「給食内容を連絡周知する手段」、「アレルギー情報の定期的な更

新」、「ヒヤリハット・誤食時の報告書」および取り組みに影響すると考えられる「夜間

の緊急受け入れ」などについても単一回答を求めた。本調査は、施設側の給食対応の整備

状況を調べる目的で実施した。よって、既存調査 7,11）と同様に、食事の内容・回数、およ

び、個々のアレルギーの原因食品や重症度については調べていない。 

 なお、入所対象は乳児から高校生まで、場合によっては大学生もいるが、調査票では便

宜上すべて「児童」と表記した。本論文も同様にする。 

解析対象と解析方法 

解析対象 

 回収数は 394（乳児院 107、児童養護施設 287）施設、回収率は 53.6％（乳児院 79.9％、

児童養護施設 47.8％）であった。このうち食物アレルギーを有する児童数や有症率などの

実態把握には、人数の記載のない 2施設を除き 392施設（回収数の 99.5％、配布数の 55.4％）

を解析対象とした。 

 食物アレルギーの給食対応の把握には、「（調査時点で）食物アレルギー児を受け入れ

ている」と答えた 234 施設のうち食物アレルギーの給食対応について、「ガイドライン・

マニュアルなどの明文化された運営方針による取り組み状況」に回答のあった 230 施設を

解析対象とした。 

解析方法 

基本情報 

 基本情報では、施設種別（乳児院、児童養護施設）による差を明らかにするために乳児

院、児童養護施設別にクロス集計し検定を行った。また、以下のように「ガイドライン・

マニュアルの有無」別に群分けし、基本情報の把握、クロス集計と検定を行った。 

 「ガイドライン・マニュアルの有無」の群分けは、食物アレルギーの給食対応を実施す

るにあたっての「ガイドライン・マニュアルなど明文化された運営方針による取り組み状

況」についての回答を 2 群にしたものである。「ガイドラインあり」は、a:施設独自に作
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成したガイドライン等を使用している、b:入所型（通所ではない）児童福祉施設用に作成

されたガイドライン等を使用している、c:保育所や小学校のガイドライン等を使用してい

る、d:明文化された申し合わせ事項に従っている、とした。e:明文化されたものはなくそ

の時々に応じて対応している、f:分からない、把握していない、は「ガイドラインなし」

とした。 

食物アレルギーのある児童の在籍割合（有症率）および食物アレルギー関連の事象の実態 

 在籍数に記載のあった 392 施設についての「食物アレルギーを有する児童」、「（食物

アレルギーの）給食対応のある児童」、「アナフィラキシーのある児童」、「エピペン®処

方のある児童」、「アナフィラキシーショックを起こした児童」、「栄養ケア計画のある

児童」、「現時点で医師の診断書等のない児童」、「アレルギー情報が未確認のまま入所

した児童」、「入所時情報と事実に相違があった児童」、「事実相違のうち初発と思われ

る児童」、「誤食経験数」、「ヒヤリハットの経験数」について、全施設の在籍児童総数

に対する割合と、食物アレルギー児童総数に対する割合を算出した。 

 本稿では既存調査 2)と同様に、「食物アレルギーを有する児童」として回答者から記入

された人数について「在籍総数」を分母とした割合を「有症率」とした。それ以外の上記

の事柄をまとめて「食物アレルギー関連事象」と表現している。 

ガイドライン・マニュアルの有無別にみた食物アレルギー関連事象の有無ならびに給食対

応の実態 

 食物アレルギー関連の事象については、当該児童が「いる」、「いない」に分けて「ガ

イドラインの有無」とクロス集計し検定を行った。給食対応については、入所時点からの

給食管理業務の時系列に合わせて、「入所時のアレルギー情報の収集方法」、「アレルギ

ー情報収集のための統一書式」、「医師の診断書等の必要性」、「給食方法決定のための

協議の場」、「給食内容を連絡周知する手段」、「アレルギー情報の定期的な更新」、「ヒ

ヤリハット・誤食時の報告書」および「夜間の緊急受け入れ」の 8 項目の回答選択肢をそ

れぞれ取り組みの高低 2 群に分けて、「ガイドラインの有無」とクロス集計し検定を行っ

た。 

 「ガイドラインの有無」と「アレルギー関連事象」、「給食対応」の関連の強さをみる

ために、それぞれで有意差のあった項目を用いてロジスティック回帰分析を行った。その

際、アレルギー児を受け入れている施設の基本属性で有意差のあった項目を調整変数とし、
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強制投入法を用いた。 

 解析には SPSS Statistics 22および Exact Tests 22（日本アイ・ビー・エム株式会社）

を使用した。クロス集計の検定にはフィッシャーの正確確率検定を行い、有意差があった場

合のセルの数が 2×3 以上のものは残差分析を実施し、どのセルに有意差があるのかについ

ても明らかにした。有意水準は 5％とした。 

倫理的配慮 

 本調査は、調査票は無記名で記入された。対象施設への説明は文面で記載し、記入は自由

意志であること、返信をもって同意したとみなすことなどを明記し実施した。本調査は、大

阪夕陽丘学園短期大学倫理審査会において承認を得た上で行われた（承認番号 28001、2016

年 6月 24日）。 

2‐1‐3 研究結果 

基本情報、ガイドライン・マニュアルの有無別基本情報（表 2‐1‐1、表 2‐1‐2）  

 対象施設の基本情報を表 2-1-1に示す。 

 392施設のうち食物アレルギーのある児童を、「受け入れている（＝現在在籍している）」

が 234施設（59.7％）、「受け入れ可能だが現在いない」施設は 155施設（39.5％）、「断

っている」施設は 3施設（0.8％）であった。 

 表 2‐1‐1 でガイドラインによる取り組み状況は、a から d をあわせた「ガイドラインあ

り」は 32.1％、eからｆの「ガイドラインなし」は 67.9％であった。ガイドラインによる取

り組み状況は乳児院と児童養護施設で有意差がみられ、残差分析から、乳児院では「独自に

作成したガイドライン等を使用」（24.8％）が児童養護施設よりも多く、児童養護施設では

「その時々に応じて対応」（62.3％）が多かった。 

 表 2‐1‐2で「受け入れている」と答えた施設についてガイドラインの有無別に比較した

ところ、ガイドラインのある施設の割合は、乳児院に多く、委託も含めた栄養士・管理栄養

士数の分布では 2人以上を配置している施設の割合が有意に多かった。定員数、委託の有無

および配置義務の有無を考慮した栄養士・管理栄養士の配置状況には有意な差はみられなか

った。 
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施設数 ％ 施設数 ％ 施設数 ％

施設
状況

地域ブロック 0.708

北海道 13 3.3 1 0.9 12 4.2
東北 25 6.4 9 8.4 16 5.6

関東 105 26.8 30 28.0 75 26.3
中部 78 19.9 24 22.4 54 18.9
近畿 71 18.1 17 15.9 54 18.9
中国 25 6.4 6 5.6 19 6.7
四国 17 4.3 5 4.7 12 4.2

九州沖縄 58 14.8 15 14.0 43 15.1
経営形態 0.004

社会福祉法人 367 93.6 95 88.8 272 95.4
地方自治体 12 3.1 3 2.8 9 3.2
その他 13 3.3 9 8.4 4 1.4

定員数※1 ＜0.001

9人以下 7 1.8 7 6.5 0 0
10～20人 43 11.0 40 37.4 3 1.1

 21～40人 144 36.9 43 40.2 101 35.7
41～60人　　 121 31.0 11 10.3 110 38.9
61人以上　　 75 19.2 8 5.6 69 24.4
無回答 2 ― 0 ― 2 ―

給食業務
状況

委託 1.000

委託なし 360 93.0 99 93.4 261 92.9
委託あり 27 7.0 7 6.6 20 7.1
無回答 5 ― 1 ― 4 ―

栄養士・管理栄養士配置数（委託含まず）※2 ＜0.001

0人 19 17.3 2 28.6 17 16.5
　　　配置義務なし 1人 75 68.2 3 42.9 72 69.9 0.202

2人以上 16 14.5 2 28.6 14 13.6
0人 4 1.5 2 2.0 2 1.1

　　　配置義務あり 1人 189 69.0 53 53.5 136 77.7 ＜0.001
2人以上 81 29.6 44 44.4 37 21.1
無回答 8 ― 1 ― 7 ―

栄養士・管理栄養士配置数（委託含む）※2 ＜0.001

0人 16 14.5 2 28.6 14 13.6
　　　配置義務なし 1人 76 69.1 3 42.9 73 70.9 0.186

2人以上 18 16.4 2 28.6 16 15.5
0人 3 1.1 1 1.0 2 1.1

　　　配置義務あり 1人 180 65.7 49 49.5 131 74.9 ＜0.001
2人以上 91 33.2 49 49.5 42 24.0
無回答 8 ― 1 ― 7 ―

食物アレルギー児の受け入れ 0.218
　 受け入れている 234 59.7 58 54.2 176 61.8

受け入れ可能だが現在いない 155 39.5 49 45.8 106 97.2
断っている 3 0.8 0 0.0 3 1.1

ガイドライン・マニュアルによる取り組み状況 ＜0.001

a:施設独自に作成したガイドライン等を
   使用

62 16.3 26 24.8 36 13.0

     ガイドラインあり

b:入所型（通所ではない）児童福祉施
設
 用に作成されたガイドライン等を使用

8 2.1 0 0.0 8 2.9

c:保育所や小学校のガイドライン等を
  使用

25 6.6 9 8.6 16 5.8

d:明文化された申し合わせ事項に
  従っている

27 7.1 14 13.3 13 4.7

e:明文化されたものはなくその時々に
  応じて対応

223 58.5 51 48.6 172 62.3

   ガイドラインなし f:わからない、把握していない 36 9.4 5 4.8 31 11.2

無回答　（受け入れを断っている施設
 を含む）

11 ― 2 ― 9 ―

※1の定員数の分類は、栄養士などの職員配置の義務規定（乳児院では10人未満、児童養護施設では40人以下は除外とされている）を反映し、配置義務のない分類を網掛けにした。

※2の栄養士・管理栄養士の配置数は、配置義務のあり・なしの合計値について検定した。さらに配置義務の有無別についてもそれそれで分布と有意差を示した。

無回答は回答数のみ記入し分布の算出には含めず欠損値として処理した。

ｐ値:乳児院ＶＳ児童養護施設の分布の差をFisherの正確確率検定を用いて検定した。

有意差のあったｐ値を太字にした。

残差分析で有意差のあったセルの数字を太字斜体にした。

ｐ値

表　2-1-1　基本情報　　　　　  
全施設

項目

全体
（ｎ＝392)

乳児院
（ｎ＝107)

児童養護施設
（ｎ＝285)
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施設数 ％ 施設数 ％ 施設数 ％

　 施設種別 0.035
乳児院 58 25.2 25 34.2 33 21.0
児童養護施設 172 74.8 48 65.8 124 79.0

施設状況 地域ブロック 0.096
北海道 11 4.8 1 1.4 10 6.4
東北 11 4.8 1 1.4 10 6.4

関東 67 29.1 23 31.5 44 28.0
中部 40 17.4 13 17.8 27 17.2
近畿 48 20.9 21 28.8 27 17.2
中国 13 5.7 1 1.4 12 7.6
四国 10 4.3 3 4.1 7 4.5

九州沖縄 30 13.0 10 13.7 20 12.7
経営形態 0.487

社会福祉法人 218 94.8 69 94.5 149 94.9
地方自治体 6 2.6 1 1.4 5 3.2
その他 6 2.6 3 4.1 3 1.9

定員数※1 0.441

9人以下 4 1.8 0 0.0 4 2.6
10～20人 19 8.3 7 9.6 12 7.7

 21～40人 78 34.2 26 35.6 52 33.5
41～60人　　 71 31.1 26 35.6 45 29.0
61人以上　　 56 24.6 14 19.2 42 27.1
無回答 2 ― 0 ― 2 ―

給食業務基本情報 委託 0.797
委託なし 210 92.1 65 91.5 145 92.4
委託あり 18 7.9 6 8.5 12 7.6
無回答 2 ― 2 ― ― ―

栄養士・管理栄養士配置数（委託含まず）※2 0.158※3

0人 6 10.0 1 6.7 5 11.1
　　　　　　　　　　　配置義務なし 1人 45 75.0 12 80.0 33 73.3 1.000

2人以上 9 15.0 2 13.3 7 15.6
0人 3 1.8 0 0.0 3 2.8

　　　　　　　　　　　配置義務あり 1人 111 67.3 34 60.7 77 70.6 0.163
2人以上 51 30.9 22 39.3 29 26.6

無回答 5 ― 2 ― 3 ―

栄養士・管理栄養士配置数（委託含む）※2 0.020※4

0人 5 8.3 0 0.0 5 11.1
　　　　　　　　　　　配置義務なし 1人 45 75.0 12 80.0 33 73.3 0.537

2人以上 10 16.7 3 20.0 7 15.6
0人 3 1.8 0 0.0 3 2.8

　　　　　　　　　　　配置義務あり 1人 105 63.6 31 55.4 74 67.9 0.105
2人以上 57 34.5 25 44.6 32 29.4
無回答 5 ― 2 ― 3 ―

アレルギー児を受け入れている234施設のうちガイドラインの有無に回答した230施設を対象とした。

※1の定員数の分類は、栄養士などの職員配置の義務規定（乳児院では10人未満、児童養護施設では40人以下は除外とされている）を反映した。

※2の栄養士・管理栄養士の配置数は、配置義務のあり・なしの合計値について検定した。さらに配置義務の有無別についてもそれそれで分布と有意差を示した。

無回答は回答数のみ記入し分布の算出には含めず欠損値として処理した。

ｐ値:ガイドラインありＶＳガイドラインなしの分布の差をFisherの正確確率検定を用いて検定した。

有意差のあったｐ値を太字にした。

※3・4は配置義務なし・ありの合計値の分布の差を検定した。

※4では残差分析では「0人」と「2人以上」のセルに差がみられた。

表 2-1-2　ガイドライン・マニュアルの有無別の基本情報　　　　　　　　  
アレルギー児を受け入れている施設

項目

全体
（ｎ＝230)

ガイドラインあり
（ｎ＝73)

ガイドラインなし
（ｎ＝157) ｐ値
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食物アレルギーを有する児童数、食物アレルギー関連事象のある児童数とその割合（表 2‐

1‐3） 

 食物アレルギーを有する児童数と在籍割合（有症率）、食物アレルギー関連事象の割合

を表 2‐1‐3 に示す。在籍児の年齢などの内訳は、表の脚注に示した。 

 392施設における食物アレルギーの有症率は3.31％（乳児院 4.30％、児童養護施設 3.11％）

であり、乳児院の方が年齢の高い児童養護施設よりも有症率が高い（χ2=9.176、p=0.002）

ことが示された。ガイドラインの有無別の食物アレルギー有症率には明らかな有意差はみ

られなかった（χ2=2.831、p=0.09）。 

 本調査では、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」5）を参考に、アナフィラ

キシーは「アレルギー反応により、蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、

ゼーゼー・息苦しさなどの呼吸症状が、複数同時にかつ急激に出現する状態」とし、アナ

フィラキシーショックを「アナフィラキシーの中でも血圧が低下し意識レベルの低下や脱

力をきたすような状態で、直ちに対応しないと生命にかかわる重篤な状態」と定義して質

問した。アナフィラキシーのある児童の割合は 0.33％(乳児院 0.48％、児童養護施設

0.29％)、過去3年間にアナフィラキシーショックを起こした児童は 0.09％（乳児院 0.16％、

児童養護施設 0.07％)で、ともに乳児院の方が高かった。エピペン®所持児童は 0.12％（乳

児院 0.04％、児童養護施設 0.13％)で、児童養護施設の方が高かった。 

 また、食物アレルギーを有する児童のうち、現時点で医師の診断書等のない児童は全体

で 26.4％（乳児院 27.8％、児童養護施設 26.1％）、アレルギー情報が未確認のまま入所

した児童は 26.2％（乳児院 46.3％、児童養護施設 20.5％）、入所時の情報と事実に相違

のあった児童は 22.1％（乳児院 31.5％、児童養護施設 19.5％）、事実相違のうち初発と

思われる児童は 11.3％（乳児院 25.9％、児童養護施設 7.1％）であった。 
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合計人数
（人）

在籍数に対す
る割合（％）

アレルギー児

童数に対する
割合（％）

合計人数
（人）

在籍数に対する
割合（％）

アレルギー児童

数に対する割合
（％）

合計人数
（人）

在籍数に対す
る割合（％）

アレルギー児

童数に対する
割合（％）

全体 在籍数（人） 14725 - - 4301 - - 10064 - -

(n=392) 食物アレルギーのある児童（人） 488 3.31 - 160 3.72 - 319 3.17 -

給食対応のある児童（人） 434 2.95 88.9 144 3.35 90.0 281 2.79 88.1

アナフィラキシーのある児童（人） 48 0.33 9.8 20 0.47 12.5 25 0.25 7.8

エピペン
®
処方のある児童（人） 17 0.12 3.5 8 0.19 5.0 9 0.09 2.8

アナフィラキシーショックを起こした児童※ 1　（人） 13 0.09 2.7 11 0.26 6.9 2 0.02 0.6

栄養ケアマネジメント計画のある児童（人） 32 0.22 6.6 14 0.33 8.8 17 0.17 5.3

現時点で医師の診断書等のない児童（人） 129 0.88 26.4 32 0.74 20.0 93 0.92 29.2

アレルギー情報が未確認のまま入所した児童（人） 128 0.87 26.2 41 0.95 25.6 86 0.85 27.0

入所時情報と事実に相違のあった児童（人） 108 0.73 22.1 42 0.98 26.3 63 0.63 19.7

事実相違のうち初発と思われる児童（人） 55 0.37 11.3 19 0.44 11.9 36 0.36 11.3

誤食の経験※2　（件） 101 - - 38 - - 63 - -

ヒヤリハットの経験※2　（件） 149 - - 83 - - 64 - -

乳児院 在籍数（人） 2512 - - 1256 - - 1200 - -

(n=107) 食物アレルギーのある児童（人） 108 4.30 - 55 4.38 - 53 4.42 -

　 給食対応のある児童（人） 104 4.14 96.3 54 4.30 98.2 50 4.17 94.3

アナフィラキシーのある児童（人） 12 0.48 11.1 7 0.56 12.7 5 0.42 9.4

エピペン
®
処方のある児童（人） 1 0.04 0.9 0 0.00 0.0 1 0.08 1.9

アナフィラキシーショックを起こした児童※ 1　（人） 4 0.16 3.7 3 0.24 5.5 1 0.08 1.9

栄養ケアマネジメント計画のある児童（人） 10 0.40 9.3 7 0.56 12.7 3 0.25 5.7

現時点で医師の診断書等のない児童（人） 30 1.19 27.8 9 0.72 16.4 21 1.75 39.6

　 アレルギー情報が未確認のまま入所した児童（人） 50 1.99 46.3 23 1.83 41.8 27 2.25 50.9

入所時情報と事実に相違のあった児童（人） 34 1.35 31.5 18 1.43 32.7 16 1.33 30.2

事実相違のうち初発と思われる児童（人） 28 1.11 25.9 14 1.11 25.5 14 1.17 26.4

誤食の経験※2　（件） 50 - - 22 - - 28 - -

ヒヤリハットの経験※2　（件） 82 - - 49 - - 33 - -

児童養護施設 在籍数（人） 12213 - - 3045 - - 8864 - -

(n=285) 食物アレルギーのある児童（人） 380 3.11 - 105 3.45 - 266 3.00 -

給食対応のある児童（人） 330 2.70 86.8 90 2.96 85.7 231 2.61 86.8

アナフィラキシーのある児童（人） 36 0.29 9.5 13 0.43 12.4 20 0.23 7.5

エピペン®処方のある児童（人） 16 0.13 4.2 8 0.26 7.6 8 0.09 3.0

アナフィラキシーショックを起こした児童※ 1　（人） 9 0.07 2.4 8 0.26 7.6 1 0.01 0.4

栄養ケアマネジメント計画のある児童（人） 22 0.18 5.8 7 0.23 6.7 14 0.16 5.3

現時点で医師の診断書等のない児童（人） 99 0.81 26.1 23 0.76 21.9 72 0.81 27.1

アレルギー情報が未確認のまま入所した児童（人） 78 0.64 20.5 18 0.59 17.1 59 0.67 22.2

入所時情報と事実に相違のあった児童（人） 74 0.61 19.5 24 0.79 22.9 47 0.53 17.7

事実相違のうち初発と思われる児童（人） 27 0.22 7.1 5 0.16 4.8 22 0.25 8.3

誤食の経験※2　（件） 51 - - 16 - - 35 - -

ヒヤリハットの経験※2　（件） 67 - - 34 - - 31 - -

乳児院の在籍児内訳：0歳児764人(30.4%)、1歳児903人(35.9%)、2歳児623人(24.8%)、3歳児166人(6.6%)、4歳児39人(1.6%)、5歳17人(0.7%)。

児童養護施設の在籍数内訳：1歳児5人(0.04%)、2歳児207人(1.7%)、3歳児456人(3.7%)、4歳児554人(4.5%)、5歳児722人(5.9%)、小学生4475人(36.6%)、中学生2919人(23.9%)、高校生・大学生2875人(23.5%)。

※1：過去３年間

※2：過去1年間

全施設は文献10）より引用

表 2-1-3　食物アレルギーのある児童数、食物アレルギー関連事象のある児童数およびそれらの割合

項目

全施設(n=392) ガイドラインあり(n=122) ガイドラインなし(n=259)
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ガイドライン・マニュアルの有無別にみた食物アレルギー関連事象の有無（表 2-1-4） 

 表 2‐1‐4 には食物アレルギー児童がいる施設においてガイドラインの有無別に、食物

アレルギー関連事象のある児童の有無を示した。 

 乳児院・児童養護施設あわせて全体でみたところ、「ガイドラインあり」群では、「ア

ナフィラキシーのある児童」、「アナフィラキシーショックを起こした児童」、「アレル

ギー情報が未確認のまま入所した児童」、「ヒヤリハットの経験」の割合が有意に高く、

「現時点で医師の診断書等のない児童」の割合は有意に低かった。 

ガイドライン・マニュアルの有無別にみた給食対応（表 2‐1‐5） 

 ガイドラインの有無別にみた給食対応を表 2‐1‐5 に示す。 

 食物アレルギーの給食対応を行う際の取り組みの項目との関連をみたとき、全体では「ガ

イドラインあり」群で「アレルギー情報収集のための統一書式」、「給食内容を連絡周知

する手段」、「アレルギー情報の定期的な更新」、「ヒヤリハット・誤食時の報告書」の

割合が有意に高かった。 

ガイドライン・マニュアルの有無別で有意差のあった項目の関連の強さ（表 2‐1‐6） 

 表 2‐1‐6 にガイドラインの有無と食物アレルギー関連事象の有無ならびに給食対応で

有意差のあった項目での関連の強さを示した。 

 アレルギー関連事象児と給食対応で有意差のあったものをすべて投入したロジスティッ

ク回帰分析で、施設種別を調整変数にしたとき「ガイドラインあり」に関連の強かった項

目のオッズ比は、「アナフィラキシーショックを起こした児童」9.72（1.43－65.89）、「ア

レルギー情報が未確認のまま入所した児童」3.12（1.35－7.22）で、有意に低かった項目

は「現時点で医師の診断書等のない児童」0.35（0.15－0.81）であった。給食対応で関連

の強かった項目は、「アレルギー情報収集のための統一書式」5.04（2.28－11.12）、「ア

レルギー情報の定期的な更新」2.85（1.33－6.11）、「ヒヤリハット・誤食時の報告書」

2.49（1.08－5.77）であった。 
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2‐1‐4 考察 

 本研究は全国調査としてはじめての乳児院・児童養護施設における食物アレルギーのあ

る児童の実態と給食対応の現状調査である。社会的養護を目的とする施設での食物アレル

ギーのガイドラインの有無別に、食物アレルギーのある児童等の実態および給食対応を検

討した。 

有症率等の児童の実態 

 食物アレルギー児は現在増加傾向 13）にあり、一般に「有症率は乳児期が最も高く加齢と

ともに漸減」14)することが知られている。直近のわが国の集団を対象とした大規模調査で

の有症率・有病率は、保育施設 4.0％～6.3％11,12,15）、学校保健会の悉皆調査 7）での食物ア

レルギーの児童数は 4.5％（小学校 4.50％、中学校 4.71％、高等学校 3.95％）、また、対

象を抽出した学校保健会のサーベイランス事業調査 16）では、「医師の診断に基づく有病率」

は 3.0％（小学生 3.1～3.5％、中学生は 2.9％、高校生 2.2％）と報告されている。本調査

の結果は大規模調査と比べると同程度からやや少なめと思われる。有症率・有病率は、そ

の定義、判断基準（感作の有無、自己申告、食物経口負荷試験結果等）により割合が大き

く異なり 14）、医師の診断による有病率では、保護者の自己申告による有病率よりも少ない

7,17）とされている。乳児院・児童養護施設では有症率の約 25%が医師の診断書がない。医師

の診断を必須とすると有症率は低くなることも考えられる。加えて、回収にあたっての事

務連絡の際にいくつかの施設で「アレルギー児童がいないため回答しなくてよいと思った」

との発言が複数あったことから、未回収施設での有症率は低いことも推測される。有症率

については今後さらに検討が必要である。 

 また、アナフィラキシーとアナフィラキシーショックは、どちらも児童養護施設よりも

乳児院の方が高く、乳児院では初発と思われるケースが食物アレルギー児童の約 25％もあ

った。診療ガイドラインによると、乳幼児期では未摂取であってもすでに感作されている

場合もあり、初めての摂取時に症状が誘発 18）される。離乳食において初めての食べ物を積

み重ねていく際に不測の事態が起こることを考慮した体制づくりが必要である。 

 本調査では、既存調査の質問項目にはない社会的養護施設に特徴的な項目を設け、入所

時点のアレルギー情報の把握についても明らかにした。「現時点で医師の診断書等のない

児童」、「アレルギー情報が未確認のまま入所した児童」、「入所時情報と事実に相違が

あった児童」はアレルギー児童の約 20％～50％と高率で在籍していた。保育所や学校では
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医師の記入による生活管理指導票 3,5）に基づいた対応が推奨されているため、これらに該

当する児童はこれほど多くはないと考えられる。乳児院・児童養護施設においては、緊急

入所により入所時点での食物アレルギーに関する情報把握ができないケース、入所前の食

体験不足による確認の不可能なケース、保護者が認識不足のケースなどがある。このよう

にわずかで不確かな情報しかない中で食を提供せざるを得ないため、乳児院・児童養護施

設に応じた何らかの対応策が必要である。 

明文化された運営方針（ガイドライン・マニュアル等）の使用状況 

 国は「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」9）において、児童福祉施設に

対しても既存ガイドラインの周知と実践を進めている。現在、ガイドラインは、国(省)で

作成されたもの 3,5,8)、県や政令指定都市で作成されたもの、学校・施設独自で作成された

ものなどがある。回答選択肢は異なるが既存調査において何らかのガイドラインを利用し

ている割合は、学校では 85.6％7）、保育施設では 72.9％であることが報告 12）されている。

これに比べると本調査では何らかのガイドラインを用いている施設は約 25％と低く、明文

化された申し合わせ事項を含めても約 30％しかない。つまり残りの 60～70％の施設では、

「明文化されたものはなくその時々に応じて対応している」ことが示され、個々の職員の

経験や判断に頼らざるを得ない状況が推察される。一方で、本調査において施設独自にガ

イドライン等を作成している施設の 16.3％という数字は、小学校の報告（6.8％）7）と比べ

ると高い。既存ガイドラインは学校や保育所の実情に合わせて作られたものであり、「基

本 3 食提供」、「入所時点でのアレルギー情報の不確実」といった状況の社会的養護施設

では活用しにくく、自由記述においても利用しにくい旨の意見があった。そのため積極的

に取り組んでいこうとする施設では独自で作成せざるを得なかったのではないかと考えら

れる。とりわけ乳児院では児童養護施設よりもガイドラインによる取り組みを行っている

施設が多く、既存のものではなく施設独自にガイドライン等を作成している施設も多かっ

た。この理由としては乳児院では、有症率およびアナフィラキシーなどの児童が多く、マ

ニュアル化された授乳や離乳を進める中で異変を自分で訴えることができないためにガイ

ドライン等の必要性が高いと考えられる。また、乳児院には医師や看護師、栄養士が配置

1）されており、アレルギー児の対応には病虚弱等児童加算の措置 19）があるなど、背景に医

療的・栄養管理的な整備がなされていることもガイドラインによる取り組みを促進する要

因になっているのではないかと推察される。 
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ガイドライン・マニュアルの有無とアレルギー関連事象および給食対応 

 本調査では、ガイドライン等がある施設の方が実際の給食対応の中のいくつかの取り組

みが進んでいることも明らかにした。食物アレルギーの給食対応は、医師による正しい診

断 20）に基づく必要があり、そのため小学校や保育所では情報把握・共有の視点 21）に立っ

て「生活管理指導表」などの提出 3,5）がすすめられている。施設種別を調整したロジステ

ィック回帰分析ではガイドラインのある施設において「情報収集のための統一書式」があ

る施設や「定期的な情報更新」を行っている施設が多く、「医師の診断書のない児童」が

いる施設は少なかったことから、「情報収集・把握・更新」に努め「医師の診断」を受け

ていることが示唆された。 

 一方で、ガイドラインありの施設は、アレルギー情報の未確認の児童およびアナフィラ

キシーショックを起こした児童という項目との関連も強く、一見、取り組みの推進とは逆

の結果になっている。これにはいくつか理由が考えられる。1 点目は、ガイドラインがあ

ることで未確認児童の明確化と把握がしやすい点である。2 点目にアナフィラキシーショ

ックを起こしたことで、ガイドライン等の作成の必要性が高まり、ガイドライン作成のき

っかけになったのではないかという理由である。総務省の調査 11）では、アナフィラキシー

のある園児が入所したことを機にガイドラインによる取り組みを行った園があることが示

されている。東京都が保育施設と幼稚園等に行った調査 12）でも、本結果と同様に、アナフ

ィラキシー症状を経験した施設ではガイドラインを備えた取り組みをしている施設が多い

という報告がなされている。この報告書では、アレルギー担当委員会の設置状況や緊急時

のマニュアル利用状況についても、アナフィラキシーを経験した施設の方が経験していな

い施設よりも取り組みがすすんでいたと報告している。3 点目には、措置の時点で意図的

に振り分けられている可能性である。本調査の自由記述欄には、病院が併設されている施

設や看護師のいる施設には「他の施設では受け入れ困難な重度のアレルギー児が入所して

くる」といった記述がみられ、そうではない施設では「重症のアレルギーは断っている」

といった内容が複数みられた。 

 以上のことから、情報不明な児童の入所やアナフィラキシー発生またはそのような重症

児童の入所をきっかけに、取り組みに一定のルールやガイドラインが設けられ、さらに取

り組みがすすんでいくと、より受け入れやすくなり対応の難しい児童が措置されるといっ

た循環になっているのではないかと推察された。 
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本研究の限界と課題  

 本研究の限界として、1 点目は児童養護施設の回収率が 50％弱であったことから児童お

よび施設の全体をあらわすものであるとは言えない。2 点目には、施設に在籍する個々の

アレルギー児の原因食材、症状および程度を関連付けて検討できていない。3 点目には、

断面調査により因果関係の方向性を明らかにできていない点である。 

2‐1‐5 結語 

 乳児院・児童養護施設では食物アレルギーのある児童は既存の学校や保育所の調査と同

様に在籍していたが、入所時点でのアレルギー情報の把握ができない、事実と異なる児童

が多いことがうかがわれた。食物アレルギーの給食対応のガイドラインを自施設で作成し

た施設が学校を対象とした既存調査より多く、昼食だけの完全除去を基本にした学校用の

既存ガイドラインは利用しにくいこともうかがわれた。 

 ガイドラインがある施設では、情報収集書式の整備や情報の更新、ヒヤリハット・誤食

の報告などのルール化された取り組みで給食が運営されている施設が多いことが確認され、

アナフィラキシーショックを起こした児童や入所時に情報未確認の児童が存在するものの、

調査時点では医師の診断書を得ている施設が多かった。このことから、ガイドラインがあ

る施設では対応の困難な児童が入所し、入所後には適切な対応がなされていることが推察

された。 

 

2‐2 第 2 節 乳児院・児童養護施設における食物アレルギーの給食対応に関する課 

   題：ガイドラインの有無別にみた栄養士・管理栄養士の意見から 

 

2‐2‐1 緒言 

 第 1 節で、全国レベルでの児童養護施設と乳児院の食物アレルギーを持つ子どもの在籍

割合などの実態と、入所時の情報収集から給食児提供に至る給食対応業務の各過程の実態

を明らかにするとともに 1,2)、ガイドラインを使った取り組みの程度には施設間の格差が

あることを報告した 2）。第 1 節の調査で回収した調査票の自由回答欄には、社会的養護施

設における食物アレルギーの給食対応に関して、多数の課題が記入 1）されていた。アレル

ギーの給食対応においての担当者であり、かつ今回の調査の回答者として大多数を占める
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栄養士・管理栄養士が回答した問題点や課題について、ガイドラインの有無別に明らかに

することで、本章での量的な結果では表れにくいガイドラインによる取り組みの阻害要因

や給食担当者が直面している困難を把握し、量的な結果と合わせて検討することでガイド

ラインの役割を検討できると考えた。そこで、前述の自由記述から得た栄養士・管理栄養

士の課題や要望などの意見を分析し、第 1 節の結果と合わせて検討した。 

2‐2‐2 研究方法 

調査対象と調査方法 

 第 1 節の調査対象と方法により実施した調査票の最後に自由記述欄を設けた。自由記述

欄には A4 サイズ 1 枚分のスペースを用意し、食物アレルギーの給食対応において、意見、

現在困っていることや問題点などを自由に記入するよう依頼した。 

分析対象と分析方法 

分析対象 

 分析対象は次のように限定した。まず、調査票回収施設のうち自由回答欄に記載のあっ

た施設を選出した。さらにここから、ガイドラインによる取り組みに関する質問に栄養士・

管理栄養士が回答した施設の自由記述データ 1）を分析対象とし、施設種別・ガイドライン

の有無別に分析を行った。 

 ガイドラインの有無別の群分けも第 1 節 2）と同様に、食物アレルギーの給食対応につい

ての「ガイドライン・マニュアルなどの明文化された運営方針による取り組み状況」を、

ガイドライン「あり」、「なし」の 2 群に分けて分析した。 

分析方法 

 自由記述の分析方法は、マイリングの質的内容分析 3,4）を参考にすすめた。質的内容分

析は、調査で得られたデータをもとに記録単位で分析し、分類し命名することによってあ

る事象を客観的に明らかにすることである 5,6）。記述の中に存在する事実に注目し既存の

枠組みを使い、演繹的に進められることが多く、量的分析も可能である。また、異なる事

例の比較が容易であり、事業や制度の検証に適している 4)。本研究の目的はガイドライン

の有無別に回答者の意見の特徴を把握することにあるため、この分析方法を採択し、手順

については次のように行った。 

 ①研究課題の確認：食物アレルギーの給食対応において自由記述欄に記載された課題や
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要望などの意見について、社会的養護施設が持つ特徴、乳児院・児童養護施設別の特徴、

ならびにガイドラインの有無別の特徴を明らかにすることを確認した。記入者によっては

課題として記入している場合、要望として記入している場合があるが、課題と要望は区別

しないで、課題があるから要望につながるものとして分析した。 

 ②枠組みの確定：食物アレルギーの給食対応を行う際に課題・要望が発生している領域

（場所）を枠組みとした。具体的な領域の名称は、行政施策、施設体制、給食業務、食事

場面、そしてこれらの領域にまたがる施設外連携、施設内連携の 6 領域に、分類不能な場

合に備えて暫定的にその他を加えた。  

 ③分析単位に分割しデータ化：自由記述欄に記載された文章全体は、分析に用いるため

にいくつかの意味を持つ文に分割の上データ化した。本研究ではこれを「テクスト」と表

現し、分析単位とした。 

 ④分析段階：分析単位は、不要な語句を削除し、文体を一般化するとともに、集約する、

説明を補う、構造化するなどした。このようにまとめて分類して名称をつけたものを「サ

ブカテゴリ」とした。「サブカテゴリ」はマイリングの手法に従って「分析し得る最小単

位のデータで、テクストの最小の部分であり、ひとつのカテゴリにまとめられる可能性を

持つもの」3）とした。また「カテゴリ」とは「領域の下に来る最も大きな単位」であり、

サブカテゴリをまとめて適切な名称を付与したもの 3）とした。 

 以上の手順で、社会的養護施設に共通する部分と、入所対象者の年齢や施設特性によっ

て異なる部分があることを考え、乳児院・児童養護施設別にカテゴリ・サブカテゴリを付

記し、テクスト代表例ならびにテクスト出現割合をまとめた。回答者の意図をまとめすぎ

ることで回答者の意図にそぐわない認識になることもあるので、集約については最小限に

とどめた。また、上記の①から④のプロセスにおいてのルール化およびカテゴリ化は研究

者間で議論しながら同じになるよう客観性を保った上で、乳児院および児童養護施設各 2

名ずつ管理栄養士または栄養士によるチェックを受けて妥当性を担保した。例えば、「他

施設の献立例が知りたい」といったテクストは、「他施設と情報交換がしたい」と解釈す

れば《施設外連携》であるが、テクストから「献立例が知りたい」という解釈が妥当であ

るとの判断から《給食業務》とすることを社会的養護施設の栄養士・管理栄養士間で議論

し、課題・要望などの事象が発生している場所に着目して分類した。                        

 これ以降、「ガイドラインあり」を「Ｇあり」とし、「ガイドラインなし」を「Ｇなし」 

とする。また、領域は《 》、カテゴリは【 】、サブカテゴリは〈 〉、テクストを「 」 
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で表す。 

倫理的配慮 

 第 1節に同じである。 

2‐2‐3 研究結果 

回答施設と回答者の属性（表 2‐2‐1） 

 表 2‐2‐1に施設種別ガイドライン有無別に回答施設と回答者の属性を示した。 

 回収数 394 施設（乳児院 107 施設、児童養護施設 287 施設）、回収率は 53.6％（乳児院

79.9％、児童養護施設 47.8％）であった。このうち、自由回答欄に記載のあった施設は 125

施設（乳児院 37施設、児童養護施設 88施設）であったが、分析対象とするガイドラインに

よる取り組みに関する質問に回答があり、かつ栄養士・管理栄養士（以降、栄養士）が回答

した施設に限定すると、101施設（乳児院 30施設、児童養護施設 71施設）となった。 

 本調査対象施設の最少定員数は乳児院で 9人、児童養護施設では 30人であった。また、食

物アレルギー児が 1施設当たり 1～8人存在する施設は 62.4％を占めたが、残りの 37.6％の

施設に食物アレルギー児はいなかった。回答者では 72.3％が栄養士であり、勤務年数は 5年

以下が最も多く 40.6％であった。 

分類されたカテゴリ・サブカテゴリとテクストの出現割合 

 表 2‐2‐2に乳児院での領域別の課題を、表 2‐2‐3に児童養護施設での領域別の課題を

示した。領域の《その他》に関するカテゴリには【宗教上の禁食】【入所児以外のアレルギ

ー対応】が示されたが、児童の食物アレルギーに関することではないことを確認した。よっ

てこれ以降《その他》を考察に加えないこととする。 

 テクスト出現割合を確認すると、施設種別・ガイドラインの有無別のいずれにおいても《施

設体制》に関するテクストの出現割合が多く、次に《給食業務》に関するものが多かった。

ガイドラインの有無別に特徴的であったのは、乳児院の《施設内連携》、児童養護施設では

《施設外連携》に関するテクスト数の割合がＧなしでは少なかったことであった。 
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乳児院での領域別の課題（表 2‐2‐2） 

 《行政施策》領域での課題は【制度・しくみづくり】、【経済的負担】、【正しい知識

の普及】に集約できた。【制度・しくみづくり】では「保育所のガイドラインは～中略～

個別対応の乳児院には使用しにくい」といった〈既存ガイドラインの不適応〉が記されて

いた。行政に対して【正しい知識の普及】を求めるテクストの出現割合は多く、その内容

には〈アレルギー食のすすめ方〉があり、Ｇなしでは〈医師の統一見解〉についても求め

られていたが、Ｇありには〈医師の統一見解〉はなかった。 

 《施設外連携》では【医療機関との連携】、【施設間の連携】がＧあり・なし共通して

集約できたカテゴリであった。【医療機関との連携】は、Ｇありでは 10.8％のテクストが

あり、Ｇなしでは 4.9％と少なかった。【施設間の連携】のサブカテゴリには〈栄養士間の

情報交換〉があげられていた。 

 《施設体制》に関する課題は、【施設の受け入れ体制】、【入所時のアレルギー情報把

握】、【小規模化における課題】に集約できたほか、Ｇなしではこのカテゴリに加えて【初

発のリスク】、【栄養士の 1 人配置】もみられた。テクスト出現割合が大きかったカテゴ

リは【入所時のアレルギー情報把握】(Ｇあり 24.3％、Ｇなし 12.2％)であり、サブカテゴ

リでは〈緊急入所・情報不足による食事提供への不安〉が多かった。また、【小規模化に

おける課題】においても〈小規模化における事故予防〉に対する不安が書かれていた。 

 《施設内連携》では【情報共有・共通理解】がＧあり・なし共通して分類されたが、テ

クスト数の割合ではＧあり 10.8％、Ｇなし 2.4％と差があった。 

 《給食業務》に関する課題は、Ｇあり 16.2％、Ｇなし 22.0％のテクスト出現割合で、Ｇ

あり・なしともに共通して【重症児対応】、【担当者の知識・技術】に集約できた。日常

の業務において〈作業例〉、〈献立例〉を知りたいといったテクストが多く【担当者の知

識・技術】にまとめた。【担当者の知識・技術】はＧなしに多かった。《食事場面》では

【心理面への配慮】に関する支援の仕方に悩む様子が書かれていた。 

児童養護施設での領域別の課題（表 2‐2‐3） 

 《行政施策》では乳児院同様【制度・しくみづくり】、【経済的負担】、【正しい知識

の普及】の 3 つの課題に分類できた。【制度・しくみづくり】には、Ｇあり・なしともに

〈入所前のアセスメント実施〉を望む意見があった。また加えてＧなしには〈ガイドライ

ンの必要性〉として「児童養護に対応した」ガイドライン、「小規模に対応した」ガイド

ラインを望む声があった。 
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 《施設外連携》では【医療機関との連携】、【学校との連携】はガイドラインに関係な

く共通した課題であった。これに加えてＧありにのみ【他施設・機関との連携】を分類し

た。 

 《施設体制》でのＧあり・なし共通の課題は【施設の受け入れ体制】、【入所時のアレ

ルギー情報把握】、【事故対応】、【小規模化における課題】に集約できた。これに加え

てＧありには【一時保護の食事】、Ｇなしには【アレルギー情報更新】、【災害時対応】

がカテゴリ化された。テクストの出現割合が多かったカテゴリは、乳児院同様【入所時の

アレルギー情報把握】（Ｇあり 12.7％、Ｇなし 14.0％）であり、サブカテゴリにはＧあり

が 2 つに対してＧなしでは 5 つに分類されており、Ｇなしでは入所時のアレルギー情報把

握に関する多種多様の課題が含まれていることが示された。  

 《施設内連携》では【情報共有・共通理解】、【栄養士と他職種との連携】が示され、

栄養士の業務上での連携に悩む状況を分類した。 

 《給食業務》の課題はＧあり・なしともに【重症児対応】、【担当者の知識・技術】、

【対応経験】に集約された。【担当者の知識・技術】では、乳児院と同様の〈作業例〉、

〈献立例〉が知りたいといった課題のほか、Ｇなしにのみ〈知識向上の必要性〉の意見も

みられた。Ｇなしの【担当者の知識・技術】は 19.3％と最も出現割合が高かった。 

 《食事場面》の課題は【食事指導】と【児童の心理面への配慮】に分類されたが、Ｇあ

りに【食事指導】はなく、児童への直接的なかかわりについてのテクストはほとんどがＧ

なしの意見であった。 
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措
置

変
更

先
で

は
、

ど
の

施
設

に
お

い
て

も
ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

を
し

て
ほ

し
い

施
設

体
制

12
(

32
.4

)
15

(
36

.6
)

施
設

の
受

け
入

れ
体

制
1

(
2.

7
)

1
(

2.
4

)
施

設
と

し
て

の
態

度
1

(
2.

7
)

1
(

2.
4

)
施

設
と

し
て

研
修

等
を

行
い

、
対

応
方

法
を

学
ん

で
い

く
必

要
が

あ
る

/ア
レ

ル
ギ

ー
の

程
度

に
よ

っ
て

入
所

を
断

る
こ

と
も

あ
る

の
か

知
り

た
い

入
所

時
の

ア
レ

ル
ギ

ー
情

報
把

握
9

(
24

.3
)

5
(

12
.2

)
緊

急
入

所
・情

報
不

足
に

よ
る

食
事

提
供

へ
の

不
安

5
(

13
.5

)
3

(
7.

3
)

緊
急

入
所

時
の

場
合

、
ま

っ
た

く
情

報
が

な
い

ま
ま

食
事

提
供

を
す

る
不

安
が

あ
る

/緊
急

入
所

や
一

時
保

護
の

場
合

、
保

護
者

か
ら

の
聞

き
取

り
が

で
き

な
い

ま
ま

食
事

提
供

せ
ざ

る
を

得
な

い

　
　

　
　

診
断

確
定

ま
で

の
期

間
の

除
去

の
程

度
1

(
2.

7
)

0
(

0.
0

)
ア

レ
ル

ギ
ー

情
報

の
診

断
が

確
定

す
る

ま
で

ど
の

程
度

の
除

去
を

す
れ

ば
い

い
の

か

保
護

者
か

ら
の

情
報

に
対

す
る

不
信

感
2

(
5.

4
)

0
(

0.
0

)
短

期
入

所
で

は
保

護
者

の
自

己
判

断
を

根
拠

に
施

設
で

の
除

去
を

対
応

せ
ざ

る
を

え
な

い
/保

護
者

か
ら

の
除

去
の

申
し

出
が

不
審

、
矛

盾
な

ど
に

よ
り

無
駄

な
労

力
を

し
て

い
る

と
感

じ
る

　
　

　
　

入
所

時
情

報
把

握
の

他
施

設
例

0
(

0.
0

)
2

(
4.

9
)

入
所

時
情

報
把

握
の

た
め

の
他

施
設

の
書

式
を

知
り

た
い

　
　

　
　

入
所

後
の

医
師

に
よ

る
診

断
の

必
要

性
1

(
2.

7
)

0
(

0.
0

)
適

切
な

対
応

を
す

る
に

は
、

入
所

直
後

に
医

療
機

関
を

受
診

し
、

診
断

・指
導

を
受

け
る

必
要

が
あ

る

初
発

の
リ

ス
ク

0
(

0.
0

)
4

(
9.

8
)

初
発

の
リ

ス
ク

へ
の

不
安

0
(

0.
0

)
4

(
9.

8
)

乳
幼

児
は

初
め

て
食

べ
る

食
品

が
多

い
た

め
、

常
に

初
発

の
リ

ス
ク

が
あ

り
給

食
に

苦
慮

す
る

小
規

模
化

に
お

け
る

課
題

2
(

5.
4

)
3

(
7.

3
)

小
規

模
化

に
お

け
る

事
故

予
防

2
(

5.
4

)
3

(
7.

3
)

小
規

模
で

は
職

員
が

少
な

い
の

で
緊

急
時

の
対

処
方

法
が

不
安

/直
接

処
遇

者
が

子
ど

も
に

対
し

て
配

慮
、

ケ
ア

、
指

導
を

ど
う

行
う

か

栄
養

士
の

1人
配

置
0

(
0.

0
)

2
(

4.
9

)
栄

養
士

の
1人

配
置

に
よ

る
悩

み
0

(
0.

0
)

2
(

4.
9

)
新

卒
で

あ
っ

て
も

１
人

で
任

さ
れ

る
た

め
、

対
応

の
仕

方
が

わ
か

ら
な

い

施
設

内
連

携
5

(
13

.5
)

1
(

2.
44

)
情

報
共

有
・共

通
理

解
4

(
10

.8
)

1
(

2.
4

)
情

報
共

有
・共

通
理

解
の

重
要

性
2

(
5.

4
)

0
(

0.
0

)
職

員
全

体
へ

の
情

報
の

理
解

・周
知

・共
有

す
る

こ
と

が
重

要
だ

が
難

し
い

情
報

共
有

・共
通

理
解

の
方

法
0

(
0.

0
)

1
(

2.
4

)
給

食
内

容
を

直
接

処
遇

者
へ

伝
え

る
方

法
・手

段
は

ど
の

よ
う

に
し

た
ら

よ
い

の
か

　
　

　
　

職
員

間
の

認
識

差
2

(
5.

4
)

0
(

0.
0

)
職

員
全

体
の

認
識

不
足

と
、

個
々

の
認

識
の

差
が

あ
る

　
　

　
　

栄
養

士
と

他
職

種
と

の
連

携
1

(
2.

7
)

0
(

0.
0

)
栄

養
士

と
他

職
種

と
の

連
携

1
(

2.
7

)
0

(
0.

0
)

人
手

不
足

時
に

栄
養

士
が

食
事

介
助

を
行

う
こ

と
へ

の
負

担

給
食

業
務

6
(

16
.2

)
9

(
22

.0
)

重
症

児
対

応
2

(
5.

4
)

2
(

4.
9

)
重

症
児

対
応

に
対

す
る

限
界

1
(

2.
7

)
2

(
4.

9
)

コ
ン

タ
ミ

ネ
ー

シ
ョ
ン

不
可

の
重

症
児

の
対

応
は

厨
房

の
構

造
上

難
し

い
/重

度
児

の
コ

ン
タ

ミ
ネ

ー
シ

ョ
ン

対
応

は
設

備
面

か
ら

難
し

い

　
事

故
予

防
1

(
2.

7
)

0
(

0.
0

)
誤

配
膳

を
防

ぐ
た

め
の

対
策

を
知

り
た

い

担
当

者
の

知
識

・技
術

4
(

10
.8

)
7

(
17

.1
)

作
業

例
2

(
5.

4
)

2
(

4.
9

)
他

施
設

の
事

例
と

対
応

方
法

が
知

り
た

い
/調

理
の

動
線

や
配

慮
、

調
理

器
具

の
使

い
わ

け
に

つ
い

て
他

施
設

事
例

を
知

り
た

い
　

　
　

　
　

　
献

立
例

2
(

5.
4

)
5

(
12

.2
)

代
替

食
の

具
体

的
な

献
立

例
が

知
り

た
い

/他
施

設
で

は
代

替
食

材
や

調
理

方
法

を
ど

の
よ

う
に

し
て

い
る

か
知

り
た

い

食
事

場
面

1
(

2.
7

)
1

(
2.

4
)

児
童

の
心

理
面

へ
の

配
慮

1
(

2.
7

)
1

(
2.

4
)

児
童

の
心

理
面

へ
の

配
慮

1
(

2.
7

)
1

(
2.

4
)

み
ん

な
と

一
緒

に
食

べ
た

い
と

い
う

子
ど

も
の

気
持

ち
に

ど
う

対
応

す
る

の
か

/重
症

児
の

生
活

現
場

で
の

精
神

的
影

響
が

心
配

そ
の

他
1

(
2.

7
)

1
(

2.
4

)
宗

教
上

の
禁

食
1

(
2.

7
)

1
(

2.
4

)
宗

教
上

の
禁

食
1

(
2.

7
)

1
(

2.
4

)
宗

教
上

の
理

由
か

ら
の

禁
食

の
対

応
が

大
変

/ハ
ラ

ー
ル

食
に

つ
い

て
も

経
済

的
措

置
を

考
え

て
ほ

し
い

計
37

(
10

0.
0

)
41

(
10

0.
0

)
37

(
10

0.
0

)
41

(
10

0.
0

)
37

(
10

0.
0

)
41

(
10

0.
0

)

ｎ
＝

30
施

設
　

（内
訳

：ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

あ
り

18
施

設
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

な
し

12
施

設
）

Ｇ
な

し
Ｇ

あ
り

Ｇ
な

し
Ｇ

あ
り

Ｇ
な

し
Ｇ

あ
り
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表
2
‐
2
‐
3
　

　
児

童
養

護
施

設
で

の
領

域
別

の
課

題
　

　

《
領

域
》

【
カ

テ
ゴ

リ
】

〈
サ

ブ
カ

テ
ゴ

リ
〉

「
テ

ク
ス

ト
」
代

表
例

　
　

　
Ｇ

あ
り

（
非

斜
体

）
、

Ｇ
な

し
（
斜

体
）

数
（
％

）
数

（
％

）
数

（
％

）
数

（
％

）
数

（
％

）
数

（
％

）
行

政
施

策
8

(
1
4
.5

)
2
0

(
1
7
.5

)
制

度
・
し

く
み

づ
く
り

2
(

3
.6

)
1
0

(
8
.8

)
入

所
前

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
実

施
2

(
3
.6

)
1

(
0
.9

)
行

政
に

よ
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

と
見

立
て

後
に

、
施

設
措

置
す

べ
き

/
ア

セ
ス

メ
ン

ト
完

了
後

の
入

所
希

望

制
度

活
用

の
他

施
設

例
0

(
0
.0

)
1

(
0
.9

)
他

施
設

で
活

用
し

て
い

る
制

度
が

知
り

た
い

　
　

　
　

　
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

必
要

性
0

(
0
.0

)
8

(
7
.0

)
児

童
養

護
に

適
し

た
行

政
指

針
・
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
が

必
要

/
小

規
模

化
に

対
応

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

ほ
し

い

経
済

的
負

担
3

(
5
.5

)
7

(
6
.1

)
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

に
対

す
る

加
算

1
(

1
.8

)
2

(
1
.8

)
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
対

応
に

は
時

間
や

費
用

が
か

か
る

の
で

加
算

が
ほ

し
い

/
お

金
の

か
か

る
重

度
に

対
す

る
経

済
的

措
置

　
人

員
増

2
(

3
.6

)
5

(
4
.4

)
業

務
多

忙
な

の
で

栄
養

士
・
管

理
栄

養
士

の
配

置
数

増
を

希
望

/
人

員
不

足

正
し

い
知

識
の

普
及

3
(

5
.5

)
3

(
2
.6

)
研

修
会

開
催

増
1

(
1
.8

)
3

(
2
.6

)
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
研

修
会

を
多

く
し

て
ほ

し
い

/
多

職
種

が
理

解
で

き
る

わ
か

り
や

す
い

講
習

会
を

望
む

食
環

境
の

整
備

2
3
.6

0
0
.0

ア
レ

ル
ギ

ー
表

示
の

整
備

　
/
１

週
間

分
の

備
蓄

モ
デ

ル
と

、
備

蓄
に

貼
る

タ
イ

プ
の

目
印

が
必

要

施
設

外
連

携
9

(
1
6
.4

)
2

(
1
.8

)
医

療
機

関
と

の
連

携
2

(
3
.6

)
1

(
0
.9

)
医

師
と

の
連

携
の

と
り

方
2

(
3
.6

)
1

(
0
.9

)
担

当
医

師
か

ら
の

指
示

が
曖

昧
だ

と
困

る
/
 医

療
機

関
と

の
連

携
が

課
題

　
　

学
校

と
の

連
携

2
(

3
.6

)
1

(
0
.9

)
学

校
と

の
連

携
の

と
り

方
2

(
3
.6

)
1

(
0
.9

)
学

校
の

教
諭

に
も

認
識

を
深

め
て

も
ら

い
た

い
/
学

校
と

の
連

携
の

取
り

方
に

つ
い

て
知

り
た

い

他
施

設
・
機

関
と

の
連

携
5

(
9
.1

)
0

(
0
.0

)
他

施
設

・
機

関
と

の
情

報
交

換
1

(
1
.8

)
0

(
0
.0

)
他

施
設

・
行

政
も

含
ん

で
情

報
交

換
を

頻
繁

に
行

い
最

新
の

状
況

を
確

認
す

る
場

が
必

要

栄
養

士
間

の
情

報
交

換
2

(
3
.6

)
0

(
0
.0

)
栄

養
士

は
一

人
職

種
で

対
応

に
悩

む
の

で
、

他
施

設
で

の
栄

養
士

業
務

の
工

夫
点

知
り

た
い

/
施

設
栄

養
士

が
連

携
し

て
行

政
組

織
に

働
き

か
け

る

措
置

変
更

先
で

の
ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

2
(

3
.6

)
0

(
0
.0

)
措

置
変

更
時

に
乳

児
院

と
児

童
養

護
施

設
で

密
に

連
絡

が
取

れ
る

シ
ス

テ
ム

が
あ

れ
ば

よ
い

/
退

所
後

の
ア

レ
ル

ギ
ー

児
の

受
け

入
れ

先
に

困
る

施
設

体
制

1
9

(
3
4
.5

)
3
1

(
2
7
.2

)
施

設
の

受
け

入
れ

体
制

2
(

3
.6

)
3

(
2
.6

)
専

門
医

・
専

門
職

の
配

置
2

(
3
.6

)
0

(
0
.0

)
ア

レ
ル

ギ
―

専
門

医
が

い
る

の
で

重
症

児
童

が
措

置
さ

れ
る

/
看

護
師

配
置

に
よ

り
問

題
が

少
な

い

大
舎

制
の

構
造

上
の

問
題

0
(

0
.0

)
2

(
1
.8

)
大

舎
制

の
調

理
場

構
造

上
に

よ
り

重
度

受
け

入
れ

は
無

理
／

調
理

場
の

確
保

が
で

き
な

い

管
理

者
の

考
え

方
の

問
題

0
(

0
.0

)
1

(
0
.9

)
管

理
者

の
考

え
方

で
体

制
が

大
き

く
異

な
る

入
所

時
の

ア
レ

ル
ギ

ー
情

報
把

握
7

(
1
2
.7

)
1
6

(
1
4
.0

)
緊

急
入

所
・
情

報
不

足
に

よ
る

食
事

提
供

へ
の

不
安

3
(

5
.5

)
7

(
6
.1

)
緊

急
一

時
保

護
の

情
報

が
な

く
不

確
定

の
ま

ま
提

供
す

る
こ

と
も

多
々

あ
り

不
安

が
大

き
い

/
入

所
時

点
で

の
「
食

」
に

対
す

る
情

報
が

少
な

す
ぎ

る

保
護

者
か

ら
の

情
報

に
対

す
る

不
信

感
4

(
7
.3

)
2

(
1
.8

)
保

護
者

の
ア

レ
ル

ギ
ー

へ
の

知
識

不
足

や
思

い
込

み
に

困
る

/
家

庭
で

の
除

去
の

程
度

と
申

し
出

内
容

と
の

相
違

が
あ

る

情
報

収
集

担
当

者
間

の
認

識
や

能
力

差
の

問
題

0
(

0
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2‐2‐4 考察 

 本研究は乳児院・児童養護施設での食物アレルギーの対応について、ガイドラインの有

無別に自由記述欄に書かれた課題の特徴を検討したものである。分析により《その他》を

除いた 6 つの領域別にテクストを集約し、課題を明らかにすることができた。これらにつ

いて、①食物アレルギーの対応に影響する社会的養護施設の根本的な課題、②乳児院での

食物アレルギーに特化した課題、③児童養護施設での食物アレルギーに特化した課題、④

ガイドラインの有無からみた施設内外の連携に関する課題の 4 つに分けて考察する。 

食物アレルギーの対応に影響する社会的養護施設の根本的な課題 

 社会的養護施設に特徴的な課題として【入所時のアレルギー情報把握】、〈緊急入所・

情報不足による食事提供への不安〉、および【小規模化における課題】が明らかになった。

これらは、社会的養護施設が持つ根本的な課題であるが、食物アレルギーの給食対応に関

しては生命にもかかわることから影響が大きい。 

 小学校や保育所での食物アレルギーの情報収集および給食対応には、医師の診断による

「生活管理指導表」が必須とされている 7）。「生活管理指導表」は、医師からの情報提供

のための統一された様式であり、学校や保育所の中で栄養・食事ケアを行う際の根拠とな

り、また多職種での情報共有のためのツールでもある。ところが、社会的養護が必要な児

童の場合、【入所時のアレルギー情報把握】には限界がある。第 1 節では、乳児院の食物

アレルギー児の 2 人に 1 人、児童養護施設では 5 人に 1 人が入所時点でのアレルギー情報

が未確認であり、Ｇありの施設ほど未確認児がいたことを報告 2)したが、テクストの分析

により、診断確定までは〈緊急入所・情報不足による食事提供への不安〉をかかえながら

食事を提供していることが表出された。とりわけ乳児院ではＧありの施設の方が【入所時

のアレルギー情報把握】、〈緊急入所・情報不足による食事提供への不安〉に関するテク

ストの出現割合が多い傾向があった。夜間などの緊急入所を受け入れている施設は、乳児

院で 96％、児童養護施設 60％である 2)。乳児は児童相談所の一時保護所で対応できないこ

とも多いため、乳児院が一時保護の機能を担い、緊急の入所児を受け入れている施設が多

い。児童養護施設では児童相談所の一時保護所に余籍がない場合や休日・夜間などの緊急

に保護された場合などに一時保護の児童が入所してくる。しかし今後は児童養護施設にお

いても一時保護機能やアセスメントなどの多機能を備えること 8）が期待されているため、

情報把握の困難な児童への食事提供への機会は増え、同時にリスクへの不安も増えるもの
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と考えられる。 

 一方、現在、家庭的な環境で個人を尊重した養育環境にするために、施設本体とは別の

場所や施設本体の中で区切って少人数で生活する“小規模化”8）がすすめられている。保

育士等の担当職員は少人数かつ固定的で食事作りも行うため、家庭的な反面、職員の食に

対する認識差や食事作りの技能差をどのように一定の質に保つかが課題となっている。そ

のような中で、アレルギー児の食事作りをする場合、アレルゲンが混入しないようなキッ

チンの構造と保育士等の知識や技術が大きく影響する。また、物理的に栄養士が食事内容

を把握しにくいために保育士等に食事の助言がしにくいことも【小規模化における課題】

となる。堤の報告 9）では、児童養護施設の栄養士の役割として、「ケアワーカー、調理職

員と連携すること」としている。専門家である栄養士が、栄養ケア計画を立案し、児童本

人、調理師およびケアワーカー（保育士・指導員等）に助言できるよう、積極的に連携し

ていく必要がある。 

 以上のことから、保育園や小学校の既存ガイドラインは入所時点でアレルギー情報が確

定していることが前提で完全除去食を基本としているため、【入所時のアレルギー情報把

握】に限界があり個別対応を必要とする社会的養護施設では〈既存ガイドラインの不適応〉

につき、児童養護に合った〈ガイドラインの必要性〉がうかがわれた。 

乳児院での食物アレルギーに特化した課題 

 乳児期は離乳食を体験し幼児食へと移行していく時期であるため、乳児院での食物アレ

ルギーに特徴的なサブカテゴリである〈初発のリスクへの不安〉がＧなしにみられた。乳

幼児では、原因食品が未摂取であってもすでに感作されていることがあるので初めての摂

取時に症状が誘発されることがあり 10)、こういった症状は“初発”あるいは“新規発症”

と呼ばれている。保育所の調査において 12.2％の施設で新規発症があり、0 歳児に多く年

齢が進むにつれ少なくなることが報告されている 11）。「保育所におけるアレルギー対応ガ

イドライン」では未摂取食品をアレルギーの有・無と区別して情報把握するとともに、新

規発症を含めた不測の事態に備えた緊急対応の方法や、個別の緊急時体制を確認しておく

シートのフォーマットなども作成されている 12,13）。本研究では、Ｇなしでは〈初発のリス

クへの不安〉が約 10%あったが、Ｇありにはみられなかった。Ｇなしでは、ガイドライン・

マニュアルの整備がされていないため、【初発のリスク】など不測の事態に不安があるこ

とが推察された。また、Ｇありにのみ分類されたカテゴリには〈チャレンジテストへの要

望〉があった。「チャレンジテスト」とは「食物経口負荷試験」のことで、食品を摂取さ
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せ症状の有無を確認する検査である。リスクを伴うため医療機関などの緊急対応ができる

施設で実施する 14）必要がある。Ｇありの施設ほどアナフィラキシーショックのあるような

重症児がいる 2)ことから、〈チャレンジテストへの要望〉にみられるように【医療機関と

の連携】を求めているものと考えられた。 

児童養護施設での食物アレルギーに特化した課題 

 対象年齢の高い児童養護施設では、児童への直接的な支援に関する【食事指導】や【児

童の心理面への配慮】といったカテゴリの出現が特徴的であった。ガイドライン有無別に

みると《食事場面》に分類されるテクストのほとんどがＧなしの意見であった。アレルギ

ーに対応した食を施設外などでも選択できるような〈自立支援〉や、他児と異なる食事に

対する本人および児童間の理解を得るための教育については、栄養士だけで対応できるも

のではなく職員間の共通理解と連携が必要となる。既存ガイドラインでは個人別に取り組

むプランを作成し校内で共有することが求められている 15)。 

 また、アナフィラキシーショックなどに備えた《施設体制》としての【事故対応】、《給

食業務》の【重症児対応】が課題であり、これらのテクストはＧあり・なしに関係なく出

現していた。しかしその中の〈事故対応に対する不安〉や〈重症児対応に対する不安〉な

ど「不安」といったサブカテゴリはＧなしに特徴的にみられた。Ｇありの施設ほどアナフ

ィラキシーショックを起こすような重症児がいることが報告されている 2）。言い換えると、

Ｇなしでは重症児の対応には経験不足であることから、【事故対応】や【重症児対応】へ

の不安が意見に表れ、そのため児童養護施設に適した〈ガイドラインの必要性〉を《行政

施策》に求めていたと考えられる。 

 さらに、Ｇありでは【一時保護の食事対応】自体が煩雑で給食対応を困難なものにして

いることも表出された。食事に特別な配慮を要する児童が複数いる場合は、在所期間、除

去食品、除去の程度が多様であるほど、煩雑で過度な給食業務となり、誤食事故の危険性

16）が懸念される。家庭的に個別対応することが社会的養護施設に推奨される反面、今後ア

レルギー児童が増加し、かつ緊急一時保護委託児も増加していくとなると、さらに一時保

護の食事対応は困難になる。アセスメント（診断）実施の責任の所在、診断確定までの期

間はどのような点に注意して食事を提供すればよいのかということを含めた「児童養護に

適したガイドライン」が《行政施策》に望まれる。 
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ガイドラインの有無からみた施設内外の連携に関する課題 

 本研究では、Ｇあり・なし領域別のテクスト内容の量的な分布の違いにも注目し分析し

た結果、栄養士の「連携」に違いがあることが確認された。 

 Ｇありの乳児院の栄養士では《給食業務》領域の〈献立例〉を知りたいといった要望は

少なく、《施設内連携》の〈情報共有・共通理解の重要性〉や〈職員間の認識差〉を課題

と捉えていた。また、Ｇありの児童養護施設の栄養士では《食事場面》で児童の【食事指

導】に関する問題は少なく、《施設外連携》や情報交換を求めていることがわかった。つ

まりガイドラインがある場合は食物アレルギーの献立内容などの直接的な対応に関するニ

ーズよりも、児童を取り巻く職員や部署、外部機関などとの横断的・縦断的な連携に関す

ることに課題や関心が生じていたことが確認された。食物アレルギーの給食対応を適切に

行うためには施設内外で連携し情報を共有することが必要となる。そのための指針がガイ

ドラインである。乳児の場合は生活圏が小さく《施設内連携》として【情報共有・共通理

解】を図ることが重要となるが、児童養護施設では対象児の生活圏は施設外へと広がるこ

とに加えて【栄養士の 1 人配置】施設が多いため情報交換を必要とした《施設外連携》が

重要となる。そしてガイドラインを整備する目的は、食物アレルギー対応の給食を安全に

作るためのルールや基準を定め、業務の質を確保し、その結果、食物アレルギーによる事

故を防止することである。当該児童の食の安全・安心を確保すると同時に、食事提供にか

かわる担当者の不安も軽減する。そのためＧなしで複数領域にわたって “不安”のキーワ

ードがみられたものと考える。不安感から【正しい知識の普及】や【担当者の知識・技術】

の向上を求めていたと考えられた。ガイドラインがある場合は、給食業務だけでなく施設

内外の職員との連携を含めた取り組みや行動がルール化されているためにガイドラインが

ない場合よりも不安感が軽減された状態で食の提供に臨むことができると推察された。 

2‐2‐5 結語 

 食物アレルギーの給食対応に関する調査の自由記述欄に栄養士・管理栄養士が記載した

内容を分析した結果、入所時の情報把握が困難で、既存ガイドラインを活用しにくい状況

があり、食事提供に不安が生じていることがうかがわれた。ガイドラインがない施設の栄

養士は献立例や食事指導の仕方などの児童の支援に関するミクロな課題に着目し、一方、

ガイドラインのある施設の栄養士は施設内連携・施設外連携などの児童を取り巻く職員間・

部署間の情報共有や、他施設との関係についてのマクロな課題に視点が向いていると考え
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られた。栄養士・管理栄養士は経験年数が少なく施設に 1 名しかいない場合が多いので、

課題解決にはテクストにあるように「協力者を作ることが必要」である。ガイドラインが

ある場合は、施設内の連携・協力に注力するが、個別のアレルギー対応自体への不安は軽

減される可能性が示唆された。 

本研究の限界と課題 

 調査の回収率は高かったが、自由回答記入者は調査票回収数の 1/3 程度しかなかったこ

と、栄養士・管理栄養士の回答に対する分析であったことから結果を一般化しにくいこと

である。今回得た知見を一般化できるのかについて今後は施設長や直接処遇職員の意見も

合わせた検討、ならびに保育所・小学校が持つ課題との比較による検討をする必要がある。 

 

2‐3 小括 

 第 2 章では、これまで報告されたことのない乳児院・児童養護施設における食物アレル

ギーの調査を行い、児童の側からの実態および、環境整備の側としての給食対応の実態を

量的に明らかにすることができた。また、ガイドラインを有無別に群分けして、ガイドラ

インによる取り組みを行っている施設とそうでない施設においてこれらの違いを量的に検

討するとともに、量的研究で把握できない理由や背景を質的にも検討した。 

 得た児童側の知見はまず有症率である。有症率は、乳児院では 4.30％、児童養護施設は

3.11％であった。児童養護施設においては約 50%の回収率、乳児院においては約 80％とい

った高い回収率の中で得た有症率であり、全国調査としての意義は大きい。また、アレル

ギー情報が未確認のまま入所などの児童が 4 人に 1 人いることなど入所時の栄養アセスメ

ントができない社会的養護施設の特徴を明らかにすることができた。施設の体制について

得た知見としては、ガイドラインの整備状況に大きな差があることが明らかになった。ガ

イドラインの有無別の検討からは、アナフィラキシーショック経験児や情報不明児童など

の対応の難しい児童がいることで取り組みがルール化され構築されてきたものと示唆され

た。このことは、第 1 章で食物アレルギー対策の歴史がインシデントをきっかけに大きく

発展してきたことと共通している。しかし、ガイドラインによる取り組みが進んでいる理

由の推察はできたが、ガイドラインによる取り組みが進んでいない施設での阻害要因や給

食担当者が直面している課題を把握するには及ばなかった。 
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 そこで、第 2 節において栄養士・管理栄養士が記入した自由記述を分析した結果、社会

的養護施設に特徴的な課題である〈緊急入所・情報不足による食事提供への不安〉に加え

て、ガイドラインのない施設の栄養士は、乳児院での〈初発のリスクへの不安〉、児童養

護施設では〈事故対応に対する不安〉、〈重症児対応に対する不安〉など、第 1 節の結果

の背景みられた様々な点において不安感が高いことが示された。また《領域》別にみると、

施設内外の連携に関するマクロな領域の課題はガイドラインのある施設に多く、献立や食

事指導の仕方などのミクロな領域の課題はガイドラインのない施設に多いこともわかった。 

 これらのことから、ガイドラインがある場合には給食対応がシステム化・ルール化され

ているために給食業務などのミクロな不安は軽減され、よりマクロな課題である施設内外

の連携や施設体制等へと視点が変化しているものと推察された。「保育所におけるアレル

ギー対応ガイドライン（2019 年度改訂版）」では「生活管理指導表」はコミュニケーショ

ンツールである 13）、としている。本調査結果からも、ガイドラインの役割は施設内外の連

携をすすめるものと考えられた。同時に、給食担当者が不安なく業務を遂行できるツール

になると示唆された。 

 第 2 章の考察は、既存調査との比較にとどまったが、次の第 3 章では、同じ質問文言に

よる小学校・保育所での調査結果との比較を行う。さらに両者の問題点・課題の違いから、

なぜ社会的養護施設にガイドラインがないのかについてもアプローチを試みる。 
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第 3 章 社会的養護施設と保育所・小学校における食物アレルギーの  

    給食対応についての比較検討 

 

3‐1 緒言 

 現在、我が国の子どもの食物アレルギーの有症率は、保育施設の調査で 4.0％～6.3％1

～3）、小学校の調査で 4.5％4)と報告されている。乳児院や児童養護施設にも食物アレルギ

ーの児童等はいるがその全国的な実態はまだ報告されていないため、筆者らは、食物アレ

ルギーの児童等の実態ならびに給食対応の現状を報告 5,6）した。この中で、ガイドライン・

マニュアル等による取り組みを行っている施設は既存調査 1～4)に比べて少なく、食物アレ

ルギー児のうち約 1/4 は情報が未確認のまま入所し対応している現状 6)を明らかにした。

社会的養護施設である乳児院・児童養護施設にはアセスメントに必要な情報がないまま食

事を提供するといった特有の状況があるため、同じように乳幼児・児童等を対象としてい

ても保育所や小学校とは異なる問題点・課題があるものと推察される。しかし、前報 6）で

ある第 2 章においては既存調査との比較による考察であったため、比較対照による研究

が必要と考えた。そこで、前報 6）の研究を探究するために、既存のガイドライン・指針 7

～9）が示されている保育所・小学校に対して乳児院・児童養護施設と同様の調査を行い食

物アレルギー児の在籍状況などの実態を比較するとともに、給食対応においての問題点・

課題についての違いを検討した。 

 

3‐2 研究方法 

調査対象と調査方法 

 全国の乳児院・児童養護施設、保育所・小学校に対してアンケート調査を実施した。 

 乳児院・児童養護施設についての対象は第 2 章 6)と同様である。比較対照の保育所・小

学校の調査は 2017 年 8 月～9 月に実施した。保育所・小学校の調査対象の選定には、自治

体のホームページに記載されていた全国認可保育所（公立私立、認定こども園含む）22,152

施設、全国公立小学校 20,474 校を母集団にした。回収率を 1/3 と仮定し、都道府県別に乳

児院・児童養護施設と同数になるように無作為抽出し、保育所 318 施設、小学校 846 校に
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アンケート用紙を送付した。なお小学校を抽出する際に小中一貫校を選別することは不可

能であったため除外できなかった。 

調査内容 

 調査項目を下記に述べる。乳児院・児童養護施設対象に実施した調査票 6)をもとに、質

問内容が変わらない範囲で保育所・小学校に整合するように、「保育士・指導員」を「教

諭」にするなど文言を一部変更した。 

基本情報 

 施設の種別、年齢（学齢）別在籍児数などの施設の情報と、食物アレルギー対応の給食

方法（代替食、完全除去食、部分除去食、全員共通食材、児童と献立によって異なる、そ

の他、の 6 択）、ガイドライン等による取り組み状況などの給食業務の基本情報に加えて、

回答者職種などの基本情報も尋ねた。 

食物アレルギーのある在籍児数と関連する事象のある児童の有無 

 第 2 章と同様に「食物アレルギーを有する児童」、「食物アレルギーの給食対応のある

児童」など身体に関する状況について人数を求めた。また、「現時点で医師による診断書

(意見書・生活管理指導表など：以降省略)のない児童数」、「アレルギー情報が未確認の

まま入所(または入園または入学：以降省略)した児童」などの食物アレルギーにかかわる

情報や対応についても記入を求めた。 

食物アレルギーの給食対応を実施する上での問題点  

 給食対応に関する問題点について選択肢の中から回答を求めた。経験・知識に関するこ

と、給食業務に関すること、連携に関すること、設備・人・費用に関すること、児童に関

すること、その他にわけて項目を設けた。 

 本調査では、個人別の情報を必要としないため原因食材や症状については尋ねていない。 

解析対象と解析方法 

解析対象 

 乳児院 107 施設、児童養護施設 287 施設に加えて、保育所 122 施設、小学校 282 校から

アンケート用紙が回収された。回収率は既述の乳児院 79.9％、児童養護施設 47.8％と、保

育所では 38.4％、小学校では 33.3％であった。このうち食物アレルギーに関する児童数の
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記載のない施設を除いた有効回答数は、記述の社会的養護施設 392（乳児院 107、児童養護

施設 285）施設、および比較対照 399（保育所 121、小学校 278）施設・校であり、食物ア

レルギーのある児童の割合を算出するにあたってはこの 791 施設を解析対象とした。 

 次に、食物アレルギーに関連する事象のある児童の有無、および問題点・課題を解析す

る際の対象には、給食を実施していない保育所 1 施設と小学校 1 校、給食対応を要する食

物アレルギー児がいない施設、および、これらの質問に回答のない施設は除外した。この

結果、569（乳児院 55、児童養護施設 166、保育所 107、小学校 241）施設を解析対象とし

た。 

解析方法 

 在籍児童数、食物アレルギーのある児童の割合については、全施設の在籍児童総数を分

母にアレルギー児総数の割合を算出した。 

 比較の群分けには、未就学児対象施設として乳児院と保育所を比較し、就学年齢以降の

施設として児童養護施設と小学校で検討した。数値尺度の検定には正規性が認められなか

ったためマンホイットニーのＵ検定を用いた。 

 食物アレルギーの給食対応をしている児童がいる施設において、食物アレルギーに関連

する事象のある児童の有無について分布の差を調べるためフィッシャーの正確確率検定を

行った。さらに問題点についても分布の差を調べるためフィッシャーの正確確率検定を行

った。 

 食物アレルギーに関連する事象のある児童の有無および問題点で有意差が見られたもの

については、目的変数をそれぞれ乳児院（1）/保育所（0）、児童養護施設（1）/小学校（0）

として、多変量ロジスティック回帰分析を行った。調整変数には、施設の基本情報で差が

あり、関連事象の児童の有無に影響すると考えられる「施設規模」を大（1）と小（0）に

分けた。また、前報 6）より影響のあると考えられる「ガイドライン等による取り組み」あ

り（1）/なし（0）を投入した。施設規模の群分けの方法は、乳児院、保育所、児童養護施

設、小学校のそれぞれの中央値までを「小」と中央値以上を「大」とした。問題点につい

ては職種の意見が大きく影響すると考えられたため、「回答者職種」が栄養士（1）/それ

以外（0）も調整変数に加えた。これら 3 つの変数全部を調整し検討した。 

 解析には SPSS Statistics 22 および Exact Tests 22（日本アイ・ビー・エム株式会社）

を使用した。有意水準は 5％(両側検定)とした。 
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倫理的配慮 

 第 2 章の調査 6）に同じく、調査票は無記名で記入を求めた。対象施設への説明は文面で

記載し、記入は自由意志であること、返信をもって同意したとみなすこと、送付後も取り

やめができること、データの管理は鍵のかかる書庫で保管をすることなどを明記し実施し

た。なお本研究は、大阪夕陽丘学園短期大学倫理審査会において承認を得た上で行われた

（承認番号 28001、2016 年 6 月 24 日）。 

 

3‐3 研究結果 

3‐3‐1 対象施設の特徴と食物アレルギー児の在籍状況（表 3‐1） 

 対象施設の特徴と食物アレルギー児の在籍状況を表 3‐1 に示した。 

 「食物アレルギー児の割合（有症率：全施設の食物アレルギー児合計数を在籍全数で除

したもの）」は、前報 5,6）の乳児院 4.3％、児童養護施設 3.1％に対し、今回の調査で保

育所は 5.1％、小学校は 4.1％であることがわかった。「給食対応が必要な食物アレルギ

ー児の割合」は、乳児院 4.1％、保育所 4.8％、児童養護施設 2.7％、小学校では 2.0％で

あり、小学校では食物アレルギー児の約半数は給食対応が不要あるいは行われていなかっ

た。 

 乳児院、児童養護施設はそれぞれ保育所、小学校に比べて 1 施設当たりの在籍数が少な

く、食物アレルギー児がいる施設の割合（乳児院 54.2％、保育所 90.9％、児童養護施設

61.8％、小学校 96.4％）、ならびに給食対応が必要なアレルギー児がいる施設の割合（乳

児院 51.4％、保育所 89.1％、児童養護施設 58.2％、小学校 87.0％）のいずれも、社会的

養護施設の方が有意に低かった。1施設当たりの平均アレルギー児の数は、乳児院 1.0人、

児童養護施設で 1.3 人であったが、保育所では 5.1 人、小学校で 14.5 人と多かった。ま

た、乳児院の 45.8%、児童養護施設の 38.2％にはアレルギー児が在籍していなかった。 

3‐3‐2 食物アレルギーの給食対応の状況（表 3‐2） 

 給食対応が必要な児童がいる施設に限定し、給食対応の状況を表 3‐2 に示した。 

 アレルギー対応の給食方法は、乳児院と保育所、児童養護施設のいずれも「代替食」が

最も多かったが、小学校では「完全除去」が多かった。未就学施設においては「児童とそ
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の日の献立によって異なる」（以降、児童と献立によって）は保育所よりも乳児院で有意

に多かった。就学以降では、児童養護施設では「代替食」、「部分除去」が多く、小学校

では「完全除去」、「全員共通食材」が多かった。また、ガイドライン・マニュアルなど

の明文化されたルールによって取り組んでいる施設は乳児院 43.6％、保育所 82.9％、児

童養護施設 28.4％、小学校 95.8％と社会的養護施設で有意に低かった。 

 回答者職種が栄養士・管理栄養士であるか否かについても有意差があり、保育所・小学

校が 20～30％程度であるのに対して、乳児院・児童養護施設では栄養士の回答は 70～90％

と高かった。 

3‐3‐3 食物アレルギーに関連して起こる事象のある児童の有無（表 3‐3、表 3‐4） 

 食物アレルギーに関連して起こる事象のある児童の有無を表 3‐3 に示した。社会的養

護施設では児童数・食物アレルギー児数ともに少ないにもかかわらず、「アレルギー情報

が未確認のまま入所した児童」、「入所時情報と事実に相違があった児童」、「事実相違

のうち初発と思われる児童」、「ヒヤリハットの経験」は、保育所・小学校よりも有意に

高かった。 

 表 3‐4 に食物アレルギーに関連して起こる事象のある児童の有無を、施設規模とガイ

ドライン等の有無で調整したオッズ比の結果を示した。乳児院では保育所よりも「アレル

ギー情報が未確認のまま入所した児童」、「ヒヤリハットの経験」において有意に高く、

児童養護施設は小学校よりも「アレルギー情報が未確認のまま入所（園・学）した児童」、

「ヒヤリハットの経験」で有意に高かった。 

3‐3‐4 食物アレルギーの給食対応の問題点・課題（表 3‐5、表 3‐6）  

 食物アレルギーの給食対応での問題点を表 3‐5 に示した。いずれの施設においても「事

故（誤配・誤食・混入）の予防」、「事故（誤配・誤食・混入）の対応」と、「外食・外

泊時または行事などの対応」が 35～50％程度の高値を示した。小学校を除いて「調理作

業が煩雑」、「アレルギー用非常食の備蓄」においても高値を示し、乳児院では 52.7％が

「緊急入所児・一時保育児の食事対応」に困っていた。 

 社会的養護施設での特徴は、乳児院で「対応したことがなく不安」、「職員の知識・理

解不足」、「職員間の意見の相違」が保育所に比べて有意に高く、児童養護施設ではこれ

らの項目に加えて「食物アレルギーの知識がない」、「直接処遇者（または保育現場また
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は教員）の知識・理解不足」など、経験や知識に関する項目すべてで有意に高かった。一

方、保育所・小学校で高かった項目は「医療機関との連携」であった。小学校ではこれに

加えて「設備が不十分」、「人員が不足」も児童養護施設に比べて有意に高かった。 

 「施設規模」、「回答者職種」、「ガイドライン等」を調整変数としてオッズ比を検討

した結果を表 3‐6 に示す。関連が強かった項目は、乳児院では「緊急入所児・一時保育

児の食事対応」で、オッズ比は 7.96（2.67－23.76）と有意に高かった。オッズ比が有意

に低かった項目は「医療機関との連携」の 0.07（0.013－0.424）であった。児童養護施設

で有意に高かったオッズ比は、「食物アレルギーの知識がない」12.72（1.93－83.89）、

「アレルギー用非常食の備蓄」12.89（4.33－38.37）であり、「設備が不十分」0.03（0.01-

0.13）、「人員が不足」0.08（0.16-0.35）は有意に低かった。 
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75

31
.3

そ
れ

以
外

§
15

28
.3

83
77

.6
21

12
.8

16
6

68
.9

無
回

答
2

―
0

―
2

―
0

―

ｐ
値

:分
布

の
差

は
Fi

sh
er

の
正

確
確

率
検

定
を

用
い

て
検

定
し

た
。

無
回

答
は

回
答

数
の

み
記

入
し

分
布

の
算

出
に

は
含

め
ず

欠
損

値
と

し
て

処
理

し
た

。

有
意

差
の

あ
っ

た
ｐ

値
を

太
字

に
し

、
多

い
群

の
セ

ル
を

網
か

け
に

し
た

。

†：
複

数
回

答

§
:そ

れ
以

外
の

職
員

は
、

乳
児

院
で

は
看

護
師

・施
設

長
な

ど
、

児
童

養
護

施
設

で
は

施
設

長
・指

導
員

・主
任

指
導

員
・主

任
保

育
士

・事
務

職
員

な
ど

、
保

育
所

で
は

園
長

・副
園

長
・主

任
指

導
員

な
ど

、
小

学
校

で
は

養
護

教
諭

、
主

任
教

員
な

ど
。

‡：
「取

り
組

み
あ

り
」は

「施
設

独
自

に
作

成
し

た
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

を
使

用
」、

「入
所

型
（通

所
で

は
な

い
）児

童
福

祉
施

設
用

に
作

成
さ

れ
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
を

使
用

」、
「保

育
所

や
小

学
校

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

を
使

用
」

  「
明

文
化

さ
れ

た
申

し
合

わ
せ

事
項

に
従

っ
て

い
る

」を
  合

わ
せ

た
。

「取
り

組
み

な
し

」は
「明

文
化

さ
れ

た
も

の
は

な
くそ

の
時

々
に

応
じ

て
対

応
」、

「わ
か

ら
な

い
、

把
握

し
て

い
な

い
」を

合
わ

せ
た

。

未
就

学
児

対
象

施
設

就
学

児
以

降
対

象
施

設

乳
児

院
（ｎ

＝
55

)
保

育
所

（ｎ
＝

10
7)

児
童

養
護

施
設

（ｎ
＝

16
6)

小
学

校
†

（ｎ
＝

24
1)
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 表
 3

-3
　

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
に

関
連

し
て

起
こ

る
事

象
の

あ
る

児
童

の
有

無
　

　
　

（給
食

対
応

が
必

要
な

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
児

が
い

る
56

9施
設

）

項
目

施
設

数
％

施
設

数
％

施
設

数
％

施
設

数
％

身
体

状
況

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

の
あ

る
児

童
い

る
11

20
.0

39
36

.4
0.

03
3

28
16

.9
12

0
49

.8
＜

0.
00

1

エ
ピ

ペ
ン

®
処

方
の

あ
る

児
童

い
る

1
1.

8
12

11
.2

0.
06

2
15

9.
0

13
4

55
.6

＜
0.

00
1

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

シ
ョッ

ク
を

起
こ

し
た

児
童

†
い

る
4

7.
3

13
12

.1
0.

42
9

5.
4

34
14

.1
0.

00
5

情
報

・対
応

現
時

点
で

医
師

の
診

断
書

等
（生

活
管

理
指

導
表

な
ど

）の
な

い
児

童
い

る
20

36
.4

11
10

.3
＜

0.
00

1
49

29
.5

96
39

.8
0.

03
5

ア
レ

ル
ギ

ー
情

報
が

未
確

認
の

ま
ま

入
所

(園
・学

）し
た

児
童

い
る

33
60

.0
24

22
.4

＜
0.

00
1

41
24

.7
21

8.
7

＜
0.

00
1

入
所

時
情

報
と

事
実

に
相

違
の

あ
っ

た
児

童
い

る
25

46
.3

29
27

.1
0.

02
1

61
37

.2
47

19
.5

＜
0.

00
1

事
実

相
違

の
う

ち
初

発
（新

規
発

症
）と

思
わ

れ
る

児
童

い
る

24
43

.6
22

20
.6

0.
00

3
44

26
.5

24
10

.0
＜

0.
00

1

誤
食

の
経

験
‡

あ
り

19
34

.5
22

20
.6

0.
05

9
33

19
.9

32
13

.3
0.

09
8

ヒ
ヤ

リ
ハ

ッ
ト

の
経

験
‡

あ
り

23
41

.8
23

21
.5

0.
00

9
36

21
.7

33
13

.7
0.

04
3

ｐ
値

:乳
児

院
・児

童
養

護
施

設
Ｖ

Ｓ
保

育
所

・小
学

校
の

分
布

の
差

を
Fi

sh
er

の
正

確
確

率
検

定
を

用
い

て
検

定
し

た
。

有
意

差
の

あ
っ

た
ｐ

値
を

太
字

に
し

、
多

い
群

の
セ

ル
を

網
か

け
に

し
た

。

欠
損

値
は

解
析

ご
と

に
除

外
し

た
。

†：
過

去
３

年
間

‡：
過

去
1年

間

未
就

学
対

象
施

設
就

学
以

降
対

象
施

設

乳
児

院
（ｎ

＝
55

)
保

育
所

（ｎ
＝

10
7)

ｐ
値

児
童

養
護

施
設

（ｎ
＝

16
6)

小
学

校
（ｎ

＝
24

1)
ｐ

値
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表
 3

-
4
　

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
に

関
連

し
て

起
こ

る
事

象
の

あ
る

児
童

の
有

無
で

有
意

差
が

あ
っ

た
項

目
の

関
連

の
強

さ

項
目

身
体

状
況

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

の
あ

る
児

童
い

る
0
.2

6
0
.0

1
0

0
.3

7
0
.0

2
5

　
（
0
.0

9
－

0
.7

3
）

（
0
.1

6
－

0
.8

8
）

エ
ピ

ペ
ン

®
処

方
の

あ
る

児
童

い
る

0
.0

9
＜

0
.0

0
1

（
0
.0

3
－

0
.2

1
）

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

シ
ョ
ッ

ク
を

起
こ

し
た

児
童

§
い

る
3
.1

1
0
.0

5
8

（
0
.9

6
－

1
0
.0

5
）

情
報

・
対

応
現

時
点

で
医

師
の

診
断

書
等

の
な

い
児

童
い

る
2
.1

5
0
.1

6
0
.2

3
0
.0

0
1

（
0
.7

4
－

6
.2

6
）

（
0
.1

0
－

0
.5

4
）

ア
レ

ル
ギ

ー
情

報
が

未
確

認
の

ま
ま

入
所

(園
・
学

）
し

た
児

童
い

る
3
.6

2
0
.0

1
4
.8

8
0
.0

0
1

（
1
.3

7
－

9
.6

2
）

（
1
.8

9
－

1
2
.6

0
）

入
所

時
情

報
と

事
実

に
相

違
の

あ
っ

た
児

童
い

る
0
.6

3
0
.6

6
1
.4

2
0
.5

7

（
0
.8

3
－

4
.8

3
）

（
0
.4

3
－

4
.7

5
）

事
実

相
違

の
う

ち
初

発
と

思
わ

れ
る

児
童

い
る

2
.0

4
0
.5

1
1
.3

5
0
.6

7
（
0
.2

5
－

1
6
.6

7
）

（
0
.3

3
－

5
.5

0
）

誤
食

の
経

験
||

あ
り

ヒ
ヤ

リ
ハ

ッ
ト

の
経

験
||

あ
り

4
.8

1
0
.0

0
1

4
.1

0
0
.0

0
3

（
1
.6

1
－

9
.4

1
）

（
1
.6

2
－

1
0
.3

8
）

目
的

変
数

は
、

未
就

学
児

対
象

施
設

で
は

乳
児

院
（
1
）
/
保

育
所

（
0
）
、

就
学

児
以

降
対

象
施

設
で

は
児

童
養

護
施

設
（
1
）
/
小

学
校

（
0
）
。

多
重

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ッ

ク
回

帰
分

析
で

強
制

投
入

法
を

用
い

た
。

調
整

変
数

に
、

施
設

規
模

大
（
1
）
/
小

（
0
）
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
有

（
1
）
/
無

（
1
）
を

投
入

し
た

。
未

就
学

対
象

施
設

　
ｎ
＝

1
5
8
、

就
学

以
降

対
象

施
設

　
ｎ
＝

3
9
6
。

§
：
過

去
３

年
間

||
：
過

去
1
年

間

有
意

差
の

あ
っ

た
ｐ

値
を

太
字

に
し

オ
ッ

ズ
比

を
網

掛
け

に
し

た
。

「
―

」
は

F
is

h
e
rの

正
確

確
率

検
定

で
有

意
差

が
な

か
っ

た
た

め
分

析
し

て
い

な
い

こ
と

を
示

す
。

未
就

学
対

象
施

設
乳

児
院

（
1
）
/
保

育
所

（
0
）

就
学

以
降

対
象

施
設

児
童

養
護

施
設

(1
）
/
小

学
校

（
0
）

調
整

オ
ッ

ズ
比

　
（
9
5
%
信

頼
区

間
）
　

　
 ｐ

値
調

整
オ

ッ
ズ

比
　

（
9
5
%
信

頼
区

間
）
　

　
 ｐ

値

―

― ― ―
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 表
 3

-
5
　

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

給
食

対
応

の
問

題
点

・
課

題
　

（
給

食
対

応
が

必
要

な
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

児
が

い
る

5
6
9
施

設
）

　
施

設
数

％
施

設
数

％
施

設
数

％
施

設
数

％

対
応

し
た

こ
と

が
な

く
不

安
5

9
.1

1
0
.9

0
.0

1
8

2
3

1
3
.9

1
4

5
.8

0
.0

0
8

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

知
識

が
な

い
4

7
.3

4
3
.7

0
.4

5
1
7

1
0
.2

7
2
.9

0
.0

0
3

調
理

職
員

の
知

識
・
理

解
不

足
1
0

1
8
.2

4
3
.7

0
.0

0
5

2
6

1
5
.7

9
3
.7

＜
0
.0

0
1

直
接

処
遇

者
（
ま

た
は

保
育

現
場

ま
た

は
教

員
）
の

知
識

・
理

解
不

足
1
3

2
3
.6

1
2

1
1
.2

0
.0

6
4

5
2

3
1
.3

3
3

1
3
.7

＜
0
.0

0
1

事
故

（
誤

配
・
誤

食
・
混

入
）
の

予
防

2
7

4
9
.1

5
9

5
5
.1

0
.5

1
6
6

3
9
.8

1
2
2

5
0
.6

0
.0

3
4

事
故

（
誤

配
・
誤

食
・
混

入
）
の

対
応

1
9

3
4
.5

4
8

4
4
.9

0
.2

4
7
1

4
2
.8

1
0
3

4
2
.7

1
.0

0

献
立

作
成

が
煩

雑
1
3

2
3
.6

2
3

2
1
.5

0
.8

4
3
1

1
8
.7

4
0

1
6
.6

0
.6

0

調
理

作
業

が
煩

雑
2
2

4
0
.0

4
3

4
0
.2

1
.0

0
5
1

3
0
.7

4
0

1
6
.6

0
.0

0
1

連
携

に
関

す
る

こ
と

幼
稚

園
・
学

校
と

の
対

応
1

1
.8

-
-

-
2
0

1
2
.0

-
-

-

保
護

者
と

の
対

応
-

-
2
4

2
2
.4

-
-

-
6
0

2
4
.9

-

医
療

機
関

と
の

連
携

3
5
.5

2
6

2
4
.3

0
.0

0
2

2
1

1
2
.7

5
1

2
1
.2

0
.0

3
4

職
員

間
の

意
見

の
相

違
1
0

1
8
.2

7
6
.5

0
.0

3
2
8

1
6
.9

1
4

5
.8

＜
0
.0

0
1

設
備

が
不

十
分

1
2

2
1
.8

2
0

1
8
.7

0
.6

8
1
4

8
.4

5
4

2
2
.4

＜
0
.0

0
1

人
員

が
不

足
1
2

2
1
.8

1
6

1
5
.0

0
.2

8
1
1

6
.6

6
1

2
5
.3

＜
0
.0

0
1

食
材

購
入

が
困

難
、

費
用

が
か

か
る

1
2

2
1
.8

2
1

1
9
.6

0
.8

4
2
2

1
3
.3

1
9

7
.9

0
.0

9
4

児
童

に
関

す
る

こ
と

当
該

児
童

へ
の

精
神

面
へ

の
影

響
1
2

2
1
.8

1
2

1
1
.2

0
.1

0
2
0

1
2
.0

2
4

1
0
.0

0
.5

2

他
の

児
童

へ
の

説
明

1
1
.8

1
0

9
.3

0
.1

0
1
5

9
.0

2
1

8
.7

1
.0

0

そ
の

他
外

食
・
外

泊
時

ま
た

は
行

事
な

ど
の

対
応

2
2

4
0
.0

3
1

2
9
.0

0
.1

6
4
8

2
8
.9

7
6

3
1
.5

0
.5

9

緊
急

入
所

児
・
一

時
保

育
児

の
食

事
の

対
応

2
9

5
2
.7

1
2

1
1
.2

＜
0
.0

0
1

6
3

3
8
.0

-
-

-

ア
レ

ル
ギ

ー
用

非
常

食
の

備
蓄

1
9

3
4
.5

3
5

3
2
.7

0
.8

6
6
6

3
9
.8

3
5

1
4
.5

＜
0
.0

0
1

そ
の

他
†

1
1
.8

4
3
.7

0
.6

6
6

3
.6

1
5

6
.2

0
.2

7

ｐ
値

:分
布

の
差

を
F
is

h
e
rの

正
確

確
率

検
定

を
用

い
て

検
定

し
た

。

有
意

差
の

あ
っ

た
ｐ

値
を

太
字

に
し

、
多

い
群

の
セ

ル
を

網
か

け
に

し
た

。

欠
損

値
は

解
析

ご
と

に
除

外
し

た
。

†
：
そ

の
他

の
意

見
例

は
、

乳
児

院
で

は
「
献

立
の

工
夫

」
、

保
育

所
で

は
「
業

者
の

知
識

不
足

」
、

児
童

養
護

施
設

で
は

「
入

所
時

情
報

の
把

握
」
、

「
栄

養
士

不
在

時
の

対
応

」
、

小
学

校
で

は
「
栄

養
士

・
栄

養
教

諭
が

い
な

い
」
、

　
　

「
教

育
委

員
会

と
の

連
携

」
、

「
職

員
の

精
神

的
負

担
」
、

「
変

更
が

多
い

」
な

ど
が

挙
げ

ら
れ

て
い

た
。

「
―

」
は

該
当

し
な

い
た

め
回

答
を

求
め

て
い

な
い

。

設
備

・
人

・
費

用
に

関
す

る
こ

と

経
験

・
知

識
に

関
す

る
こ

と

給
食

業
務

に
関

す
る

こ
と

未
就

学
対

象
施

設
就
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3‐4 考察 

3‐4‐1 有症率・アレルギー児のいる施設の比較 

 第 3 章では乳児院・児童養護施設における食物アレルギーの児童の実態と給食対応に

ついて困っていることを保育所・小学校と比較し検討したものである。第 2 章 5,6)で報告

した乳児院・児童養護施設の食物アレルギー児の在籍割合（有症率：乳児院 4.3％、児童

養護施設 3.1％）に対して、同一アンケートで調査した結果、保育所で 5.1％、小学校で

4.1％といった結果を得ることができた。対象年齢の分布が同じではないため、有症率の

比較には注意が必要であるが、4 種類の施設とも既存の大規模調査の報告 1～4）にかけ離れ

た数値ではなかった。しかし、施設の在籍数の規模が小さい社会的養護施設では 1 施設当

たりの平均食物アレルギー児数は約 1 名程度と少なく、アレルギー児がいない施設も半

数近くある。保育所・小学校では約 90％の施設でアレルギー対応の給食が必要な児童が

おり、1 施設当たりの平均人数も多い。社会的養護施設ではアレルギーのある児童の給食

を対応する経験はさほど多くないことが確認された。 

3‐4‐2 食物アレルギーの給食対応方法の比較 

 次に、給食対応が必要なアレルギー児がいる施設に限定して検討した給食方法（表 3‐

2）では、乳児院の方が保育所に比べて「児童と献立によって」で有意に高く、乳児院の

方がより個別化された対応が行われていると考えられた。児童養護施設でも「代替食」、

「部分除去」といった対応がなされていた。一方、「完全除去」や「全員共通食材」など

の画一的な対応は在籍規模・アレルギー児数の多い小学校で行われていることが確認され

た。「食物アレルギーの栄養食事指導の手引き 2017」10）では、給食対応において過度に

複雑な除去食は事故につながることから、完全除去対応を原則としている。しかし設備面

や知識・スキルなどの面で可能であれば個別対応できると良いといったことも記載 10)さ

れている。保育所を対象にした先行研究 3)では栄養士・管理栄養士のいない施設で代替食

を行っている施設が少なかったという報告がある。家庭の代わりの社会的養護施設では、

栄養士が配置 11)されている上、1 施設のアレルギー児数が少ないこともあり、児童とその

日の献立によって代替食を個別に対応しているものと推察された。 
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3‐4‐3 問題点・課題の比較 

 給食対応の問題点・課題を社会的養護施設と保育所・小学校で比較した時、社会的養護

施設において特有な問題点・課題である「緊急入所児・一時保育児の食事対応」であるこ

とが確認された（表 3‐5）。乳児院では 3 つの変数（施設規模、ガイドライン等、回答者

職種）を調整したオッズ比においても有意に高かった（表 3‐6）。緊急を要するケースは

児童相談所の一時保護所で児童を保護するが、乳児の場合は乳児院が一時保護機能も兼ね

ている 12）。緊急なのでアレルギーをはじめとする様々な情報は不明のままミルクや食事

を与えなくてはならないケースがある。乳児だけでなく幼児以降の児童においても、虐待

の増加により一時保護所で受け入れきれない場合は児童養護施設で緊急一時保護児童を

受け入れているといった現状がある。小学校では「一時入学」など通常ないことから本調

査で選択肢に入れなかったため表 3‐5・表 3‐6 において比較はできなかったが、「緊急

入所児の食事対応」は社会的養護施設の課題・問題点の特徴と言える。 

 また、社会的養護施設では保育所・小学校に比べると経験や知識に関する項目で問題と

していたことが特徴的であった（表 3‐5）。乳児院では「対応したことがなく不安」、

「調理職員の知識・理解不足」で有意差があり、児童養護施設では「食物アレルギーの知

識がない」、「直接処遇者(または保育現場または教員)の知識・理解不足」も含めて全項

目で有意差があった。つまり、回答者・調理職員・直接処遇者の三者ともに知識や理解が

ないことが問題点となっていた。この理由として考えられるのは、先に述べたように施設

規模が小さいのでアレルギー給食を対応する経験が少ないことにある。経験のないことが

知識のない不安につながったものと考えられた。 

 対象児童が少なければ、ガイドラインの整備を必要としない可能性がある。しかし、施

設内に明文化された共通のルールを作ることは、個人の経験や知識に大きく影響すること

なく、一定の安全と質を担保することができる。また、部署間の共通理解と施設内の連携

もしやすくなる。 

 「施設規模」、「ガイドライン等」、「回答者職種」を調整して解析した際にも児童養

護施設では「食物アレルギーの知識がない」との関連が強かった。食物アレルギーの給食

対応を行っているにもかかわらず「食物アレルギーの知識がない」が有意に高かったのは、

重症児を想定しての回答と考えられる。調査票の自由記述欄にも「現在は軽度の除去対応

であるが、重度の児童が入所した場合に対応できるのか不安」といった意見が記載 5)され

ていた。食物アレルギー児がいても複雑な給食対応の必要がないため、「対応したことが
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ない」、「知識がない」と捉えた回答があり、重症児童に対する対応の不安を指したもの

と推察された。一方で「医療機関との連携」については保育所や小学校に比べると問題と

する施設は少なく、入所後は診断されていたことから、施設の嘱託医や専門の医療機関と

連携し適切なケアを施されていると考えられた。 

 以上のことから、社会的養護施設における食物アレルギー児の給食対応を保育所・小学

校と比較すると、経験不足の不安や知識の不足に困っているといった課題が確認された。

いつどのような症状のアレルギー児が情報未確認のまま入所するとも限らないため、不安

や困ることのないように食物アレルギーの知識や対応のスキルを身につけ、リスク管理の

体制を整える必要がある。近年、社会的養護施設では、小規模化で家庭的養育 13,14)を目指

した取り組みが進んでいるため、保育士や指導員も調理を担当することが求められている。

国はアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 15）において、専門職に対する教育

を推進している。給食担当者だけでなく、施設職員全体で食物アレルギーの知識や技術の

向上が望まれる。 

 

3‐5 結語 

 社会的養護施設では保育所・小学校と比べると、施設の児童数の規模が小さいため、食

物アレルギー児が在籍しない施設も多い。重症児の食物アレルギーの給食対応の経験はさ

らに少ないと考えられることから、経験不足により不安を感じ、食物アレルギーの知識を

必要としていることが推察された。 

 施設の特性上、食物アレルギーの情報を確認できないまま緊急に入所する児童がいるこ

とから、組織一体となって食の対応に取り組むための正しい知識の普及と施設体制の整備

が必要である。 

本研究の限界と課題 

 本研究の限界と課題を述べる。施設の基本情報に差がある中で検討を行ったため、施設

規模、ガイドライン等の有無、回答者職種など結果に影響すると考えられる変数は調整し

たが、これ以外の影響がある可能性を捨てきれない。特に、課題・問題点は栄養士の配置

状況に影響すると考えられたが、当該保育所・小学校に栄養士の配置はなく、役所、教育

委員会、給食センターの栄養士・栄養教諭が複数の保育所・小学校のアレルギー食の対応



81 

 

を行っている場合もあり、関与の程度は様々である。本研究ではこのような多様な状況を

把握できなかったため栄養士の配置状況との関連は検討できなかった。 

3‐6 小括 

 この章では、乳児院・児童養護施設と保育所・小学校での給食対応における問題点の違

いを明らかにすることを目的にした。調査の精度を高めるために社会的養護施設の都道府

県別の回収数に合わせて全国で同程度の数が分布するように、層化無作為抽出法によって

保育所・小学校を選択し比較した。 

 その結果、社会的養護施設では、給食対応において経験不足や知識不足の項目で問題と

している施設が多かった。施設規模などを調整したオッズ比で検討したところ、乳児院で

は保育所よりも「緊急入所児・一時保育児の食事対応」が問題で、児童養護施設では小学

校よりも「食物アレルギーの知識がない」ことを問題としていた。 

 社会的養護施設では全体の有症率は保育所・小学校とさほど変わりはなかったが、施設

規模が小さいため、保育所・小学校と比べて食物アレルギー児が在籍していない施設が多

いことが確認された。保育所や小学校ではほとんどの施設・校でアレルギー児が在籍して

いるが、栄養士・管理栄養士が配置されていないこともあるためガイドラインによる取り

組みの必要性は高い。一方、社会的養護施設では栄養士が配置されているのでアレルギー

食の対応は各施設に任され、そのために行政主導のガイドラインやマニュアルが示されて

こなかったとも考えられる。しかし、社会的養護施設では栄養士が配置されていても、緊

急入所やアレルギー情報が確認できない場合も多い上に、重症ケースの経験がないために

不安を感じており、その結果食物アレルギーの知識を必要としていることが示唆された。

社会的養護施設に合ったガイドラインが必要と考える。
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第 4 章 終章 

 

各章のまとめ 

 本研究では、社会的養護を目的とした施設において、保育所や学校で示されている食物

アレルギーの実態調査および給食対応のガイドライン・マニュアルがないことに着目し、

社会的養護施設での食物アレルギーを有する児童と食物アレルギーの給食対応について実

態を把握するとともに、社会的養護施設におけるガイドラインの果たす役割と必要性を検

討した。各章の概要は以下の通りである。 

 第 1 章では、食物アレルギーと社会的養護の概説を行い、歴史的背景にも言及した。ま

た文献研究により児童の入所から退所に至る給食対応のシステムをフレーム化し、調査の

調査票を作成した。 

 歴史的にみると、国のアレルギー対策の変遷は 2012 年 12 月の調布市の事故以降、大き

く進展してきたことが明らかになった。実態把握（調査）の結果ガイドラインができ 1～6）、

生活管理指導表に基づいた給食対応が現場には浸透しないといった課題があったが、事故

後に、現状調査が行われ、給食対応についての通知と具体的な指針が出る 7～9）などの整備

がなされてきたことがわかった。ガイドラインは、食物アレルギーをはじめとするアレル

ギー対応のあり方を示したものである。この中に示されている生活管理指導表は、医師の

正確な診断に基づく除去食の根拠であり、施設内外のコミュニケーションと連携促進のた

めのツールであることを確認できた。一方、社会的養護施設では、保育所や学校の給食よ

りも手厚い職員配置などの施設運営 10）が行われ、家庭的な少人数の養育からさらには里親

委託に向かっている 11）現状を整理した。 

 以上を踏まえて、先行研究・関連研究を検索しレビューしたところ、社会的養護施設に

おける食物アレルギーの有症率、給食対応や体制に関する全国規模での研究は前例がなく、

本研究に取り組む意義があることが確認された。また、保育所や学校での食物アレルギー

の先行研究を分析し、質問項目を給食業務に反映させて作成した。 

 第 2 章では、第 1 章で作成した調査票による調査を行い、量的・質的にそれぞれ 2 つの

節で明らかにした。第 1 節では、児童の側からの実態と、環境整備の側としての給食対応

の実態を量的に明らかにするとともに、ガイドラインの有無別に群分けして違いを検討し

た。得た児童側の知見は有症率である。有症率は、乳児院では 4.30％、児童養護施設は



83 

 

3.11％であった。全国児童養護施設の約 50%、全国乳児院の約 80％という高い回収率の中

で得た有症率であり、全国調査としての意義は大きい。既存調査と比べて有症率自体の特

異性は見られなかったが、医師の診断書のないまま入所、アレルギー情報が未確認のまま

入所、事実と異なるなどの児童が 4 人に 1 人いることなど、入所時の栄養アセスメントが

できない社会的養護施設の特徴を明らかにすることができた。施設側の体制についての知

見としては、ガイドラインを用いている施設の割合は保育所や小学校の 1/3 程度しかない

一方で、独自に作成している施設の割合は既存調査より多かった。取り組みに差があるこ

とがわかったため、ガイドラインの有無別で多変量解析によりその関連を分析した結果、

ガイドラインがある施設の方が、アナフィラキシーショック経験児や情報不明な児童がい

ることがわかり、対応の難しい児童がいることでガイドラインによる取り組みが構築され

てきたことが推測された。しかし、ガイドラインによる取り組みが進んでいない施設での

阻害要因や給食担当者が直面している困難を把握するには及ばなかった。 

 そこで、第 2 節では自由記述欄の内容について質的分析を通して考察した。アレルギー

の給食対応においての担当者であり、調査の回答者として大多数を占める栄養士・管理栄

養士が回答した課題や困難をガイドラインの有無別に明らかにすることで、量的な結果で

は表れてこないような阻害要因や、給食担当者が直面している困難を把握し、ガイドライ

ンの役割や必要性を検討した。明らかになったことは、社会的養護施設に特徴的な課題と

して「緊急入所・情報不足による食事提供への不安」が示されたことであった。また、ガ

イドラインの有無別に見ると、ガイドラインがない施設の栄養士は、乳児院での「初発の

リスクへの不安」、児童養護施設での「事故対応に対する不安」、「重症児対応に対する

不安」など、様々な点において不安感が高いことが示された。さらに、「情報共有・共通

理解の重要性」や「職員間の認識差」などの施設内外の連携に関するマクロな領域の課題

はガイドラインのある施設に多く、献立や食事指導の仕方などのミクロな領域の課題はガ

イドラインのない施設に多いこともわかった。これらのことから、ガイドラインがある場

合にはシステム化・ルール化されているために給食業務などのミクロな不安は軽減され、

よりマクロな課題である施設内外の連携や施設体制等へと視点が変化している可能性を報

告した。ガイドラインの役割は 1 施設に 1 人しかいない栄養士にとって不安なく業務遂行

するために必要なものであり、施設内外の連携を進めるものと考えられた。 

 第 3 章では、第 2 章の検討が既存調査との比較による考察であったため、同一手法によ

る保育所・小学校での調査が必要であると考え、比較対象調査を実施した。有症率および
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問題点の違いを比較検討し、なぜ社会的養護施設にガイドラインがないのかにアプローチ

しようと考えた。その結果、社会的養護施設の有症率は、保育所・小学校と比べてやや低

めではあったがさほど変わりはなかった。しかし、施設規模が小さいことから、食物アレ

ルギー児がいない施設が多いことが明らかになった。また、社会的養護施設では保育所・

小学校に比べると、食物アレルギーの給食対応の経験不足や知識不足の項目で問題として

いる施設が多かった。施設規模などを調整したオッズ比で検討したところ、乳児院では保

育所よりも「緊急入所児・一時保育児の食事対応」を問題とし、児童養護施設では小学校

よりも「食物アレルギーの知識がない」などを問題としていた。社会的養護施設では、栄

養士が配置されていても、緊急入所やアレルギー情報が確認できない場合も多い上に、食

物アレルギーの給食対応の経験が少ない。そのために重症ケースの経験はさらに少ない。

そのために、食物アレルギーの給食対応に不安を感じており、食物アレルギーの知識を必

要としていることが推察され、社会的養護施設に合ったガイドラインの必要性が示唆され

た。 

提言と課題 

 本研究は序章で次の 4 つを研究目的として述べた。①社会的養護施設入所児の食物アレ

ルギーの有症率および関連する事象の実態を把握すること、②食物アレルギーの給食対応

の実状をガイドラインによる運用の観点から分析すること、③以上の結果からガイドライ

ンが果たす役割と、社会的養護施設の給食における食物アレルギーのガイドラインの必要

性を検証することである。さらに、④これらを通して最終的には、社会的養護施設に合っ

たアレルギー給食対応の体制について提言を目指すことを研究目的にした。①から③に関

しては、主に第 2 章と第 3 章のまとめにおいて述べた。以下に④について述べる。 

 社会的養護施設に特有のガイドラインが示されてこなかった理由として考えられること

は、社会的養護施設における食物アレルギーは対象数が少ない課題であるため、虐待など

の緊急性の高い問題が優先され、施設側や栄養士の対応に委ねられてきたのではないかと

いうことである。社会的養護施設では家庭的な個別対応を第一義としており、栄養士・管

理栄養士をはじめ乳児院では医療的スタッフも配置されているため、自施設での対応がで

きると考えられている。しかし、施設側の状況において、栄養士は勤務年数が浅く、一人

職種であり、毎日の給食業務に追われ施設体制に着手できないことも多い。第 2 章第 2 節

の内容分析で述べたが、既存のガイドラインでは活用しにくいことから、社会的養護施設
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に合ったガイドラインを望む意見が複数あった。第 3 章において、社会的養護施設では食

物アレルギーの給食対応について不安・知識不足を課題とする施設が多かったことからも

何らかの指針を策定することが望まれる。そこで結びに代えて、本研究結果を踏まえて 3

つの提言を行う。 

1）社会的養護施設に合ったガイドラインが必要である。 

  行政や関連機関でモデルとなるガイドラインを策定する、もしくは、先進的に取り組 

 んでいる施設の例示が必要である。特に入所時情報が不明な場合の食事が課題となって 

 いるため、生活管理指導表のような聞き取りのためのフォーマット例についても国や関  

 係機関が示すことが必要ではないだろうか。社会的養護施設の特徴に合わせたガイドラ 

 イン例がない中で、勤務年数の浅い栄養士 12）が施設内でリーダーシップを取り施設独自 

 のガイドラインを作ることには限界がある。社会的養護施設では、入所時点での情報収 

 集が不確定である点と、完全除去ではなくできるだけ個別対応が必要な点が、保育所や 

 小学校と大きく異なる。具体的には診断が確定するまでのアセスメントのために既存の 

 ガイドラインに加えて次の事項を付加したガイドラインが必要と考える。 

 ①入所時点での情報収集時には、2 段階での統一書式による情報収集が必要である。ア 

  レルギーの有無を確認するスクリーニングのためのフォーマットと、詳細な食物摂取 

  歴を得るためのフォーマットを作成し使用する。入所時の記録用紙の中にアレルギー 

  情報欄のフォーマットを整えることで、施設内職員および施設外である児童相談所担 

  当者との共通認識となる。 

 ②医師の診断が確定するまでの期間は、比較的抗原性が低く安全性の高い食品で構成さ 

  れた食事を提供し、食物摂取記録と体調の記録を観察する。 

 ③入所前の家庭の食生活が把握しにくいため、新規にアレルギー反応を起こす場合に備 

   えた心づもりおよび、一般的な緊急対応マニュアルを作成する。 

2）乳児院だけでなく、児童養護施設にも看護師の配置が必要である。 

   重症児の対応に不安があることがわかったため、医療的ケアができる看護師の配置 

  により、栄養士と連携をしながら、アレルギー児の対応に取り組むことが可能になる。 

  障害を持つ児童の増加 13）にも対応できる。 

3）施設全体での食物アレルギーの知識・認識の向上を目指す。 

   本研究では栄養士等の知識不足だけでなく職員や調理員においても知識・認識不足 

  が課題であった。アレルギーの診断や治療に関しては日進月歩で研究が進められてお 
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 り、国のアレルギー対策推進の基本指針 14）では正しい知識の普及・医療関係者の知識・ 

 技術の獲得を促す方針が考えられている。医師をはじめ看護師、栄養士、保育士などの 

 アレルギー教育を関連学会などの団体が認定制度の取得による自己研鑽を行い 14）、施設 

 でのアレルギー対応のリーダーを育てようとするものである。このような自己研鑽の機 

 会においては、栄養士が施設の中で調理業務によって出席ができないことのないように 

 するとともに、研修を受けた後はその内容を施設職員全体にフィードバックするような 

 施設における仕組みを設ける必要がある。食物アレルギーに関しては、栄養士だけでは 

 なく施設長をはじめとする職員すべてが知識を得て認識を高め、対応にあたる必要があ 

 る。 

 本研究の限界として、行政側への調査ができなかったことがあげられる。都道府県・市

町村・児童相談所側からの対応についても検討ができていない。また、小規模施設ならび

に里親などの養育家庭についても十分な議論ができていない。一方、アレルギー情報が把

握しにくい状況は、子ども食堂や災害時の食支援にも共通する可能性がある。食物アレル

ギーの対応についての仕組みづくりと、アレルギー情報が不明なことから、生じる事故に

ついての責任の所在などの議論が必要となる。今後の課題とする。 
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2016年 7月末日 

全国の乳児院施設長各位 

全国の児童養護施設長各位 

  

大阪夕陽丘学園短期大学 

食物栄養学科 

准教授 森 久栄  

 

食物アレルギーの給食対応についてのアンケート調査のお願い（依頼） 

  

拝啓 盛夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 貴施設におかれましては小規模化準備、食育、特別な配慮のいる給食対応など、日ごろよりご尽力され

ていることと思います。 

さて現在、食物アレルギーの対応については生命にかかわる場合もあることから、この数年で保育所や

学校においては、実態調査が行われた上で、行政よりガイドラインなどが示されております。しかしなが

ら入所型の児童福祉施設については、実態調査も行政指針なども見当たりません。このような課題を児童

福祉施設の栄養士の方々と検討を重ねる中、研究者として全国的な現状を把握したいと考え、本年度より

3 年間、文部科学省の科学研究費の助成事業（課題番号 16K12745）を受け、「入所型児童福祉施設にお

ける食物アレルギーの対応に対するシステム構築のための研究」を実施させていただくことになりまし

た。つきましては、調査のご協力を賜りたくご依頼申し上げる次第です。 

 研究における倫理的配慮と個人情報等については、大阪夕陽丘学園短期大学の倫理審査を経ておりま

す（承認番号 28001）。記載内容については秘密を厳守し、統計以外の目的に用いることはありません。

調査結果は統計的に処理をし、施設名は特定できません。行政機関や他施設に明らかにすることもありま

せん。研究終了後には調査票は責任を持って廃棄いたします。 

 アレルギー事故を未然に防ぎ、子どもたちへの安全な食事の提供と、施設職員様の安心できる業務遂行

に寄与させていただきたいと考えておりますので、どうぞ、趣旨をご理解の上、アンケートご記入にご協

力いただきますようお願い申し上げます。 

敬具 

  

記 

 

１．調査名： 入所型福祉施設の食物アレルギー対応についてのアンケート 

 

２．実施主体：大阪夕陽丘学園短期大学 准教授 森 久栄 （元乳児院 管理栄養士） 

       文部科学省 科学研究費助成事業 課題番号 16K12745 研究責任者 

 

３．調査目的：全国の乳児院・児童養護施設での、食物アレルギーを持つ子どもの数や食物アレルギー

の給食対応の状況などの実態把握を目的にしています。 

最終的には、アレルギー給食対応の体制システムの構築をめざした基礎資料とさせてい

ただきます。 

 

４．調査概要と方法： 

対象は全国乳児福祉協議会および全国児童養護施設協議会のホームページに記載施設。 

内容は食物アレルギーの給食対応が必要な子どもの現状と、給食対応の体制について。 

方法は質問紙調査 (15分程度)。 

       

 

 
1



５．調査意義：このアンケートは、全国規模の入所型施設の食物アレルギー児の実態調査としてはおそ

らく初めてであろうと考えられます。回収率が高くなれば、社会的に貴重なデータとな

ることが期待されます。 

       解析結果をもとに、小規模化推進の中、三食必要な入所型の児童福祉施設において、子

どもたちに安全な給食の提供ができる環境と、施設職員の安心な業務遂行ができる体制

作りを検討したいと考えています。 

 

６．実施による不利益： 

       実施による不利益としては回答に要するお時間 15分程度いただくことです。 

       質問に答えないことによる不利益はありません。 

 

７．個人情報保護： 

記載内容については秘密を厳守し、統計以外の目的に用いることはありません。 

統計処理については、施設名は特定できないようにＩＤ化処理をいたします。 

調査票は鍵のかかるロッカーで保管の上、研究終了後 3 年経過後には、責任を持って廃

棄いたします。 

 

８．結果の公表：統計処理をした結果は、個人及び施設を特定できない状態で、学会等で口頭および学術

研究誌等にて公表されます。 

 

９．説明と同意の方法： 

上記の１～８の説明をご確認しただき、同意していただきましたら、同封の質問票の回

答の返信してください。返信をもって同意を得たものとさせていただきます。 

       回答および返信は自由意志のもとに行われ、拒否することができます。 

返信後に取りやめたい場合は辞退可能ですのでその場合は下記にご連絡ください。 

       

１０．回収期限：  8月 31日（水） 

以上 

  

 

 

 

 

【連絡問い合わせ先】 

 研究責任者  森 久栄  

 大阪夕陽丘学園短期大学   〒5430073 大阪市天王寺区生玉寺町 7-72 

電話番号 06-6771-5183  morihisae@oyg.ac.jp 
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【整理番号       】 

 

 

記入者様と貴施設様について 

Ｑ１．記入者様の職種についていずれか１つに○をつけてください。 

１（  ）施設長   ２（  ）主任指導員・主任保育士  ３（  ）指導員・保育士 

 ４（  ）栄養士    ５（  ）管理栄養士    ６（  ）調理師・調理員    

７（  ）看護師   ８（  ）事務職員   ９（  ）その他【          】 

 

Ｑ２．記入者様の貴施設での勤務年数 【    】年 

 

Ｑ３．貴施設の種類についていずれか１つに○をつけてください。 
※郵便物の宛先になっている施設についてお答えください。同敷地の複合施設であっても、別々にこの郵便が届いた場合は、それぞれ

のことをご記入ください（これ以降の質問も同様）。小規模グループケア、地域小規模児童養護施設との複合の場合、本体についてご記

入ください。 

１（  ）乳児院   

２（  ）児童養護施設   

３（  ）小規模グループケア（本体と給食施設が同じ）   

４（  ）地域小規模児童養護施設（本体とは別もしくは単独で給食を実施）   

５（  ）その他【                                】 

 

Ｑ４．貴施設の所在都道府県名【        】 

   

Ｑ５．貴施設の経営形態についていずれか１つに○をつけてください。  

１（  ）社会福祉法人  ２（  ）地方自治体  ３（  ）その他（日赤・組合など） 

 

Ｑ６．Ｑ３で○をつけた施設の職員として配置されている給食担当者数をご記入ください。 

複合施設合同で給食を作っている場合、この郵便物の宛先名の所属の職員数をご記入ください。 

栄養士【  】人  管理栄養士【  】人  調理師【  】人  調理員【  】人 

給食を外部業者へ委託している場合は、委託内容および、上記人数とは別に受託側の職種と人

数をお書きください。 

委託内容【                                     】 

 

栄養士【  】人  管理栄養士【  】人  調理師【  】人  調理員【  】人 

 

Ｑ７．貴施設の定員数：【      】名定員  

 

Ｑ８．平成２８年８月１日現在の在籍数をご記入ください。 
 （乳児院は０～５歳児、その他児童福祉施設は高校生まで。） 

年 齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小学生 中学生 高校生 合計 

人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人   人 
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【整理番号       】 

 

食物アレルギーの対応が必要な児童数などについて 

Ｑ９．食物アレルギーのある児童の受け入れについていずれか１つに○をつけてください。 

    １（  ） 現在受け入れている        → Q１０以降もお答えください 

    ２（  ） 受け入れ可能だが、現在はいない  → Ｑ２０へ進み、以降お答えください 

    ３（  ） 断っている →Ｑ41 へ進み、断っている理由も Q４１にご記入ください 

 

Ｑ１０．貴施設で把握している食物アレルギーのある児童数を年齢別にご記入ください。 

年 齢 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 ４ 歳 ５ 歳 小学生 中学生 高校生 合 計 

人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 

Ｑ１１．上記 Q10の食物アレルギーのある児童のうち、食物アレルギーの給食対応をしている児

童数をご記入ください。 

年 齢 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 ４ 歳 ５ 歳 小学生 中学生 高校生 合 計 

人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 

Ｑ１２．Q10の食物アレルギーのある児童のうち、アナフィラキシー（※１）の経験がある児童 

    数をご記入ください。 
（※１） アレルギー反応により、蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、ゼーゼー・息苦しさなどの呼吸

症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィラキシーという。 

年 齢 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 ４ 歳 ５ 歳 小学生 中学生 高校生 合 計 

人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 

Ｑ１３．Q10の食物アレルギーのある児童のうち過去３年間にアナフィラキシーショック（※２）

を起こしたことがある児童はいましたか。 
（※２）アナフラキシーの中でも血圧が低下し意識レベルの低下や脱力をきたすような状態で、直ちに対応しないと生命にか

かわる重篤な状態のこと。 

    １（   ）いた →【   】名で【施設内で発生   、施設外で発生   件】      

２（   ）いない 

アナフィラキシーショックを起こしたケースの具体例 

 

 

 

Ｑ１４．Q10の食物アレルギーのある児童のうち、エピペン（※３）を処方されている児童数を

ご記入ください。  

（※３）エピペン® ：医師の治療を受けるまでの間、アナフィラキシー症状の進行を一時的に緩和し、ショッ 

クを防ぐための補助治療薬（アドレナリン自己注射薬）。                      

年 齢 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 ４ 歳 ５ 歳 小学生 中学生 高校生 合 計 

人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 
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【整理番号       】 

 

Ｑ１５．Q10の食物アレルギーのある児童のうち、現時点で医師による食物アレルギーの診断書 

を得ていない児童数をご記入ください。 

年 齢 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 ４ 歳 ５ 歳 小学生 中学生 高校生 合 計 

人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 

診断書がない理由を次のいずれか１つに○をつけてください。 

１（   ）基本的に医師の診断書を必要としていない    

２（   ）当該児童においては診断書が必要ないと判断されたため  

３（   ）受療券がまだ届いていないため 

４（   ）緊急入所につき未受診 

５（   ）その他【理由：                             】 

 

Ｑ１６．Q10 の食物アレルギーのある児童のうち、栄養ケアマネジメント計画を作成している場

合は児童数をご記入ください。 

年 齢 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 ４ 歳 ５ 歳 小学生 中学生 高校生 合 計 

人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 

Ｑ１７．Q10 の食物アレルギーのある児童のうち、入所時点でアレルギーの有無が未確認のまま

入所した児童数をご記入ください。 

年 齢 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 ４ 歳 ５ 歳 小学生 中学生 高校生 合 計 

人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 

Ｑ１８．Q10の食物アレルギーのある児童のうち、入所時に聞き取った食物アレルギーの情報が、

事実と異なっていたケースがありましたか。 

１（  ）ある → 【   】名、そのうち初発（※４）と考えられるケース【   】名     

２（  ）ない 

（※４）初発・・・症状が出る前に原因食物と診断されておらず、初めて症状を経験した場合 

 

Ｑ１９．Q18 で答えた食物アレルギーの情報が事実と異なっていたのはどのようなことですか。

当てはまるものすべてに○をつけてください。 

    １（  ）アレルギーがあるのに、ないと聞かされていた 

    ２（  ）重症なのに除去の程度が軽く伝えられていた 

    ３（  ）除去が必要な食品が実際にはもっと多かった  

    ４（  ）原因食品が異なっていた 

    ５（  ）アレルギーがないのにあると聞かされていた 

    ６（  ）軽いのに過剰な除去を必要とするように伝えられていた 

    ７（  ）除去が必要な食品が実際にはもっと少なかった 

    ８（  ）入所後に初発した 

    ９（  ）その他【                                 】 

  

事実と異なっていたエピソードと、考えられる原因がありましたらお書きください。  
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【整理番号       】 

 

食物アレルギーの給食実施状況について 

Ｑ２０．食物アレルギーのある児童に対する貴施設の給食の対応方針で当てはまるものすべてに

○をつけてください。その中で最も対応の多いもの１つに◎をしてください。 

１（  ）代替食（原因となる食物の代わりとなる食物を提供）が中心              

    ２（  ）完全除去食が中心（卵料理だけでなく、つなぎの卵のような微量でも除去） 

    ３（  ）部分除去食が中心（つなぎの卵は提供するが、卵料理は除去するなど段階的な除去）  

    ４（  ）施設全体（全員）が共通して食べることができる給食材料に変更（小麦粉のアレルギ

ーがある場合、当該児童だけでなく、全員小麦粉を使わず米粉にする）                      

    ５（  ）対象児童のアレルゲンとその日の献立によって異なる 

    ６（  ）その他【                                 】 

 

Ｑ２１．食物アレルギー対応食の調理において、コンタミネーション(※５)へはどのような配慮

をしていますか？ 当てはまるものすべてに○をつけてください。 

(※５) 食事の調理工程などで意図せずアレルギー物質が混入してしまうこと 

１（  ） 施設で当該アレルギー食品を使用しない 

２（  ） 調理場所を分けて使用している        

    ３（  ） 鍋や調理器具を区別して使用している                       

    ４（  ） 調理員を固定して配置している 

５（  ） その他【                                】 

６（  ） コンタミネーションへの配慮の必要のある児童が在籍していない。 

 

Ｑ２２．貴施設で、食物アレルギーの誤食事故(※６)とヒヤリハット(※７)は組織として報告書

（インシデントレポート）を課していますか。いずれか１つに○をつけてください。 
 (※６)アレルギー対象児がアレルゲンとなるものを摂取してしまう（食べる、吸い込む、触れる）こと。（症状の出る・出ないに関わらない） 

(※７)事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事例の発見のこと。（誤配膳をしたが未然に防いだケースなど未摂取事例）  

１（  ）どちらも報告書を課している      

２（  ）誤食事故は報告書を課しているが、ヒヤリハットは報告書を課していない 

３（  ）どちらも書類で報告（把握）していない 

 

Ｑ２３．過去 1年間に誤食事故とヒヤリハットを経験しましたか。 

１（  ）どちらも経験した → 誤食事故【   】件 、ヒヤリハット【   】件 

２（  ）誤食事故を経験した   →【   】件  

 ３（  ）ヒヤリハットを経験した →【   】件 

 ４（  ）どちらも経験していない   

食物アレルギーの誤食事故やヒヤリハットの具体例を教えてください。 
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【整理番号       】 

 

入所時の情報収集について 

Ｑ２４．入所時点において、児童の食物アレルギーの情報を把握する方法はどのようにしていま

すか。いずれか１つに○をつけてください。 

１（  ）医師の診断書または「生活管理指導表（※８）」を提出してもらう 

２（  ）ケースワーカーや前施設から文書による伝達がある 

３（  ）ケースワーカーや前施設、保護者や本人にその場で用紙を用いて記入してもらう 

４（  ）ケースワーカーや前施設、保護者や本人の話から、面談者が記録する 

５（  ）特に取り決めていない 

６（  ）その他【                                 】 

 （※８）生活管理指導表・・・「学校生活管理指導表」「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」があり、食物アレル 

ギーの場合、病型・原因食品・除去の程度・生活上の留意点・緊急連絡先などを医療機関に記入してもらい保護者より提出 

してもらう様式  

 

把握するときに面談担当者以外に立ち会う職種に○をつけてください。○はいくつでも。 

    １（  ）医師   ２（  ）看護師   ３（  ）栄養士・管理栄養士  

 

Ｑ２５．入所時点において、食物アレルギーの情報（原因食品・除去の程度など）を聞き取る項

目を示した統一書式（フォーマット）が貴施設にありますか。いずれか１つに○をつけて

ください。 

１（  ）行政から示されたアレルギーに関する書式がある。 

２（  ）保育所や学校用に作成されている「生活管理指導表」の様式を用いて聞き取っている 

    ３（  ）施設独自で食物アレルギーの詳細な聞き取り項目を示した書式がある 

    ４（  ）入所時の面談用紙の中に食物アレルギーの原因食品などを確認する簡単な項目がある 

       ５（  ）とくに決めていない、その時々に応じて 

    ６（  ）その他【                                 】 

   

Ｑ２６．夜間などに緊急入所児を受け入れていますか。いずれか１つに○をつけてください。 

１（  ）受け入れている     

２（  ）受け入れていない 

受け入れている施設では、食物アレルギーに関する情報の把握は誰からどのように行われ

ていますか？ 

 

 

 

 

入所後の給食対応方法の決定と周知について 

Ｑ２７．入所時に聞き取った情報をもとに、貴施設での給食対応の方法を決定する時に、協議の

場や委員会を設けていますか。近いものいずれか１つに○をつけてください。 

１（  ）原則として協議の場を経て決定する →【協議の場の名称：          】 

２（  ）場は設けないが、複数の関係者で確認・相談しながら決定する            

３（  ）入所時に収集した情報を決定事項として伝達される 

４（  ）ケースによって異なるので、決定方法はとり決めていない 

５（  ）その他【                                 】 

   １・２に○をつけた場合、協議･相談のメンバーに次の職種がいますか。○はいくつでも。 

    １（  ）医師   ２（  ）看護師   ３（  ）栄養士・管理栄養士 
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【整理番号       】 

 

 

Ｑ２８．給食対応の方法の決定には医師の診断書を必要としていますか。いずれか１つに○。 

    １（  ）原則必要   

２（  ）必要としない 

３（  ）決まっていない 

    

Ｑ２９．給食対応の方法の決定内容の連絡・周知には文書を用いますか。いずれか１つに○。 

    １（  ）文書（指示箋など） 

２（  ）口頭でも可 

３（  ）決まっていない 

 

Ｑ３０．入所後の食物アレルギーに関する情報は定期的に更新していますか。 

１（  ）している→ 更新期間【     か月毎】1 年は 12 か月として記入 

２（  ）決まっていない 

 

Ｑ３１．情報の更新の際に用いているものがあれば、すべてに○をつけてください。 

１（  ）医師の診断書 

２（  ）委員会や協議の場 

３（  ）文書による更新情報の周知 

４（  ）とくに決めていない 

 

給食対応の体制について 

Ｑ３２．都道府県・市区町村から、食物アレルギーの給食対応について通知、助言、支援を受け

ていますか。いずれか１つに○をつけてください。 

１（  ）受けている【内容：                            】 

２（  ）受けていない 

３（  ）わからない、把握していない 

 

Ｑ３３．貴施設では、食物アレルギーの給食の対応を実施するにあたって、明文化された運営方

針（ガイドラインやマニュアル）により取り組んでいますか。いずれか１つに○をつけ

てください。 

１（  ）施設独自に作成したガイドライン・マニュアルを使用している 

２（  ）入所型児童福祉施設用に作成されたガイドライン・マニュアルに従っている 

      →どこの機関が作成したものですか【                           】 

３（  ）保育所用や学校用のガイドライン・マニュアルを使っている 

     →ガイドライン･マニュアル名【                                   】 

４（  ）施設で明文化された申し合わせ事項に従っている 

５（  ）参考にするものはあるが特に明文化されたものはなく、その時々に応じて対応 

６（  ）わからない、把握していない 

７（  ）その他【                                 】 
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Ｑ３４．アナフィラキシーなどの食物アレルギーの緊急事態に備えた対応について当てはまるも

のすべてに○をつけてください。 

１（  ）食物アレルギーの緊急時のルールやフローチャートがある 

２（  ）対応や連絡体制は全職員が共通理解している。 

３（  ）主治医（医療機関）や嘱託医と話し合っている 

４（  ）消防署と話しあっている 

５（  ）その他【                             】  

６（  ）食物アレルギーの緊急事態の取り決めをする必要のある児童がいない 

 

Ｑ３５．食物アレルギーに関する研修について当てはまるものすべてに○をつけてください。  

１（  ）定期的に、全職員を対象に施設内で開催し実施している 

２（  ）臨時的に、施設での対応が必要となった場合に施設内で研修会を設けている 

３（  ）行政などが主催する外部研修会に参加し、かつ報告や伝達を課している 

４（  ）行政などが主催する研修会に参加をしている 

５（  ）研修会に関する取り組みは特にない 

 

Ｑ３６．食物アレルギーの配慮が必要な児童への対応の流れにおいて、貴施設で改善を要すると

ころ（時点）がありますか。当てはまるものすべてに○をつけてください。 

１（  ）入所時点 

２（  ）入所直後から施設内での給食方針決定まで 

    ３（  ）給食方針決定後、給食現場・生活現場への連絡・周知まで 

    ４（  ）その後の毎日の調理場での給食づくりから盛り付けの時点 

    ５（  ）毎日の給食配膳から喫食する時点   

    ６（  ）退所時点 

７（  ）その他【                                  】 

 

Ｑ３７．食物アレルギーの対応をする際に、次の施設内組織や人と、連携（共通理解・協力体制）

や対応ができていますか。それぞれの項目で、当てはまるもの１つに○をつけてくださ

い。 

1）保育･生活現場と調理現場との連携 

１（   ）十分できている  ２（  ）ほぼできている  ３（  ）改善を要する 

2）栄養士･管理栄養士と調理員との連携 

１（   ）十分できている  ２（  ）ほぼできている  ３（  ）改善を要する 

3）当該児童と他の児童との関係における保育・生活現場での対応 

１（   ）十分できている  ２（  ）ほぼできている  ３（  ）改善を要する 
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【整理番号       】 

 

Ｑ３８．食物アレルギーの対応をする際に、次の外部機関や人と、連携（共通理解・協力体制）

ができていますか。それぞれの項目で、当てはまるもの１つに○をつけてください。 

１）児童相談所（ケースワーカー）との連携 

１（   ）十分できている  ２（  ）ほぼできている  ３（  ）改善を要する 

２）主治医（医療機関）との連携 

１（   ）十分できている  ２（  ）ほぼできている  ３（  ）改善を要する 

３）消防署との連携 

１（   ）十分できている  ２（  ）ほぼできている  ３（  ）改善を要する 

４）幼稚園・学校との連携 

１（   ）十分できている  ２（  ）ほぼできている  ３（  ）改善を要する 

５）保護者との連携 

１（   ）十分できている  ２（  ）ほぼできている  ３（  ）改善を要する 

 

Ｑ３９．食物アレルギーの給食対応を実施する上で困ることについて、当てはまるものがあれば、

表の数字に○をつけてください。○はいくつでも。 

また、その中から困っている順に３つ下記の選択肢より選び、番号でお答えください。 

 １位（     ） ２位（     ） ３位（     ） 

 [選択肢] 

①対応したことがなく不安 ②食物アレルギーの知識がない ③事故(誤配・誤食・混入)の予防 

④幼稚園・学校との対応 ⑤医療機関との連携 ⑥事故(誤配・誤食・混入)の対応 

⑦職員間の意見相違 ⑧設備が不十分 ⑨人員が不足 

⑩食材購入が困難・費用がかかる ⑪献立作成が煩雑 ⑫調理作業が煩雑 

⑬当該児童への精神面への影響 ⑭他の児童への説明 ⑮外食･外泊時などの対応 

⑯調理現場の知識・理解不足 ⑰直接処遇者の知識・理解不足 ⑱緊急入所時の食事の対応 

⑲アレルギー用非常食の備蓄 ⑳その他（                         ）   

 

Ｑ４０．今後、食物アレルギーの対応を行うにあたり、貴施設において必要と思われるもの 

はどれですか？当てはまるものすべてに○、最も必要なものに◎を付けてください。 

１（  ）入所型児童福祉施設向けガイドラインやマニュアルの作成など行政的な指針 

２（  ）病児加算やアレルギー用食材費補助などの経済的な負担軽減措置 

３（  ）調理員や職員などの加配や常勤看護師の配置など、人的確保 

４（  ）食物アレルギー対応食に関する施設での体制・ルール作り 

５（  ）職員全体が共通理解を持って、施設全体で取り組む意識・態勢 

６（  ）研修会など食物アレルギーに関しての職員個人の知識・技術向上に関すること 

７（  ）食物アレルギー対応食を実施する際の具体的な食材や調理方法などの知識 

８（  ）その他【具体的に：                            】 
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【整理番号       】 

 

Ｑ４１．食物アレルギーの給食対応において、制度やシステムに関するご意見、現在困って

いる事や、問題点、他施設に聞いてみたいことがありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上で質問は終了です。ご記入漏れのないようご確認お願いします。ご協力ありがとうございました。 
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